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【最新情報　9月】
＊厚生労働省

・保育所関連状況取りまとめ（平成26年４月１日）（9月12日）
・子ども虐待による死亡事例等の検証結果（第10次報告の概要）（９月１９日）
・平成26年9月29日より新たに14物質を指定薬物に指定した省令が施行されます。（9月29日）

　
＊愛育ネット

・解説レポート児童ポルノ禁止法の改正について（９月１日）
＊文部科学省

・情報化社会の新たな問題を考えるための児童生徒向けの教材、教員向けの手引書（9月5日）
・「子供に伝えたい自殺予防（学校における自殺予防教育導入の手引）」及び「子供の自殺等の実態分析」について（9月10日）
・学校安全部会（平成26年度）（第3回）　配付資料（９月２４日）

＊内閣府

・母子保健に関する世論調査（平成26年7月調査）（9月16日）

＊プレスリリース

・ユニセフ最新報告書を発表　世界で広がる子どもへの暴力 
（PR TIMES） - リリース発行企業：公益財団法人日本ユニセフ協会（9月5日）
・ユニセフ・子どもの生存に関する報告書発表　誕生した日に亡くなる新生児は100万人　（9月17日）
（PR TIMES） - リリース発行企業：公益財団法人日本ユニセフ協会
・子どもに対する暴力への対応をとらなかった場合のコストは7兆ドル（9月27日）
（PR TIMES） - リリース発行企業：NPO法人チャイルド・ファンド・ジャパン
～英国シンクタンクODI（海外開発研究所）による最新調査結果が国連総会に合わせて発表～
＊朝日新聞

・（学びを語る）命の教育　「かけがえのない存在」気づく機会を　近藤卓さん（9月3日）
・無戸籍２０年、学校に一度も通えず　夜間中学で再出発（9月5日）
・東京）危険ドラッグの怖さ知って　警視庁が中高生用教材（9月5日）
・３人に１人、いじめ被害　低中所得国の１３～１５歳　ユニセフ報告（9月5日）
・（ニュースのおさらい　ジュニア向け）ＬＩＮＥ、利用者５億人へ（9月6日）
・学校に通うふりした無戸籍少女　児童館員ら支援で短大へ（9月6日）
・「虐待かも」ためらわず通告　児童相談所、昨年度７万３千件対応（9月9日）
・福島）放射能、生徒の本音は　ＮＧＯがワークショップ（9月9日）
・鹿児島）ＬＧＢＴに「理解と配慮を」　当事者らが講演（9月9日）
・「見えない子どもたち」の問題、天童荒太さんに聞く（9月11日）
・「病弱教育」学生ら学ぶ（9月12日）
・（震災遺児：３）悲しみ、言葉に出して（9月15日）
・（震災遺児：４）学びの場は奪わせない（9月17日）
・交流サイトで被害、保護の少女ら増加　上半期、過去最悪　警察庁まとめ（9月18日）
・虐待で死亡の子ども９０人　１２年度、厚労省調査（9月19日）
・児童虐待、世界はどう防ぐ　日本で初、専門家の世界会議　親の体罰、禁じる国も（9月24日）
・子ども連れ去り、昨年９４件　狙われる下校時間帯（9月25日）
・子ども守る、手探り　連れ去り、下校時４７％（9月25日）
・「いやや」児童の心ＳＯＳ　神戸女児遺棄事件でケア急務（9月25日）
・（いま子どもたちは）福島を伝える：３　「異常が日常」僕らが語らねば(9月27日)
・子ども守る、助っ人に関心　メールやＧＰＳ付き端末（９月２８日）
　
＊SYNODOS（シノドス）

・LGBTと健康――あなたのことも生きづらくする、ありふれた７つのこと　清水真央、山下奈緒子
（９月１３日）

＊毎日新聞

・玉村の三男暴行死:児相や町、対応検証へ　要対協「見守り」も防げず　／群馬（9月1日）
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:長崎・佐世保の同級生殺害　どう報じるか　現場に宿る真相へのカギ（9月1日）
・論説の目:育児と介護に学ぶ非暴力＝落合博（9月2日）
・水説:子どもを見捨てるな＝中村秀明（9月3日）
・スポーツやめたいけど、やめられない　苦しむ子どもたち（９月３日）
・毎日メディアカフェ:指導きっかけの子ども自殺防げ　／東京（9月5日）
・九州バスジャック事件:再犯の悪循環　社会全体の課題（9月5日）
・愛媛・伊予の少女死体遺棄:継続的暴行、死因に　傷害致死容疑８人逮捕（9月6日）

・児相ダイヤル:かけやすく３桁　虐待、早い発見促す　厚労省方針（9月7日）
・スマホ:２２時以降の児童らの使用制限…福岡市教委が方針(９月９日)
・ＳＮＳ:いじめ、トラブル防ごう　ネット利用、小中高生が実態調査　ＰＴＡに現状報告　／滋賀（9月9日）
・そこが聞きたい:世界一多忙な日本の教員　増田修治氏（9月10日）
・他人を暴力で支配する人・される人:【基礎知識】監禁・虐待事件に見る「人が逃げられなくなる理由」（9月10日）
・ことば:子ども・被災者生活支援法　／秋田（9月12日）
・待機児童:２万人超　４年連続減、自治体格差は拡大（9月13日）
・記者の目:「子供の貧困対策大綱」閣議決定＝遠藤拓（東京社会部）（9月23日）
・神戸・小１女児遺棄:狙われる登下校時　女児被害、男児の倍　昨年・警察庁まとめ（9月26日）
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜ありのままで＞性的マイノリティーと学校　選べぬ中学、苦痛分かって（９月２９日）
＊産経新聞

・「多様な性」伝えるパネル（９月３日）
・先生の若返りは進むけれど……学校が抱える「年齢構成」問題　斎藤剛史（９月８日）
・子供のネット、総務省・業界が安全対策強化（９月９日）
・子供の「怒り」を制御する「怒り日記・温度計」付け、自分で知る（9月10日）
・不登校児童生徒が６年ぶり増加　懸念される今後の動向　斎藤剛史（9月11日）
・「若年層ホームレス」という新現象、「ビッグイシュー」１０年目に見えた現実…労働経験少なく「立ちっ放し販売」続かない（９月１６日）
・子供を狙う犯罪続出　「地域社会をいかに安全にするか…」（9月16日）
・（１）自己肯定感　子供の言い分聞き、生き方を否定しない（9月22日）
・（２）葛藤する親　あふれる情報に振り回された（9月23日）
・（３）親の会　共感、支え　悩みを分かち合う（9月24日）
・児童虐待通告１万３千人　上半期、３年前の２・５倍　死者１０人、警察庁まとめ（9月25日）

・（４）進路選択　「子供の決断尊重」が大切（9月25日）
　
＊読売新聞

・発達障害の子ども、ＩＴが学習支援（9月1日）
・子供の貧困対策　世代間の連鎖を断ち切りたい（9月1日）
・少女の１割、性行為強要される…ユニセフ報告（9月5日）
・虐待死を防ぐ　下(9月8日)
・土砂災害　子どものケアは思い表現させて（9月12日）
・不登校中学生だった自分がいた場で学び、支える（９月１６日）
・交流サイト、中学生の被害２割増…性犯罪など（9月18日）
・子供虐待死５１人…０歳児４割、出生直後１１人（9月19日）
・道徳教育、数値評価せず…中教審部会が答申案 （9月22日）
・佐世保事件、少女の殺人願望を県教委に伝えず（9月25日）
＊日本経済新聞

・子育て支援員、食事など研修　厚労省（9月1日）
・学校の安全、国際基準で　ＷＨＯ認証取得広がる（9月4日）
・子供の６割に日常的体罰　ユニセフ国際統計（9月5日） 
・子ども追い詰める「ＬＩＮＥいじめ」の陰湿さ（９月９日）
・２学期始動　どう守る、共働き家庭の子どもの安全(9月10日)
・児童相談ダイヤル３桁に　虐待防止へ覚やすく、厚労省方針 （9月18日）
・「長い目で注意深く」子供の心のケア続く　広島土砂災害（9月20日） 
・預けられた子供、１割に障害あり　「こうのとりのゆりかご」
・「子供の感情」研究を本格化　文科省、いじめ・暴力深刻化で (9月28日)
フォームの終わり

・虐待から子どもを守りたい（9月29日） 
フォームの終わり

＊厚生労働省

・保育所関連状況取りまとめ（平成26年４月１日）（9月12日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057750.html
・子ども虐待による死亡事例等の検証結果（第10次報告の概要）（９月１９日）
　 児童虐待防止法に基づき、虐待による死亡事例等の検証を「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」で実施。この度第10次報告を公表。
　 対象は平成24年４月１日から平成25年３月31日までの子どもの虐待死事例。
（１）対象期間に発生又は表面化した
　　　　心中以外の虐待死事例は49例（51人）（23年度：56例（58人））
　　　　心中による虐待死事例は29例（39人）（23年度：29例（41人））
（２）心中以外の虐待死事例で死亡した子どもの年齢は、０歳が22人（43.1%）と最も多く、３歳未満が32
　　人（62.7%）である。
（３）地方公共団体と国への提言のうち主なものは、
　　　・妊娠期からの保健、医療、福祉分野における、それぞれの確実な対応と連携の強化
　　　・子どもの存在が確認できないという状況は、虐待のリスクが高い可能性を含むという認識のもと、要
保護児童対策地域協議会を活用したフォロー体制を整備
　　　・丁寧かつ迅速な相談体制の強化に向けた児童相談所及び市町村における人員体制の充実
　　　・要保護児童対策地域協議会における個別ケース検討会議の積極的な活用と効果的な実務者会議のあり
方
　　　・児童相談所と市町村における専門性を活かした役割分担と連携・協働の徹底

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057946.html
・平成26年9月29日より新たに14物質を指定薬物に指定した省令が施行されます。（9月29日）

　平成26年9月29日より新たに14物質が指定薬物に指定され、所持、使用、購入、販売、授与等が禁止されます。

　http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/poster_260926_A4.pdf
＊愛育ネット
・解説レポート児童ポルノ禁止法の改正について（９月１日）
http://www.aiikunet.jp/exposion/manuscript/21356.html
＊文部科学省
・情報化社会の新たな問題を考えるための児童生徒向けの教材、教員向けの手引書（9月5日）
http://jouhouka.mext.go.jp/information_moral_manual.html
・「子供に伝えたい自殺予防（学校における自殺予防教育導入の手引）」及び「子供の自殺等の実態分析」について（9月10日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/063_5/gaiyou/1351873.htm
・学校安全部会（平成26年度）（第3回）　配付資料（９月２４日）

資料1　安全教育の目標・内容等  
資料2　防災教育を含む安全教育の指導時間確保の方策について  
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/012/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/09/22/1352075_01.pdf
＊内閣府
・母子保健に関する世論調査（平成26年7月調査）（9月16日）

http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-boshihoken/index.html
＊プレスリリース
・ユニセフ最新報告書を発表　世界で広がる子どもへの暴力 
（PR TIMES） - リリース発行企業：公益財団法人日本ユニセフ協会（9月5日）

データで明らかになる事実
・本信は、ユニセフ発表の情報に基づき、日本ユニセフ協会が編集したものです
・原文（英語）と報告書の閲覧をご希望の際は、日本ユニセフ協会 広報室にお問い合わせください
【2014年9月4日　ニューヨーク発】
ユニセフが今般とりまとめた、子どもへの暴力に関するこれまでで最も広範なデータを扱う報告書は、身体的・性的・精神的な虐待の驚くべき広がりと、それらの暴力を容認し正当化している人々の考え方を明らかにします。子どもへの暴力は、世界のすべての国や地域社会において、“白昼の死角”になってしまっているのです。

「これらは不快な事実です。政府も親たちもその現実を見たいとは思わないでしょう」
ユニセフ事務局長のアンソニー・レークは述べています。「しかし、私たちがこれらの不快な統計の一つひとつが示す現実-安全で守られた子ども時代を過ごすという権利が侵害されている子どもの人生-を直視しないかぎり、子どもへの暴力はふつうのことで許されることだ、という人々の考え方を変えることはできないのです。子どもへの暴力はふつうのことでも許されることでもありません」

報告書『子どもへの暴力防止キャンペーン レポート 統計版“白昼の死角”（原題：
HIDDEN IN PLAIN SIGHT A statistical analysis of violence against children）』
は、190カ国のデータを扱い、地域社会、学校や家庭といった子どもが安全であるはずの場所における子どもへの暴力について報告します。暴力が及ぼす、持続的でしばしば世代を超えて連鎖する影響について詳細に検証し、暴力を受けた子どもは将来職につかず、貧困に陥り、他人に対して暴力的になる傾向が高いということを示します。報告書の著者は、データは、調査に答えることができた人のみのものであり、最低限の推定に過ぎない、としています。

報告書の主な内容は以下のとおりです。
■性的な暴力
20歳未満の女の子・若者の約1億2,000万人（約10人に1人）は、強制的な性交あるいはその他の性的暴力を経験しています。結婚したことのある15歳から19歳の3人に1人（約8,400万人）が、夫やパートナーによる精神的・身体的・性的暴力の被害にあっています。パートナーによる暴力は、コンゴ民主共和国、赤道ギニアでは70%以上、ウガンダ、タンザニア、ジンバブエでは50%前後です。スイスで2009年に15歳から17歳を対象に行われた調査によれば、女の子の22％、男の子の8%が、少なくとも1度、身体的接触を伴う性的暴力を経験しています。男女ともに、最も多かったのはインターネットが関連する暴力でした。
■殺人
世界の殺人事件の被害者のうち5人に1人が20歳未満の子どもや若者で、2012年ではその数は9万5,000人でした。パナマ、ベネズエラ、エルサルバドル、トニダード・トバゴ、ブラジル、グアテマラ、コロンビアでは、10歳から19歳の男の子・若者の死因のトップが殺人になっています。ナイジェリアでは、最も多い1万3,000人の子どもが殺人事件の犠牲となりました。西ヨーロッパと北米では、米国の殺人率が最も高くなりました。
■いじめ
世界の13歳から15歳の子どもの3人に1人以上が、学校で日常的にいじめにあっています。サモアでは、その割合はほぼ4人に3人です。ヨーロッパと北米では、11歳から15歳のほぼ3分の1が、いじめを行ったことがあると答えています。ラトビアとルーマニアでは、その割合は10人に6人近くになります。
■暴力的なしつけ
58カ国の調査では約17％の子どもが激しい体罰を受けています（頭、耳や顔を叩く、
あるいは繰り返し強く叩く）。チャド、エジプト、イエメンにおいては、その割合は
2歳から14歳の子どもたちの40%を超えます。世界全体で、おとなの10人のうち3人が、体罰は子どもをよく育てるために必要だと考えています。スワジランドでは、その割合は82%にのぼります。
■暴力に関する考え方
15歳から19歳の女の子・若者の半数近く（約1億2,600万人）が、夫は場合によっては妻をたたいてもかまわないと信じています。アフガニスタン、ギニア、ヨルダン、マリ、東ティモールではその割合が80%かそれ以上にのぼります。性別ごとのデータが入手できた60カ国のうち28カ国で、男の子より女の子の方が、妻をたたくことが時には正当化できると考えている割合が高い結果でした。カンボジア、モンゴル、パキスタン、ルワンダ、セネガルでは、そのように考える女の子は男の子の2倍もいます。30カ国のデータによれば、身体的・性的虐待の被害にあった15歳から19歳の女の子・若者の約10人中7人が、一度も助けを求めていないことがわかりました。その多くが、それが虐待だと思わなかった、問題だと思わなかった、と答えています。

ユニセフは、家庭や政府を含めた社会全体が、子どもへの暴力を防止し減らすことが
できるようになるための、6つの戦略を提示します。親への支援と子どもたちへのライフ・スキルの提供、考え方を変えること、司法・刑事・社会的制度やサービスの強化などがその戦略です。そして、考え方や規範を変えていくために、暴力とそれがもたらす社会経済的なコストについての実態を明らかにし、意識を高めていくことも必要です。

「子どもへの暴力は毎日、世界中でおきています。最も傷つくのはそれぞれの子どもたちですが、社会の安定や進歩を損なうという意味で、社会を傷つけるものでもあります。しかし、子どもへの暴力は避けられないものではありません。もし私たちが、暴力の問題を直視することができれば、防ぐことが可能なのです」と、レーク事務局長は述べます。「この報告書が示す事実は、被害にあっている一人ひとりの子どもたちのために、そして将来の社会の強さのために、私たちが今行動することを求めています」

本日、ユニセフはあわせて、『子どもへの暴力防止キャンペーンレポート：予防のための戦略（原題：Strategies for Preventing and Responding to Violence against Children）』も発表します。

■参考：子どもへの暴力防止キャンペーン
ユニセフは2013年7月31日、子どもへの暴力をなくすための行動を求める「子どもへの暴力防止キャンペーン」を開始し、暴力はどこにも存在するが、しばしば見えにくいところでおき、また、社会的・文化的規範によって容認されているということを訴えてきました。 “見えないことを明らかにする”（“Make the invisible, visible”）という標語のもと、キャンペーンは、まずは人々の考え方、行動や政策を変えるための意識の啓発に努めています。
同キャンペーンはまた、成功した取り組みを集め焦点をあてることで、暴力は防止することができるという考え方を伝えています。世界各地域の約70カ国がこのキャンペーンに参加しさまざまな形の子どもへの暴力の発見、追跡、報告に力を入れています。

詳しくは以下をご参照ください。
http://www.unicef.org/endviolence/
（インターネット・エクスプローラーではうまく表示されない場合がございます)

■報告書原本のご提供
原本を事前にご覧になりたい場合は、日本ユニセフ協会 広報室までお問い合わせください。公表後には日本ユニセフ協会HPからもダウンロードいただける予定です。

■本プレスリリースに関するお問い合わせ
（公財）日本ユニセフ協会 広報室
TEL：03-5789-2016　 FAX : 03-5789-2036　jcuinfo@unicef.or.jp
またはMelanie Sharpe, UNICEF New York, Tel: +1 917 485 3344, msharpe@unicef.org
Rita Ann Wallace, UNICEF New York, Tel.: 1 212 326-7586, Mobile: +1 917 213 4034,
rwallace@unicef.org

http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT201422512.html
・ユニセフ・子どもの生存に関する報告書発表　誕生した日に亡くなる新生児は100万人　（9月17日）
（PR TIMES） - リリース発行企業：公益財団法人日本ユニセフ協会

5歳未満で亡くなる子どもは年間630万人

※本信は ユニセフ本部の情報を、日本ユニセフ協会 広報室が翻訳、独自に
編集したものです
※原文をご入用の場合は 広報室（後述）までお問い合わせください

【2014年9月16日　ニューヨーク発】
ユニセフは本日『2014年度版 子どもの生存を守る：あの約束を再び（COMMITTING TO
CHILD SURVIVAL：A PROMISE RENEWED ）』を発表します。本報告書で、1990年以降
子どもの生存率は大幅に上昇し、5歳未満で死亡する子どもが1,270万人（1990年）から
630万人（2013年）へと減少したことを明らかにしました。

報告書では、生後28日内以内の命は生存において最も厳しい状況にあり、生後28日以内
に死亡する新生児は年間約280万人に上ることが明らかになりました。こうした
新生児のうち、実に100万人は誕生したその日に亡くなっています。

新生児の死亡の大部分は、出産前と分娩中、そして出産直後に行うシンプルで費用対
効果の高い方法で防ぐことができます。

報告書の分析は、これらの不要な死亡の重要な原因として、分娩中の重要な時間帯に
おける保健システムの不備を指摘。また、妊婦と赤ちゃんが利用可能な保健サービスの
取り組みと質において、国によって、さらに貧富において、幅が広いことが明らかに
なりました。

主な調査結果は、以下の通りです。
・妊婦の約半数は、妊娠中に推奨されている最低4回の妊婦検診を受けていない
・世界全体での新生児死亡のうち、陣痛・分娩中の合併症によるものは、約4分の1を
　占める2012年、新生児の3人にひとり（つまり約4,400万人）は十分な医療ケアなしに
　誕生している
・生後1時間内での母乳育児の開始で、新生児死亡のリスクを44％削減できることが
　証明。しかし世界全体で、新生児の半数以下しか、この母乳による恩恵を受けていない
・保健システムを利用している母子であっても、受けられるケアの質は極めて不十分ユニセフが
子どもの死亡が多い10カ国で行った分析では、専門技能者が付き添う出産であっても、早期の　母乳育児の開始を含む、産後に必要な7つの取り組みを受けて
いる赤ちゃんは10％以下であった
同じく、妊娠中に受ける8つのケアすべてを受けるためにヘルスワーカーを訪れた
妊婦は、10％以下だった
・新生児死亡数が最も多い国は、産後ケアを受けている母親の割合が低い国でもあった
エチオピア（新生児死亡数　年間8万4,000人、母親への産後ケア普及率7％）、
バングラデシュ（同7万7,000人、同27％）、ナイジェリア（同26万2,000人、同38％）、
ケニア（同4万人、同42％）
・20歳未満ならびに40歳以上の母親のもとに生まれた赤ちゃんの死亡率は、より
高くなっている。
さらに、報告書では、母親の教育レベルと年齢によって、赤ちゃんの生存機会に影響が
あることも明らかになりました。教育を受けていない母親における新生児死亡率は、
中等教育以上の教育を受けている母親における新生児死亡率の約2倍となりました。

ユニセフ事務局次長のギータ・ラオ・グプタは「データから、母親が妊娠中また分娩中に、
安定的に質の保たれた保健ケアを利用できる場合、乳児の生存機会が飛躍的に上昇
していることがわかりました。すでにこうしたサービスがあるところではサービスが
最大限活用され、母親とヘルスワーカーが接触する機会すべてを真に価値があるものと
していかなければなりません。また、最も厳しい状況にある人が支援を受けられるように
するために、特別な取り組みが必要です」と述べました。
特に保健ケアの利用における不平等は、後発開発途上国において依然として高くなって
います。専門技能者が付き添う出産は、最も貧しい世帯の女性と比べ、最も豊かな世帯
の女性は約3倍高くなっています。こうした状況に関わらず、報告書では5歳未満の子ども
における公平性の格差は、確実に削減されつつあると述べています。サハラ以南の
アフリカを除く全地域で、社会の最も貧しいセクターにおける5歳未満児死亡の割合は、
最も豊かなセクターにおける5歳未満児死亡の割合よりも、早く削減されています。
さらに重要なことに、世界中で、その国の豊かな人たちよりも貧しい人たちのほうが、
子どもの生存において絶対的な成果を収めていることがわかりました。

グプタ事務局次長は「子どもの生存における公平性格差が狭まり続けていることは、
実に勇気づけられるものです。この勢いを活かし、最も貧しく、最も疎外されている
世帯にリソースを集中的に投下すべくプログラムを前進させねばなりません。こうした
取り組みは、最も多くの子どもたちの命を守る可能性をひめた戦略です」と述べました。
＊　＊　＊
■参考情報： あの約束を再び（A PROMISE RENEWED ）について
“あの約束を再び”は、すべての女性と子どもの前進を求める世界的な動きで、
潘基文・国連事務総長が掲げる、予防可能な妊産婦、新生児、子どもの死亡の削減を
加速させるための行動と政策提言によって、女性と子どもの保健を改善する世界的な
取り組みを結集し、強化する戦略によるものです。

ユニセフは、2012年6月米国ワシントンD.Cで、米国、エチオピア、インド各国政府と、
ハイレベル会合“The Child Survival Call to Action（子どもの命を守るための世界的行動を求める会議）”を共催。“あの約束を再び（A　Promise Renewed）”キャンペーンをスタートさせ、各国政府に、2002年国連子ども特別総会で交わされた “約束”を、改めて“約束”していただく宣言文への署名を呼びかけました。この “約束”は、子どもの生存は政府、市民社会、民間部門、個人といったすべての人たちで共有される責任であり、その実現へ向けての貢献が不可欠であるとの精神に基づくものです。

2012年6月以降、178の政府と多くの市民社会団体、民間組織、個人が、それぞれの
取り組みを倍加すると署名し、行動や政策提言して実践しています。詳しくは以下の
サイトをご覧ください。www.apromiserenewed.org.
※補足：日本政府は、2012年10月16日に署名しています
http://www.unicef.or.jp/osirase/back2012/1210_06.html
■参考情報：
『2014年度版 子どもの生存を守る：あの約束を再び（COMMITTING TO CHILD　SURVIVAL：
A PROMISE RENEWED ）』について
2014年の報告書は、新生児の生存について焦点を絞っています。本報告書は、1990年
以降の5歳未満児と新生児の死亡のレベルと傾向のみならず、母子への主要な取り組み
の分析も行っています。
■ 本件に関するお問い合わせ
日本ユニセフ協会 広報室
TEL：03-5789-2016　 FAX : 03-5789-2036　 Eメール：jcuinfo@unicef.or.jp
または
Rita Ann Wallace, ユニセフ・ニューヨーク本部, +1 917 213-4034;rwallace@unicef.org
Melanie Sharpe, ユニセフ・ニューヨーク本部, +1 917-485-3344, msharpe@unicef.org
Najwa Mekki, ユニセフ・ニューヨーク本部, +1917 209 1804; nmekki@unicef.org,

http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT201423673.html
・子どもに対する暴力への対応をとらなかった場合のコストは7兆ドル（9月27日）
（PR TIMES） - リリース発行企業：NPO法人チャイルド・ファンド・ジャパン
～英国シンクタンクODI（海外開発研究所）による最新調査結果が国連総会に合わせて発表～

第69回国連総会でポスト2015年開発目標が議論されているさなかの9月25日（ニューヨーク時間）、子どもへの身体的・精神的な暴力、性的虐待による経済的な損失は７兆ドル（約756兆円）に上るとの最新の調査結果が発表されました。

この調査は、国際的なネットワーク組織であるチャイルド・ファンド・アライアンスの委託を受けた英国のシンクタンクである海外開発研究所（Overseas Development Institute; ODI）が実施したもので、子どもへの身体的・精神的・性的暴力のもたらすコストは世界全体の国内総生産(GDP)の8%に匹敵するという結果が示されています。この額は、オーストラリア、カナダ、インド、メキシコの4ヵ国のGDPの合計を上回ります。

この世界規模の調査結果は、1年間に暴力被害を受けた子どもの人数に対する生産の損失を算出したものです。またこの調査では、危険な児童労働に従事させられた子どもの損失額は世界規模で年間970億ドル、武装勢力やグループに無理やり加担させられる子どもたちの損失額は年間1,440億ドルに上るとの結果が示されています。

この調査報告書は、ポスト2015年開発目標に子どもへの暴力撤廃を求める世界の子どもたちによる「子ども憲章」をとりまとめた報告書とともに発表されました。

チャイルド・ファンド・アライアンス事務局長代行のアンドリュー・ジョンソンは、この調査報告書の意義を次のように説明しています。

「子どもに対する暴力をなくすための取り組みをしなかった場合の経済的な損失は、取り組みに必要な費用をはるかに上回ることが、今回の調査で明確になりました。予防は経済的にも有効なのです。ポスト2015開発目標に子どもへの暴力撤廃を盛り込むことは、必須です。世界の子どもたちからも、国連加盟国に対し、ミレニアム開発目標でやり残した課題の達成とともに、子どもへの暴力撤廃に取り組むことが求められています。」

同日に発表されたもう一つの報告書で、チャイルド・ファンド・アライアンスは、アフリカ、アジア、大洋州、欧米の40ヵ国、2,300人の子どもたちからポスト2015年開発目標に向けて発した意見をとりまとめています。この報告書では、子どもたちはミレニアム開発目標で継続されるべき取り組みとして、極度の貧困と飢餓の撲滅(82%)、普遍的な初等教育の達成 (81%)、そしてHIV/エイズその他の疾病の蔓延防止 (74%)を挙げています。

この調査に参加した子どもたちの82%が、2015年に続く新たな開発目標の中に子どもへの暴力と搾取の対応策が含まれることを希望すると語っています。特に、いじめ、児童労働、早期婚、子どもの人身売買、体罰、女性器切除、武装集団への子どもの勧誘、学校での暴力について、これらが世界からなくなるような対策がとられることを求めています。

子どもたちが世界の政府に求めていることは、男の子も女の子も、全ての子どもが質の高い教育と保健サービスを受けられる世界です。また、環境についても、「木を伐採されるより植林してほしい」(67%)、「有害物質の使用を減らし、リサイクルを進めてほしい」(59%)、「二酸化炭素の排出を減らして空気をきれいにしてほしい」（31%)と求めています。

子どもたちは、ポスト2015年開発目標が合意されたあと、そのモニタリングに参加することをも求めています。また、開発目標のモニタリングは、地域住民の参加を得て進めることが大切であることを、子どもたちは理解していることも、調査結果から見えます。

http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT201424923.html
＊朝日新聞
・（学びを語る）命の教育　「かけがえのない存在」気づく機会を　近藤卓さん（9月3日）
　長崎県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%90%E4%B8%96%E4%BF%9D%E5%B8%82.html" \o "佐世保市のトピックスを開く" 佐世保市で県立高校１年の女子生徒が殺害され、同級生が殺人の疑いで逮捕された。命の教育に力を入れてきた教育関係者に戸惑いが広がる。どう教えればいいのか。

　■日本いのちの教育学会長・近藤卓さん

　命に最も興味を持つのが、思春期や青年期です。子どもたちはこの時期、大きく分けて二つの方法で命について知ります。

　一つは、肉親ら近しい人と死別したとき。家族や友人と悲しみを分かち合い、命のかけがえのなさを知ります。日々の暮らしの中で楽しみを共有したときも同じです。

　もう一つは命の秘密を知るために命を奪う方法です。むやみに動物や虫を解体して殺し、命の意味を考えますが、この迫り方の結末は絶望的です。気づいた時には命は失われ、生き返らすことはできないからです。

　なぜ命が大切なのか。思春期の子どもが１人でその問いの答えにたどり着くことは容易ではありません。多くの子どもは、大人と喜びや悲しみを共有しながら、生きていることの大切さに気づいていきます。でも、今は大人と子どもが体験を共有する機会が乏しくなっています。

　学校でできることは、子どもに自分がいかに大切な存在であるかを教えることです。ほかの子どもと比較し、優劣をつけるだけでは子どもは追い詰められてしまいます。

　無条件に自分を肯定できるようにすることを、「基本的自尊感情」を育むといいます。この感情を育てれば、子どもは他人も自分と同じようにかけがえのない存在であることに気づくはずです。

　そのためには、学校でも家庭でも、悲しみや楽しさを共有できるような時間を増やすことが大切です。佐世保の事件を特殊なケースと矮小（わいしょう）化し、命の教育をあきらめてはいけません。（聞き手・渡辺洋介）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11330218.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11330218
・無戸籍２０年、学校に一度も通えず　夜間中学で再出発（9月5日）
　男性は出生後も親が戸籍を作らず、学校に一度も通ったことがなかった。元小学校長の宮原は男性に中卒程度の学力をつけようと、週２～３回のマンツーマン授業を始めたが、のっけから途方に暮れた。

　ひらがなや数字は少し書けたが「８」は団子二つ、「６」のなぞり方は逆。足し算引き算は両手指で数えた。宿題を出してもやってこない。問題がわからないと身を硬くしてじっとした。「固まるのが彼の最大の武器だった」。どう教えればいいのかわからなかったという。

　男性は２０歳まで家族以外に知られることなく生きてきた。存在を知られたのは、自身が犯した事件がきっかけだった。
　２００６年１０月、男性はスーパーでの窃盗などの容疑で逮捕された。警察の調べで住民登録をしていなかったことが判明。同居の母親に照会すると借金があり、債権者に居場所を知られたくないと、出生届も出していなかった。「テレビとゲームだけが友人という生活」（弁護人）を送っていたという。

　「家族以外の社会との関わりをほとんど持たないような単調で閉鎖的な生活を繰り返し、生活空間の広がりが見られないまま成長してきた」。０７年３月、さいたま地裁は男性の生い立ちを踏まえ、「教育と基本的な生活習慣や社会常識を身につけさせることが急務」と、執行猶予付きの判決を言い渡した。

　「まさかの世界、でしたね」。市長だった現さいたま市副市長の木下達則（６６）は言う。市は男性の戸籍を作り、自立支援に向けた庁内会議を開いた。

　小学校の１年生の教室に机を置くことを複数の学校長に打診したが、断られた。やむなく市役所の会議室でお辞儀の仕方や靴のそろえ方から教えたが、専従教師を配置できず、担当は日替わりだった。

　見かねた宮原が受け持った。小学１年の教科書から始めて２年の教科書を開き始めた０８年３月、契約更新されずに退職した。その後、市が男性を支援した目立った形跡はない。当時の市幹部は「川口市との合併（１１年１０月）準備に追われ、支援チームは自然解消した」と言う。

　男性は関東の夜間中学に入学した。市の関係者が世話をしたらしい。

　「寡黙だけどわからないところは一生懸命に聞いてきた」「一つのことを飽きずにこつこつできる子だった」。学校関係者の話から浮かぶ彼の姿は、宮原の知る彼とはまるで別人だ。中学レベルの数学もこなした。礼儀正しく、年下の同級生にも丁寧語で話した。当時の作文には学校生活について「楽しい」と繰り返し書かれている。

　「集団には相互に刺激し合い、励まし合う力がある」と宮原。「本当は、成長段階で学校に身を置かせてあげたかった」

　男性は夜間中学で３年間学び、卒業。周囲に「自立したい」と話していたが、アパート２階で母親と暮らす。

　今年８月、電話で取材を申し込んだ。現在２８歳の彼は自身の生い立ちをどう受け止めているのか、社会の一員になって内面にどんな変化が起きたのかを聞きたかった。

　応対した母親は「障害者の福祉施設で働いています。楽しく暮らしています。そっとしておいてください」と言って、電話を切った。＝敬称略（後藤泰良）

■地域の専門的な目を増やして

　〈千葉明徳短大の山野良一教授（児童福祉）の話〉　“見えない子”を救うには、地域の専門的な目を増やすことが大切だ。

　市区町村は児童相談所や学校、保健所と困難を抱えた子どもの情報交換をする「要保護児童対策地域協議会」を設けている。設置率は９９％だが、人口規模が大きすぎて目が行き届かないところや、形だけ整え機能していないところがある。

　都市部では自治体単位ではなく、もっと狭い範囲で実務者会議を開けば“見えない子”が見えてくる。大阪市

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%A5%BF%E6%88%90%E5%8C%BA.html" \o "西成区のトピックスを開く" 西成区は中学校区単位、横浜市の南区など４区は連合町内会単位で実施している。

　家庭の外で子どもが安心できる居場所づくりも必要だ。児童館や保育所が社会保障も包含した子どものワンストップサービスの拠点になるよう機能を強化すべきだ。

　子どもの発達保障を家族の自己責任にせず、社会共通の財産としてもっと公金を投じるべきだ。

http://digital.asahi.com/articles/ASG8M5T1MG8MPTFC00V.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG8M5T1MG8MPTFC00V
・東京）危険ドラッグの怖さ知って　警視庁が中高生用教材（9月5日）
　中高生に危険ドラッグについて正しい知識を持ってもらおうと、警視庁は危険性をまとめた教材を作った。学校で開いている薬物乱用防止教室などで活用していく。

　少年育成課によると、教材はパワーポイントで作成。音声の入ったスライド１７枚で、危険ドラッグの種類やその危険性、具体的な事件を紹介。誘惑への対処法として、「いらない」とはっきり伝えたり、大人に相談したりすることを挙げている。

　危険ドラッグを持っていたとして、警視庁に補導された１８歳未満の少年少女は昨年１年間で２６人。今年は７月末までに９人いた。担当者は「教材で危険ドラッグについて正しい知識を身につけ、被害者や加害者にならないようにしてほしい」と話している。

　教材は、警視庁ホームページ（http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/）でも公開する。（津田六平）

http://digital.asahi.com/articles/ASG944CMNG94UTIL01V.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG944CMNG94UTIL01V
・３人に１人、いじめ被害　低中所得国の１３～１５歳　ユニセフ報告（9月5日）
　国連児童基金（ユニセフ）は４日、子どもへの暴力の実態をまとめた報告書を発表した。学校や家庭など本来は安全であるべき場所で、子どもへの身体的、精神的な暴力が起きていることを問題視している。

　報告書は「いじめ」を暴力の一つとして取り上げ、「世界的な問題」と位置づけた。１３～１５歳では３人に１人以上が学校で日常的ないじめ被害を受けているという。いじめについては主に低中所得国１０６カ国の調査をもとにまとめられ、日本は対象外だった。

　また、最近の特徴としてネットや携帯電話を通じての「サイバーいじめ」を指摘。いじめる側が匿名でいられるため、中傷や本人になりすましての書き込み、プライバシーの暴露などを引き起こしているという。米国では９～１２年生（日本の中高校生相当）の１５％がメールやチャット、ウェブサイトを通じてのいじめ被害を経験。女子は男子の２倍以上の割合で被害を受けていた。

　報告書は、子どもが被害に遭う殺人も調査した。２０１２年の世界での殺人事件の被害者の約２割が２０歳未満で総数は約９万５千人。うち約８万５千人は低中所得国で、ベネズエラやブラジル、コロンビアなどでは１０～１９歳の男性の死因トップが殺人という。（ニューヨーク＝金成隆一）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11335659.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11335659
・（ニュースのおさらい　ジュニア向け）ＬＩＮＥ、利用者５億人へ（9月6日）
主（おも）な国（くに）・地域（ちいき）のＬＩＮＥ利用者数（りようしゃすう）とスタンプの例（れい）／ＬＩＮＥ利用者は急速（きゅうそく）に増（ふ）えている／対話（たいわ）アプリの競争（きょうそう）は激（はげ）しい（次頁の図の解説）
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スマートフォンでメッセージをやりとりする無料（むりょう）の対話（たいわ）アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」の利用者（りようしゃ）（登録者〈とうろくしゃ〉）が、近（ちか）く５億人（おくにん）になります。利用者は日本（にほん）にとどまらず、世界（せかい）に広（ひろ）がっています。サービスを手軽（てがる）に楽（たの）しめる一方（いっぽう）、犯罪（はんざい）やいじめなどのトラブルも起（お）き、問題（もんだい）となっています。

　■無料で対話、スタンプが人気

　ＬＩＮＥは、アプリと呼（よ）ばれるソフトのひとつで、スマートフォンに無料でダウンロードして使（つか）うことができる。お互（たが）いにアプリを持（も）っていれば、スマホの画面（がめん）の掲示板（けいじばん）のような場所（ばしょ）に、メールのようにメッセージを送（おく）り合（あ）うことができる。

　世界最大（せかいさいだい）の交流（こうりゅう）サイト、フェイスブックやネット上（じょう）に短（みじか）い文章（ぶんしょう）を投稿（とうこう）するツイッターと違（ちが）い、メッセージのやりとりは他（ほか）の人（ひと）からは見（み）えない。複数（ふくすう）の友（とも）だちでグループをつくり、同時（どうじ）にやりとりすることもできる。

　若者（わかもの）らの人気（にんき）を集（あつ）めているのが、言葉（ことば）では表（あらわ）しづらい喜怒哀楽（きどあいらく）といった感情（かんじょう）を伝（つた）える「スタンプ」という絵柄（えがら）だ。一部（いちぶ）は有料（ゆうりょう）ながら、表情豊（ひょうじょうゆた）かなキャラクターのスタンプを、メッセージと合（あ）わせて送ることができる。文字（もじ）なしで、スタンプだけで気持（きも）ちを伝えることもできる。企業（きぎょう）も自社（じしゃ）のブランドや商品（しょうひん）のキャラクターなどをあしらったスタンプをつくっている。利用者がそれを使ってやりとりをすれば、宣伝（せんでん）になるからだ。

　このほか、利用者同士（どうし）が無料で通話（つうわ）ができる機能（きのう）もある。ＬＩＮＥが入（はい）っていない携帯電話（けいたいでんわ）や固定電話（こていでんわ）にも、通常（つうじょう）の電話よりも安（やす）くかけることができる。

　サービスを提供（ていきょう）している会社（かいしゃ）「ＬＩＮＥ」は韓国（かんこく）の大手（おおて）ＩＴ企業ネイバーの子会社（こがいしゃ）で、東京（とうきょう）・渋谷（しぶや）に本社（ほんしゃ）がある。メッセージのやりとりは基本無料（きほんむりょう）のため、一部のスタンプやＬＩＮＥと連携（れんけい）しているゲームを有利（ゆうり）に進（すす）めるための道具（どうぐ）などを販売（はんばい）して得（え）られるお金（かね）が主（おも）な収入（しゅうにゅう）だ。

　２０１１年（ねん）６月（がつ）に始（はじ）まったＬＩＮＥのサービスは、近く世界での利用者は５億人に到達（とうたつ）する見込（みこ）み。５億人の大台（おおだい）は、フェイスブックでも６年５カ月（げつ）かかった。ＬＩＮＥはその半分（はんぶん）の３年あまりという速（はや）いペースでの到達になりそうだ。

　約５億人のうち国内（こくない）は５２００万人（まんにん）で全体（ぜんたい）の１割余（わりあま）りで、８５％は日本以外（いがい）だ。インドネシアやタイなどアジアを中心に、１１カ国・地域（ちいき）で利用者が１千万人を超（こ）えた。ＬＩＮＥは利用者をさらに増（ふ）やすため、米国（べいこく）や欧州（おうしゅう）、中国（ちゅうごく）といった人口（じんこう）の多（おお）い地域に力（ちから）を入（い）れていく方針（ほうしん）だ。

　■犯罪やいじめ、悪用も

　ＬＩＮＥの利用者は国内では、若（わか）い世代（せだい）が中心（ちゅうしん）だ。総務省（そうむしょう）の調査（ちょうさ）では、１０代（だい）の７割、２０代の８割、３０代も６割以上（いじょう）が使っている。スマホの普及（ふきゅう）に合（あ）わせ、急速（きゅうそく）に広（ひろ）がっている。

　一方（いっぽう）でサービスが手軽（てがる）に利用できるために、詐欺（さぎ）、ストーカーなどの犯罪や学校（がっこう）でのいじめに悪用（あくよう）される問題が起きている。登録（とうろく）したＩＤやパスワードが利用者に無断（むだん）で使われてしまい、本人（ほんにん）になりすましてサービスが利用される、という被害（ひがい）も相次（あいつ）いでいる。

　ＬＩＮＥはメッセージを読（よ）むと相手（あいて）の画面に「既読（きどく）」と表示（ひょうじ）される。「既読」が表示されているのに、返事（へんじ）のメッセージがないことを「既読スルー」と呼ぶ。メッセージを読んでいるのに返事がないことに腹（はら）を立（た）てて、いじめや犯罪などに発展（はってん）する例（れい）が続（つづ）いている。

　ＬＩＮＥはこうした問題が起きないように、小中学生（しょうちゅうがくせい）をはじめとした子（こ）どもたちに、ＬＩＮＥの安全（あんぜん）な使い方（かた）やネット上での正（ただ）しい知識（ちしき）を伝える取（と）り組（く）みを進（すす）めている。たとえば、知（し）らない人（ひと）に連絡先（れんらくさき）を教（おし）えたり、実際（じっさい）に会（あ）ったりしないようにする。他人（たにん）の悪口（わるぐち）を言（い）ったり、自分（じぶん）や他人の顔写真（かおじゃしん）を簡単（かんたん）に載（の）せたりしない。仲間（なかま）はずれにして強制的（きょうせいてき）にグループから外（はず）さない、といったことだ。

　ただ、それでもトラブルに巻（ま）き込（こ）まれてしまったら、自分一人（ひとり）で悩（なや）まずに、親（おや）や先生（せんせい）、友だちなど信頼（しんらい）できる人に相談（そうだん）することが大切（たいせつ）だ。（篠健一郎）

http://www.asahi.com/articles/DA3S11337437.html
・学校に通うふりした無戸籍少女　児童館員ら支援で短大へ（9月6日）
　日本最大の日雇い労働者の街、大阪・釜ケ崎にある児童館「こどもの里」は、カトリック団体の学童保育を前身に１９８０年開館した。まもなく常連になった女の子は、来館すると決まって国語のドリルを開いていた。特集：誰も知らない子どもたち
　「これ、今日の宿題やねん」。当時、小学３年生のふりをしていた大谷純（４２）だ。ドリルは借り物。下校時間を見計らって児童館に顔を出した。なぜ自分だけ学校に通わないのか、わからなかった。ただ周囲に知られたくなかった。

　釜ケ崎のドヤ（簡易宿泊所）の４畳半と３畳の２室で両親と３人の弟の６人で暮らした。日雇いの手配師の父は、稼ぎをアルコールやパチンコにつぎ込んだ。家計は母がたこ焼き屋やドヤ掃除の手伝いでしのぐ自転車操業だった。

　純が最も頼りにしたのが、児童館の職員の荘保共子（しょうほともこ、６７）だった。時々、母のつかいで荘保に弟たちのミルク代を借りに来た。いつも天真らんまんな子が、このときばかりは表情が硬かった。涙をこらえている。荘保にはわかった。どんなにつらくても人前で泣かない。純の涙を見たのは、今に至るも２回しかない。

　純が本来なら小５の年、荘保は小学校の運動会の応援に向かった。どこを捜しても純の姿が見えない。ドヤに走った。部屋に母子がいた。「学校、行ってなかったんやね」。うつむき涙する母にわけを聞いた。

　配偶者がそれぞれ別にいる純の父と母は同居して４人の子をもうけたが、出生届を出していなかった。無戸籍だから学校にも行けないと、母は誤解していたらしい。戸籍がなくても就学できる。荘保はそんなケースを知っていた。

　「純ちゃん、学校に行きたいんちゃうの？」。荘保の問いに、純の涙は止まらなくなった。純は小５、すぐ下の弟は小３で初登校した。荘保と仲間たちの奔走で、後に戸籍も作った。

　荘保は純を支え続けた。純が小６のとき４人目の弟が生まれた。一家は家賃が払えず、生活保護を受けて６畳一間のアパートに移った。まもなく父が蒸発。高３のときに母も消えた。

　きょうだい５人離散の危機に、荘保は児童館が後ろ盾となって一緒に暮らせるよう区役所にかけ合った。親の借金をめぐって業者と交渉し、利子を放棄させた。

　短大進学も後押しした。純は高校を卒業して大阪の特別養護老人ホームに勤めたが、児童館に出入りする純に「先生になったら」と勧めた。短大で学ぶために仕事をやめたら、生活保護を受けられるのか。純は区役所に相談したが、生活保護法は大学や専門学校に通う人を保護の対象にしない。

　「生活保護のくせに短大に通うの？」。職員のことばに、荘保に２度目の涙を見せた。荘保は仲間にカンパを呼びかけ、２年分の学費２００万円を集めた。

　純は大阪成蹊女子短大（現・大阪成蹊短大）卒業後に結婚。子育てしながら３２歳で堺市の小学校支援学級の介助員になり、翌年教壇に立った。

　「血のつながりがあってもなくても、寄り添い認めてくれ、期待してくれることが力になる」と純。「子どもが抱える現実は行政サービスの枠に収まりきらない。家族の問題に踏み込まないと、子どもは幸せになれない」と荘保。

　純は今、夫と離婚し高３と中３の息子２人と暮らし、雑貨店を手伝う。「１０年後には、どこかの田舎で里親をしてるかな」。荘保と未来の自分の姿を重ね合わせる。＝敬称略（田中章博）

　　　　　◇

　《早稲田大の棚村政行教授（家族法）の話》　戸籍がない子は、すでに死亡しているのに所在不明とされる高齢者と表裏一体の問題だ。前者は生きているのに戸籍がなく、後者は亡くなっているのに戸籍がある。両者は届け出を家族に依存しているがゆえに生じる。

　届け出主義は、家族が所属するメンバーを把握できた時代は機能していた。しかし今は離婚や未婚のひとり親家庭が増え、家族が細く弱くなっている。そのしわ寄せが子どもにきている。１９８０年代に全世帯の約４割を占めた夫婦と子どもの核家族世帯は、２０年後には４分の１に減る。

　家長が身内を管理する明治時代の家制度を前提にした戸籍制度は、もはや通用しない。今は体に合う服を着るのではなく、服に体を合わせている状態だ。

　米国では医療機関や助産師が出生証明を役所に届け、どんな親であっても出生の事実が公に届くシステムになっている。どの家の子も同じ人生のスタートラインに立てるよう、新たな法制度を考えるべきだ。

http://digital.asahi.com/articles/ASG8W6JFZG8WPTFC011.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG8W6JFZG8WPTFC011
・「虐待かも」ためらわず通告　児童相談所、昨年度７万３千件対応（9月9日）
　全国の児童相談所（児相）が昨年度対応した児童虐待の件数は７万３７６５件で、過去最多を更新した。関心が高まる一方、虐待を見かけてもどうしたらいいかわからず、通告をためらう人もいる。虐待を見かけたら、どう対応したらいいのか。

　■見ず知らずの親子でも

　東京都内で働く女性（２７）は３年ほど前、渋谷駅ホームに座り込み、泣き叫ぶ３歳くらいの男の子を見かけた。勤め先から帰宅途中、午後１１時ごろだった。

　母親らしき女性は３メートルほど離れた場所から無言で子どもをにらみつけていたが、電車が到着すると、子どもをホームに置き去りにしたまま車内へ。「てめえ、早く乗れよ」。母親からすごまれ、男の子はドアが閉まる直前、電車に駆けこんだ。

　女性は「危ない」と思ったが、様子を見守った。虐待だったかもしれないと今は思う。「しつけと見分けるのは難しい。たとえ明らかに虐待だったとしても、相手の名前も、どこに相談すればいいかもわからない」

　児童虐待防止法は、虐待を見た人は児相や市区町村へ通告しなければならないと定めている。通告の対象は２００４年の法改正で、「虐待された児童」から「虐待を受けたと思われる児童」へと広がり、虐待かどうか判断に迷う場合も通告を求める。虐待を見て通告しなかった場合や、通告して結果的に虐待でなかった場合も通告者に対する罰則はない。

　０９年には、地域の児相につながる全国共通ダイヤル（０５７０・０６４・０００）がスタート。通告は匿名でもできる。

　東京都児童相談センター（都中央児相）は「可能な限り正確な情報を伝えてほしい」とした上で、通告は親子の名前や住所が不明でも受け付けると説明する。受けた機関は、近隣の児相や自治体に概要を伝えたり、後日同じ時間帯に現場を訪れたりして親子の特定に努める。

　京都府の児相に約３０年間勤め、虐待防止の研修を担う「子どもの虹情報研修センター」の川崎二三彦さん（６３）は「すぐに親子が特定できなくても、後になって重要な判断材料になることがある」と話す。

　児相職員だった約１０年前、「駅で子どもに暴行している親がいる」と通告を受けた。この時は親子を特定できなかったが、１カ月後、この駅の近くに住む家族について別の通告があった。子どもの人数や特徴、暴行の様子などが駅での通告と一致し、継続的な虐待と判断して対応したという。「公共の場で虐待するということは、カッとなると暴力を止められない、しつけと開き直っているなどの理由が考えられ、継続的な虐待が疑われる。通告をためらわないでほしい」と話す。

　親が子どもに激しく暴行しているなど、緊急性が高い場合は１１０番でも通報を受けている。警視庁少年育成課によると、通報を受けたら警察官が現場に駆けつけ、目撃情報を集めたり、防犯カメラを調べたりして事実確認をする。子どもにけがを負わせるなど、深刻なケースでは刑事事件として親を立件することも。刑事事件にならなくても、虐待が疑われる場合は児相に引き継ぐという。

　■「告げ口ではなく、ＳＯＳを代弁」　児相、親の支援を重視

　兵庫県が昨年、約４千人に実施した意識調査では、虐待を見た人の約４５％が「何もしなかった」と回答、通告をためらう人が多い実態が明らかになった。

　通告時に不安に思うことを尋ねると（複数回答）、「すぐに対応してもらえるのか」「親が腹を立てて虐待がいっそう激しくなるのではないか」がそれぞれ５０％を超えたほか、「親が事情聴取されたり、子どもが施設入所になったりするなど事態が大きくなるのでは」という人が約２４％いた。児相の対応が不安の一因だとうかがえた。

　児相関係者からは「児相は親子を引き離す、というイメージが強すぎる」と懸念する声も上がる。１２年度、児相が子どもを施設に入所させたケースは約４５００件で、同年度に対応した虐待６万６７０１件の約７％。多くの親は、子どもと暮らしながら指導を受ける。

　虐待の背景には親の育児不安やストレスがあるとして、児相は親支援にも力を入れる。厚労省研究班の１２年度調査によると、児相の半数以上が親支援のプログラムを導入。怒鳴らない子育てを伝える米国発祥の「コモンセンス・ペアレンティング（ＣＳＰ）」が最多で、４４％が採用する。千葉県中央児相は０４年からＣＳＰを導入、虐待をした親に、効果的な叱り方などのノウハウを教える。

　埼玉県や大阪府、京都府などの児相は、民間団体「ＭＹ　ＴＲＥＥ　ペアレンツ・プログラム」が開発した支援法を導入し、少人数のグループワークを開く。親同士で悩みを語り合いながら、感情のコントロールの仕方などを学ぶ。

　同団体の中川和子事務局長（５２）によると、虐待をする親は、孤立や貧困など様々な理由でストレスをため込み、怒りや悲しみのはけ口として子どもに手をあげてしまうケースが多い。プログラム受講者の中には「通告で虐待を止めてもらえてほっとした」と話す親もいるという。周囲の温かい言葉が救いになることも。「地域でつらそうな親を見かけたら、まずは『子育てって大変だよね』と声をかけてあげてほしい。親と関わるのが難しい場合には、告げ口ではなく、親のＳＯＳを代弁する気持ちで通告を」と話す。（伊藤舞虹、田中陽子）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11340615.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11340615
・福島）放射能、生徒の本音は　ＮＧＯがワークショップ（9月9日）
　東京電力福島第一原発事故で降り注いだ放射能について福島の子どもたちに伝えようと、国際ＮＧＯと県内の中学校が連携してワークショップを開いている。意見が分かれる題材をあえて選び、話し合う。本人も気づかなかった本音を見つける機会になっている。

　ＮＧＯは「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」（ＳＣＪ）。いわき市立勿来第二中学校では６～７月の３日間、３年生対象のワークショップがあった。

　授業では毎回５人程度の班で話し合い、意見をカードに書く。「原発がまた爆発したら」「いつガンになるか」「外で遊ぶのと家にこもっているのはどっちが危ないか」。初日のカードには、生徒たちの率直な不安や疑問が並んだ。

　２日目は内部被曝（ひばく）を取り上げた。題材は「給食　ぼくだけお弁当」という２０１１年の新聞記事。給食の安全性を心配する母親が子どもに弁当を持たせたところ、友達にはやし立てられた――という内容だ。

　「学校は産地や線量を知らせなかったのか」「はやし立てる友達も悪い」「一人一人の価値観が違う」。話し合い、カードに書き込む生徒たちに、講師を務めるＮＰＯ法人市民科学研究室（東京都）代表の上田昌文さんは「一つの答えがあるわけじゃない。いろいろ考えなきゃならないとわかるね」と呼びかけた。

　最終日は鼻血の描写や「福島はもう住めない」というセリフが問題になった漫画「美味しんぼ」をめぐり話し合った。

　ワークショップの意義を、上田さんは「時間をかけて丁寧に話し合えるかが鍵だ」と話す。「（子どもたちが何を考えているか）引き出さないとわからないし、親でも気づかない」

　ＳＣＪは昨秋から福島市といわき市の３中学でワークショップを開いた。当初は「やっと落ち着いてきたのに、寝た子を起こすことにならないか」と心配した教諭たちも、生徒たちが書いたカードを読んで協力的になったという。

　放射能について学ぶことは、自分を取り巻く地域や社会的な問題についても考えることになる。ＳＣＪ福島事務所の五十嵐和代さんは「知ったうえで、先を考える力、判断する力を育てたい。それには大人の支えも必要です」と話す。

■生徒にアンケート　「学び大切」一方「話したくない」も

　ワークショップ後にＳＣＪは生徒にアンケートをした。「放射能について学ぶことは大切だと思うか」という質問には、８２％が「思う」と回答。「同じことが起こらないとは限らないから」「これからの人生に関わってくるものだと思うから」という理由が並んだ。

　一方、「家族や友だちと放射能のことをもっと自由に話したいと思うか」という質問への答えは「思う」３４％、「思わない」４１％、「わからない」２５％と割れた。

　「思わない」理由は、「思い出したくない」「話しても何も変わらない」「親が原発で働いていて話題にしづらい」など。「わからない」では「どう話していいかわからない」「周りがあまり関心がないから」という回答があった。（清野有希子）

http://digital.asahi.com/articles/ASG8Y6F3TG8YUGTB01D.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG8Y6F3TG8YUGTB01D
・鹿児島）ＬＧＢＴに「理解と配慮を」　当事者らが講演（9月9日）
　ＬＧＢＴといわれる性的少数者をどう支えたらいいかを考えるシンポジウム（県助産師会主催）が７日、鹿児島市内であった。ＬＧＢＴを知ってもらおうと取り組む当事者らが、社会的な理解を広げることや、さりげない気配りの大切さを訴えた。

　シンポジウムでは、ＬＧＢＴの当事者や関心を持つ人らでつくるＮＰＯ法人「ＲｅＢｉｔ（リビット）」（東京）のメンバーがマイクを握った。

　代表理事の薬師実芳さん（２５）は、男女別のトイレや着替えなど、学校生活でＬＧＢＴの子どもたちが感じるストレスについて語った。心と体の性が一致しない性同一性障害と診断されている薬師さん。「どの学校にもＬＧＢＴの子はいる。授業やホームルームなどでさりげなく話題にすることで、（当事者が）相談しやすい存在になってほしい」と語り、教育現場での気配りを訴えた。

　大学医学部４年生のメンバー（２１）は「ＬＧＢＴの当事者はがんや生活習慣病になりやすい」とする米国の統計を紹介した。要因に挙げたのは、病院での治療や検診から足が遠のきがちなこと。待合室で本名を呼ばれたり、性別を尋ねられたりすることが心理的負担になっていると指摘した。

　「『行きづらい』が『生きづらい』になっている。ＬＧＢＴの声を聞き、医療環境を見直してほしい」と訴え、名前の呼び方をあらかじめ確認したり、問診票の性別欄を選択式から記入式にしたりすることを提案した。

　リビットは早稲田大学の学生サークルを母体に発足。全国での講演のほか、ＬＧＢＴの成人式を企画したり、教職員向けのパンフレットを作成したり、といった活動をしている。

　シンポジウムを主催した県助産師会の下敷領須美子・代表理事は「当事者の声を聞く貴重な機会となった。多様性を認め合う社会を実現するために、ＬＧＢＴに関する正しい情報を知ってもらう活動を今後も続けたい」と話した。（鎌田悠）

　　　　　◇

　〈ＬＧＢＴ〉　レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（性同一性障害者など心と体の性が一致しない人）の頭文字をとった性的少数者を表す言葉。電通総研が２０１２年に実施したインターネット調査では、２０～５９歳の約７万人のうち５・２％がＬＧＢＴだった。

http://digital.asahi.com/articles/ASG9771TXG97TLTB33Y.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG9771TXG97TLTB33Y
・「見えない子どもたち」の問題、天童荒太さんに聞く（9月11日）
　出生後、親が戸籍を作らず、学校に通わせてもらえず、社会の枠外に置かれた“見えない子どもたち”がいる。子どもの権利が保障されているはずの先進国日本で、なぜそんな境遇に置かれるのか。私たちはどうすればいいのか。家族や親子関係を通して現代社会に向き合ってきた作家の天童荒太さんに聞いた。

　――現代の日本で、政府からも自治体からも存在を認知されていない子どもたちがいることは驚きです。

　「私もこうした子どもの存在をほとんど知りませんでした。国や社会による救済は進まず、成人して就職、結婚、出産など、様々な面で苦しんでいるに違いありません。なぜ彼らの存在が表面化しないのか。まず親に後ろめたさがあり、積極的に知ってもらおうとしない。子ども自身はどうしていいかわからない。そして政治も、当事者意識が乏しく、選挙の争点にもならないから動きが鈍い。それらが重なり合って、問題が顕在化しないのでしょう」

　「行政の現場で、感づいている人もいないわけではないでしょう。実際に事件などで表面化しているケースもあります。にもかかわらず対応が遅れているのは、かなり情緒的な、人間くさい理由が立ちはだかっていると感じます」

　――人間くさい理由とは。

　「彼らの救済には新規立法や法改正が必要でしょう。しかし法律は条文こそ冷たくて理知的だが、実は怒りや悲しみなど、立法者の感情や欲求が原動力になっています。無戸籍・不就学児の問題は、立法を担う人たちの精神的共感性を阻むものがあるのです。親のＤＶ（家庭内暴力）や離婚が原因の場合は、男女の好いた好かれたの性愛の問題が根っこにあるという受け止め。親の経済力のなさや無知が原因なら、もっとしっかりしろという親の責任論。不利益を被る子どものことを忘れてしまって、感情的に深く共感できないことが、法整備に踏み出せないハードルになっているのだと思います」

　――子どもの問題は親の自己責任なのでしょうか。

　「誰しも他人の身になって考えるのはすごく苦手で、基本、自分を基準にして考えます。とりわけ、頑張って勉強して働いて、キャリアを築いてきた人にとっては、頑張らない人は怠け者に映る。でも、頑張りたくても頑張れない人がいるんです。生命体はすべて同じ形に作られているわけじゃない。どうしても生まれてくる時に差異が生じる。みなが完全ではないし、同じ条件下で成長していくわけじゃない。それを認めないといけない。頑張れる性格とか集中力は、自分でつかんだと思われていますが、実はそれはとても恵まれたギフトなんだという認識がない。結果として頑張れなかった人を責めてしまう」

　「出生届一つ出すのにも『なんとなくできなくて』という人がいるんです。『なんで？』と思うでしょうが、怠けているんじゃありません。できないんです。親自身が子ども時代にネグレクト（育児放棄）や貧困にさらされる状況があったのかもしれない。引っ込み思案になったり世間が怖くなったりして、自分の権利をしっかり主張したり、子どもの権利を得ようとしたりすることができない人たちが確実にいます。その人たちを責めても仕方がないんです」

　――親の自己責任でなければ、どうとらえればいいのでしょうか。

　「国や社会の原則に戻ることです。子は国の宝であり、人は社会の礎であるということについて、政治家や立法にかかわる皆さんは『その通り』と答えるでしょう。でも実際に国の宝として子どもたちを育む態勢がとれているか。親任せにしていないか。子どもたちをみんなで大切にすべきものという共通原則を持てていない、あるいは失っているんです。子どもたちが不利益を被っているのをただ黙認しているような姿勢は、あえて厳しい言葉を使えば、国や社会が子どもをネグレクトしているに等しいと言えるのではないですか。親をみるのではなくて、みんなの子だという感覚で、しっかり法律で保護すべきだという意識の転換がとても大切です」

　「無戸籍・不就学の子どもたちは、これからもっと増えます。これは児童虐待にも通じる問題です。虐待が増えているのは、虐待を減らす政策をとってないからです。児童虐待防止法ができて、児童相談所の人員を増やし、警察・病院・学校の連携を心がけるようにしていますが、それは虐待を減らそうとしているのではなくて、虐待が起きた後の対処なんです。たとえるなら、上流のダムが壊れて水があふれてきている時に、下流で土囊（どのう）を懸命に積もうとしているようなものです。土囊の積み方が多少悪かったり、積む人が足りず現場が疲弊したりした時に悲劇が起きる。社会やマスコミは下流での対応が悪いと非難するが、問題の根本は上流のダムの決壊を放置していることなんです」

　――社会の何が決壊しているのでしょうか。

　「日本など先進国は経済を優先する形で、共助・共生社会から競争・格差肯定社会へとかじをきってきました。学校時代から能力によって分けられ、格差を付けられる。それによって人々は孤立化し、閉じ込められる。子どもたちは思春期のころから、生存できるかどうか、自己肯定できるかどうかの瀬戸際に追い詰められる。でも、誰もが競争に勝てるわけではない。自己肯定感を奪われる子どもたちがこれからますます増える社会を、政府および経済界は選択したのです。国民の半数以上もそれを是認するか、無関心の中で受け入れてきている。その前提を、私たちは改めて意識した方がいい」

　「このままだと、この国は早晩、滅びの道に入っていく気がしてなりません。共助と共生を忘れた社会、自分の能力や存在を肯定できない人間を大勢生み出している社会に、どんな希望があるのか、むしろ教えてほしいくらいです。自分たちを受け入れようとしない社会に、だったら戸籍もあえて入れない、年金も税金も払わない、という人が増えても不思議ではないでしょう」

　――修復するにはどうすればいいのでしょうか。

　「私なりの二つの矛盾した結論を言います。一つは、各地域で小さな共助・共生社会をつくっていくこと。無戸籍だけでなく、虐待、貧困、介護、孤独死など、あらゆる問題の一つの解として、小回りのきくネットワークが必要になってくるでしょう。競争社会が人を孤立・分断化させていく方向にあるなかで、人々を結びつけていく社会を狭い範囲でつくっていく。隣近所や仲間同士で自分たちを肯定して、能力や経済力以外にも様々なあり方を認めたり受け入れたりするグループをつくる。互いにおせっかいをやけるグループをつくっていくのです」

　「もう一つは、そんな人の思いやりや優しさを諦めることです。今まで人は、個人のおせっかいと優しさに頼ってきた。逆説的だが、それが本当に助けを求めている人たちに手を差しのべることを遅らせ、鈍らせている。たまたま役所にいい人がいた、たまたま付き添ってくれる弁護士がいた。そんな人が全市町村に一人ずつでもいるなら別ですが、そういう人は特別です。日本中どこでも救いの手を伸ばせるようにするには、法律で人々のおせっかいや優しさを担保しなければ無理です。たとえば役所に戸籍の相談に来る人がいたら、問題解決まで一緒に動く。おせっかいに法的根拠を与え、予算をつけるのです。法律が迎えにきてくれないと救われない人が多い。役所の現場でも、おせっかいをやきたいけどやける根拠がなくて困っている人が多いのではないですか」

　――法律を作らなければおせっかいは期待できないのですか。

　「児童虐待防止法も当初は必要ないと思われていたはずなんです。虐待を疑われる子を見つけたら通報して、救うなんてことは当たり前だと思われていた。でも現実はそうではなかった。通報を義務にしないと、人はおせっかいや優しさを発揮できなかった。義務とした今でさえ、通報をためらって手遅れになるケースが次々と生まれています」

　「競争・格差肯定社会ですから、自分たちだけ能力を持てば幸せを維持できると思われています。だから問題が起きた時、他人が入ってくることを面倒くさがり、自分たちだけでなんとかしようとする。人が入ってくる経験がないから、助けを求めることを想像できず、回復不能なまでに悪化させてしまう。社会、家族がどんどん閉じてきているんです。社会も家族も外へ開いていかないと、生きづらくなるばかりです。虐待が明らかになった時、なんで『助けて』って言わなかったのかと言われますが、社会が閉じてきているから、言えなくなっているんです」

　「いまは短期的に見て、損をすることを嫌がる社会ですが、みんなで負担を分かち合った方が社会は長く持つのです。自分以外で困っている人がいても無関心のまま放っておけば、社会の出費がかえって増えて、いずれ自分の不利益になることに早く気づかないといけません」（聞き手・中塚久美子）

http://digital.asahi.com/articles/ASG8071VTG80PTFC00F.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG8071VTG80PTFC00F
・「病弱教育」学生ら学ぶ（9月12日）
　病気やけがで入院中の子どもや、心身の不調から教室で授業を受けられない子どもたちに教育の機会をいかに保障するか。そのための「病弱教育」のあり方を、東京福祉大学伊勢崎キャンパスで学ぶ学生たちが考える機会を持った。病弱教育を受けた同世代に話を聞き、理想の支援や学級づくりについて語り合った。

　３日、東京福祉大学社会福祉学部の松浦俊弥准教授が教える「病弱教育」の特別授業があった。

　講師は千葉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%90%E5%80%89%E5%B8%82.html" \o "佐倉市のトピックスを開く" 佐倉市在住で私立植草学園大学（千葉市）４年の小柳翔太郎さん（２２）。病弱教育を受けた経験をもとに、３３人の学生に問いかけた。「自分もつらいし、周りにも負担をかける。病気と生きるってどういうことなんだろう」

　中学２年の時、陸上競技の走り幅跳びで腰と首をひねり、脳脊髄（せき・ずい）液減少症を発症した。腰の痛みが全身に広がって感覚を失ったが、「単なる腰痛」「精神的なもの」などと診断された。「教室にベッドを」と中学に訴えても理解されず、床に寝て授業を受けた。

　光が見えたのは、病弱教育が専門の千葉県立四街道

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%AD%A6%E6%A0%A1.html" \o "特別支援学校のトピックスを開く" 特別支援学校高等部に進学後だった。病状に合う教材を用意し、休憩も増やしてくれた。その経験から「特別支援学校の先生になろう」と決意し、大学に進んだ。治療も効果が出て、昨年から各地で病弱教育の必要性を訴えている。

　特別支援学校時代の恩師が松浦准教授だった。「ここまで回復できたのは彼の努力と周囲の支援、病弱教育の成果です」と話す。

　出席した社会福祉学部３年の漆迫旺子（あき・こ）さんは「感情移入して泣きそうになった。たくさん学んで子どもたちを支えたい」。教育学部３年の菱拓夢（たく・む）さんは「『子どもに寄り添って』と簡単に言うけれど、いかに寄り添うか考えさせられた。友達として自然に声をかけられる学級づくりが大事ですね」と話した。

　県内で病弱教育を担うのは県立赤城養護学校（前橋市上小出町１丁目）だ。本校は群馬大学医学部付属病院に隣接し、県内８病院に分校や分教室がある。教員約８０人が入院中の小中高生らに授業をしている。

　萩原泰広校長によると、毎年延べ２００人前後が授業を受け、９月１日現在４３人が在籍する。かつては腎疾患などで長期入院する子どもが多かったが、医療の進歩で入院期間が短くなり、入退院で転入出を繰り返す例が増えたという。

　「病弱教育の必要性は、各地の小中高校に広がりつつある」と萩原校長。退院後に元の学校に戻った後も通院しながら病気と闘う子どもたちは多い。医療・精神面での配慮が必要で、現場の教師が戸惑う例が増えてきたという。

　同校は今年度、外部の教員と協力して病弱教育を充実させる「Ｎｅｏ　Ａｋａｇｉ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（ＮＡＰ）」を立ち上げ、研究会や悩みなどを語り合う「Ｅｄｕ　Ｃａｆｅ（エデュカフェ）」を展開している。萩原校長は「病弱教育の専門性を地域に広め、根づかせたい」と話す。（馬場由美子）

http://www.asahi.com/articles/CMTW1409121000002.html
・（震災遺児：３）悲しみ、言葉に出して（９月１５日）
　陸前高田レインボーハウスで遺児を支える板垣恵美（２４）は東日本大震災の翌年、あしなが育英会の職員になった。

　遺児らは昨夏ごろから、亡くなった家族のことを少しずつ話してくれるようになった。いまエネルギーが高まり、体を動かす遊びが増えたように感じる。「ストレスがたまっているのかも知れない」と気遣う。

　板垣の転機となったのは、米国ポートランドにあるダギー・センターで昨夏に受けた研修だ。

　センターは１９８２年に開設された遺児のケア施設。同じ境遇の仲間（ピア）と気持ちを共有し、支え合うピア・サポートに力を入れる。遺児の感情表現を手助けするファシリテーターも養成しており、所長のドナ・シャーマンらが研修会を毎年開いている。

　子どもの言ったことを、その子の言葉を使って反復するリフレクション。そして言葉を言い換えて掘り下げた質問をして、必要としていることをくみ取る。

　板垣は英語が得意でないが、聞き取れた単語を口にして、その子と同じ身ぶり手ぶりを返すと表情が和んだ。

　「リフレクションが大切なのは日本でも学んだけれど、頭でしかわかっていなかった」。帰国後、板垣の気持ちの変化が伝わったのか、遺児たちに初めて愛称で呼ばれた。

　「小さなことでもリフレクションして、子どもが必要としていることに気づきたい」と思う。

　所長のドナは東日本大震災後に３度来日し、陸前高田にも足を運んだ。「日常に戻ったかのように見えても、喪失のショックは長期的に続く。亡くなった人のことを人生の節目に思い出すことになる。故人のことを語らせてあげてほしい」

　阪神大震災をきっかけに育英会はセンターと提携し、ピア・サポートである震災遺児のつどいを始めた。長男夫婦を亡くした吉田好子（８５）は、つどいに参加してきた孫娘の姿を覚えている。

　遺児となった孫娘２人のうち、小学６年だった長女を育てた。表情はなく、壁に向かって座り、「死にたい」と繰り返した。作文には「死んでパパとママの所に行きたい」とつづり、風邪でも薬を飲まず、食事もとろうとしなかった。

　高校１年の夏休み、つどいに参加し、帰宅した孫娘は「自分だけがつらいんじゃないんだ」と話した。そこには真剣に話を聴いてくれる仲間がいた。

　短大に進み、仕事は亡き母と同じ保育士を選んだ。孫娘はいま３１歳、２児の母親になった。（敬称略）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11351892.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11351892
・（震災遺児：４）学びの場は奪わせない（9月17日）
　中学３年の板倉凱士（がいし）（１５）と小学５年の颯士（そうし）（１１）の兄弟は、東日本大震災で宮城県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E7%9F%B3%E5%B7%BB%E5%B8%82.html" \o "石巻市のトピックスを開く" 石巻市の自宅が津波に襲われ、仕事に出掛けていた母を亡くした。

　母はあの日、凱士の携帯に「生きててよ」とメールを送ってきた。屋上に逃げる同僚の呼びかけを断って母は子らのもとに向かった。凱士はそのメールを今も大切に保存している。

　父親の芳徳（４５）も被災して仕事がなく、同居する両親の年金に頼る暮らしが続いた。「息子たちの選択肢を狭めたくない」と支援情報を探し、塾に使えるクーポンを申し込んだ。

　クーポンは、兵庫県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%A5%BF%E5%AE%AE%E5%B8%82.html" \o "西宮市のトピックスを開く" 西宮市にある社団法人チャンス・フォー・チルドレン（ＣＦＣ）が提供している。

　事業の原点にあるのは、ＣＦＣの母体であるＮＰＯ法人の理事長能島（のじま）裕介（３８）が関西学院大１年の時に起きた阪神大震災だ。

　街はきれいになっても、産業の復興は遅れた。雇用が確保されないと、被災者は生活を立て直せない。被災地の教育産業も支える仕組みを考えた。

　年間３０万～１５万円分のクーポンを受け取った子は、ＣＦＣと提携する塾やピアノ教室などを選べる。提携先には個人や企業からの寄付をもとに料金を支払う。

　被災地では新たな学習支援の活動も生まれている。

　大橋雄介（３４）は大震災をきっかけに、ＮＰＯ法人アスイクを立ち上げた。みやぎ生協のフードバンク、社団法人パーソナルサポートセンターと連携、仙台を拠点に困窮家庭を支える。

　震災直後、学校に行けない子がいると知り、避難所で勉強会を始めた。活動は２０１３年度から仙台市の学習サポート事業に選ばれ、生活保護家庭などの中学生を対象に無料の教室を８カ所に設けている。

　大学生のボランティアが教室を支えるが、この夏、高校２年の浅野温基（あつき）（１７）が加わった。大震災で自宅が全壊し、震災直後の勉強会で親身になってくれた大学生の姿を思い出して、支える側に回った。

　「きょうは学校でどんなことがあった？」。机を挟んで向かい合う中学生に、優しく語りかける。

　そんな浅野を慕って、間遠になっていた中学生が足しげく教室に通ってくるようになった。（敬称略）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11353561.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11353561
・交流サイトで被害、保護の少女ら増加　上半期、過去最悪　警察庁まとめ（9月18日）
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「コミュニティーサイト」が原因になった少女らの被害の推移
　面識のない人と交流できるインターネットの「コミュニティーサイト」を使って性犯罪などの事件に巻き込まれ、警察に保護された少年少女が今年上半期（１～６月）、６９８人だったことが１８日、警察庁のまとめでわかった。昨年同期より１００人多く、半期では過去最悪だ。とりわけ、「ＬＩＮＥ」など無料通話アプリを利用した被害が急増している。

　コミュニティーサイトは友人を探す交流サイトの総称。例えば、「フェイスブック」などのソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）や「グリー」などのゲームサイト、「２ちゃんねる」などの掲示板がある。１８歳未満の利用や性行為を誘う書き込みを禁じた「出会い系サイト」と違い、法律の規制がない。

　警察庁によると、コミュニティーサイトを使って被害に遭った１８歳未満の６９８人のうち、ＬＩＮＥや「カカオトーク」「スカイプ」といった無料通話アプリで、電話番号に相当するＩＤの交換掲示板を利用していたのが２６２人（３７・５％）。昨年同期（１１７人）の２倍に及んだ。一昨年上半期までは被害がなく、アプリの普及と共に増えているという。（八木拓郎）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11356865.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11356865
・虐待で死亡の子ども９０人　１２年度、厚労省調査（9月19日）
　２０１２年度に虐待で亡くなった１８歳未満の子どもが９０人いたことが、厚生労働省が１９日に公表した虐待による死亡事例の検証結果で分かった。無理心中（３９人）をのぞく５１人のうちでは、０歳児が２２人と４割を占めていた。

　死亡数は１１年度より９人減った。ただし検証に関わった児童虐待の研究機関「子どもの虹情報研修センター」の川崎二三彦さんは「ここ数年も増減を繰り返しており、必ずしも減少傾向とは言えず、大きな問題としてとらえていくべきだ」と話す。

　検証調査は、１２年度に発生または発覚した虐待による死亡事例について、自治体への聞き取り結果をまとめたものだ。無理心中をのぞく５１人のうち、受けた虐待は身体的虐待が６２・７％で一番多かった。ネグレクト（育児放棄）が２７・５％と続いた。主な加害者は「実母」が７４・５％で最も多く、「実父」と「実父と実母」がそれぞれ５・９％だった。

　死亡した０歳児２２人のうち、生後２４時間以内に亡くなったのは５０％。加害者は全て実母だった。母親が妊娠期に抱えていた問題（複数回答）として「母子健康手帳の未発行」と「妊婦健診の未受診」がそれぞれ９割、「望まない妊娠」も３割強あった。

　結果を分析した厚労省の検証委員会は、虐待死を減らすためには、妊娠期からの支援と相談窓口の周知、所在不明の児童に対するフォロー体制の整備などが必要と提言した。

　検証結果は例年、児童虐待の相談件数と同時に公表されるが、深刻な虐待死事件が相次いで発覚したことから、検証のために発表が遅れていた。（畑山敦子）

http://digital.asahi.com/articles/ASG9L7H8CG9LUTFL00Y.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG9L7H8CG9LUTFL00Y
・児童虐待、世界はどう防ぐ　日本で初、専門家の世界会議　親の体罰、禁じる国も（9月24日）
　児童虐待防止の専門家らが集まる「子ども虐待防止世界会議」が１４～１７日、名古屋市であった。世界会議は２年に１度開かれ、今回で２０回目。日本では初開催だ。約７０カ国・地域の医師や研究者ら約２５００人が参加した。

　世界では体罰も虐待として捉えられており、「体罰の根絶を目指して」というテーマでシンポジウムも開かれた。国際ＮＧＯ「セーブ・ザ・チルドレン」スウェーデンのエリザベス・ダーリン事務局長が報告した。

　同国では学校での体罰が１９５８年に禁止された。家庭での体罰については宗教的な観点から「親には子どもをたたく権利がある」との意見もあったが、親の体罰を禁止する「親子法」改正案が、７９年、可決された。

　ダーリンさんは「法律を作るのは重要だが、きっかけにすぎない。その後に行ったことが大切だった」と強調。「一番大事なことは、子どもが自分たちはたたかれてはいけない、たたいてもいけない、ということを自覚しながら育つこと」と話した。

　政府主導で産婦人科や子ども診療所で親を支援し、牛乳パックに「子どもをたたかずにどう育てるか」と印刷するなど、家庭を社会で支える仕組みを作ったという。政府の調査では、親にたたかれた経験のある子どもは、７０年代には半数ほどいたが、２０１１年には数％に減った。

　英国人の専門家は「日本も英国も、国連の子どもの権利委員会から体罰について３度勧告を受けた。両国とも、もっと人権に関する問題に光を当てるべきだ」と訴えた。

　小児科医として虐待問題に長年取り組むシドニー大のキム・オーツ名誉教授は講演で、「見逃さないこと、決めつけないこと、事実で裏付けること」の三つにバランス良く取り組むことが大切だと述べた。

　深刻な虐待が起きた時は、個人の失敗だけではなく、対応手順の問題など組織の課題が必ずあると指摘。システム全体を改善することが必要だと話した。

　性的な虐待やネグレクトなど、虐待の種類によって脳の違う部位に影響するという研究や、染色体にある寿命に関連する部分と虐待との関係を調べた英国の調査なども紹介。他機関との連携を呼びかけた。

　■「支援の手、親にも必要」

　共同大会長を務めた小児科医の小林美智子・日本子ども虐待防止学会理事長に話を聞いた。

　２０００年に児童虐待防止法ができた。「虐待かも」と通告され、児童相談所が子どもを保護したほうがいいと判断すると、親子は離される。

　ただ、親が心を閉ざし、育児の相談をしにくくなっている。親が社会的孤立に追い込まれると、虐待が起きやすくなる。

　子どもの側も、たとえ虐待をするような親でも親を求めている。さらに、自分の親が社会から認められていないと感じると、子どもも自尊感情を持ちきれない。

　だから、親を支援する必要がある。虐待されて育った親は虐待をしてしまう世代間連鎖の問題もあり、親も虐待の被害を受けて育った可能性がある。虐待行為そのものは許されないが、なぜ親がそうするのかを理解すべきだ。

　すべての人ができることがある。それは学校や近所など、身近にいる人がその子を大事にし、困っていたら支援すること。そうやって育った子は大人になった時に我が子に優しくできる。

　かつて「日本には虐待は無い」と思われており、虐待防止への取り組みは欧米に比べて遅れて始まった。その日本で世界会議が開かれた意義は大きい。各国の取り組み例から得たヒントを今後実現していきたい。

　（山本奈朱香、山田佳奈）

　■体罰容認派の意見に対する反論

　◇「体罰は実際の傷を負わせない」

　→あらゆる地域の調査研究を通じて、体罰は子どもを身体的にも心理的にも傷つけると子どもたちは話している

　◇「親は自分を殴ったが、何の害もなかった。むしろ殴られたからこそ現在の自分がいる」

　→親から身体的な罰を受けなかったらどのように育ったかは誰にもわからない。女性への暴力が認められなくなったのと同様、社会は進歩する

　◇「愛情のこもった平手打ちもある。すべての体罰を禁止するのはやりすぎだ」

　→愛情のこもった平手打ちも子どもの尊厳を損なう。社会において暴力と愛情が共存しうるというメッセージは、子どもの発達にも影響を及ぼす

　（セーブ・ザ・チルドレン「子どもに対する体罰を終わらせるための手引き」から）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11366293.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11366293
・子ども連れ去り、昨年９４件　狙われる下校時間帯（9月25日）
児童の安全を守る各地での取り組み例
　子どもの連れ去りや誘拐の半数近くが下校時間帯に起きていることが２４日、警察庁のまとめでわかった。男女別では女児が６５％を占め、多くが道路上で事件に巻き込まれていた。同庁幹部は「町内会や学校が意識を高め、事件を起こしづらい地域を作ることが一番の防止策だ」と呼びかける。
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　神戸市の事件を受け、昨年１年間に１３歳未満が被害にあった略取・誘拐事件９４件を分析した。

　まとめによると、発生時間がはっきりした６２件のうち、４７％に当たる２９件が午後２～６時に起きていた。習い事や塾に出かけたり帰宅したりする午後６～８時も７件あった。発生場所別で最多は道路上の２８件で、共同住宅の２５件が続いた。

　男女別では女児が６１人、男児が３３人。年齢は０～５歳が３２人、６～１２歳が６２人だった。６～１２歳の女児が４７人で、被害者の半数を占めた。昨年１年間に摘発した７５件のうち、３１件は容疑者が被害児童と面識がなく、別居中の子を連れ去るなど「親族」も３０件、「知人、友人」も５件あった。

　この１０年間をみると、１３歳未満が被害にあう略取・誘拐事件は１４１件を記録した２００４年以降減少。０８年に６３件まで減ったが、ここ数年は９０件前後で推移している。警察庁は被害防止策として、防犯カメラ、街路灯の設置▽不自然な時間に外出している子どもへの声かけ▽登下校時のボランティアのパトロール――などをあげる。（八木拓郎）

■見守り隊や安全マップ、各地で対策

　子どもたちが狙われる事件は、どうしたら防げるのだろうか。国も地域も対策に力を入れるが食い止めきれず、模索が続く。

　文部科学省によると、子どもに防犯ブザーを配布・貸与する小学校は、２０１１年度時点ですでに全国の８２％に達している。保護者らの付き添いなど登下校時に安全対策を講じる小学校や幼稚園も９６％に及ぶ。

　今回の事件があった神戸市では、１９９７年に起きた同市須磨区の連続児童殺傷事件などを受けて、子どもたちを見守る活動が本格化。登下校を見守る地域住民の「子ども見守り活動隊」は全１６９小学校に配置され、隊の登録者は約３万８千人（１３年度）に達し、同市教委の担当者は「地域の関わりは年々厚みが出ている」と話す。それでも悲劇を防げなかったことに、須磨区の北須磨団地自治会の西内勝太郎会長（７４）は「子どもを守るため、学校・地域・保護者ができる限りのことをやり続けるしかない」と話す。

　大阪府

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E7%AE%95%E9%9D%A2%E5%B8%82.html" \o "箕面市のトピックスを開く" 箕面市は今年、１４すべての小学校区の主要通学路に計７５０台の防犯カメラを設置する方針を打ち出し、約１億５千万円の関連予算案を市議会に提案した。７０メートルほどの間隔で設置し、通学路の死角をほぼなくしたいという。市の担当者は「大きな経費だが思い切った。犯罪の抑止効果も狙っている」とする。

　ただ、課題も浮上している。０４年に小学１年の女児が下校中に誘拐、殺害された奈良市では、地域ボランティアらが見守り活動や夜間巡回にあたる。防犯ブザーは小学１年生全員を対象に配布しているが、事件の風化もあり最近は携行しない子もいるという。市教委の関係者は「危機意識をいかに保つか。安全教育の継続と徹底が大切だ」と話す。

　０５年に小学１年の女児が殺害された栃木県今市市（現・日光市）の小学校では、事件翌年から毎年、全校児童が「安全マップ」を作る。登下校を見守る自主防犯組織も結成された。隊長の長谷川光明さん（４３）は「常に子どもを見守る意識が定着してきた」とする一方、「子どもの自由を制限しすぎないことも大切で、バランスが難しい」と話す。０５年に小学１年の女児が殺害された広島市は、「月命日」の毎月２２日を「子ども安全の日」と定める。見守り活動の登録者は昨年１０月時点で約９万４千人。だが、市教委の担当者は「高齢化が進むなど課題も抱える」と話す。

http://digital.asahi.com/articles/ASG9S6CTJG9SUTIL03P.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG9S6CTJG9SUTIL03P
・子ども守る、手探り　連れ去り、下校時４７％（9月25日）
　子どもの連れ去りや誘拐の半数近くが下校時間帯に起きていることが２４日、警察庁のまとめでわかった。男女別では女児が６５％を占め、多くが道路上で事件に巻き込まれていた。同庁幹部は「町内会や学校が意識を高め、事件を起こしづらい地域を作ることが一番の防止策だ」と呼びかける。

　神戸市の事件を受け、昨年１年間に１３歳未満が被害にあった略取・誘拐事件９４件を分析した。

　まとめによると、発生時間がはっきりした６２件のうち、４７％に当たる２９件が午後２～６時に起きていた。習い事や塾に出かけたり帰宅したりする午後６～８時も７件あった。発生場所別で最多は道路上の２８件で、共同住宅の２５件が続いた。

　男女別では女児が６１人、男児が３３人。年齢は０～５歳が３２人、６～１２歳が６２人だった。６～１２歳の女児が４７人で、被害者の半数を占めた。昨年１年間に摘発した７５件のうち、３１件は容疑者が被害児童と面識がなく、別居中の子を連れ去るなど「親族」も３０件、「知人、友人」も５件あった。

　この１０年間をみると、１３歳未満が被害にあう略取・誘拐事件は１４１件を記録した２００４年以降減少。０８年に６３件まで減ったが、ここ数年は９０件前後で推移している。警察庁は被害防止策として、防犯カメラ、街路灯の設置▽不自然な時間に外出している子どもへの声かけ▽登下校時のボランティアのパトロール――などをあげる。

　（八木拓郎）

　■「見守り隊」全校に　神戸

　子どもたちが狙われる事件は、どうしたら防げるのだろうか。国も地域も対策に力を入れるが食い止めきれず、模索が続く。

　文部科学省によると、子どもに防犯ブザーを配布・貸与する小学校は、２０１１年度時点ですでに全国の８２％に達している。保護者らの付き添いなど登下校時に安全対策を講じる小学校や幼稚園も９６％に及ぶ。

　今回の事件があった神戸市では、１９９７年に起きた同市須磨区の連続児童殺傷事件などを受けて、子どもたちを見守る活動が本格化。登下校を見守る地域住民の「子ども見守り活動隊」は全１６９小学校に配置され、隊の登録者は約３万８千人（１３年度）に達し、同市教委の担当者は「地域の関わりは年々厚みが出ている」と話す。それでも悲劇を防げなかったことに、須磨区の北須磨団地自治会の西内勝太郎会長（７４）は「学校・地域・保護者ができる限りのことをやり続けるしかない」と話す。

　■児童が安全マップ　栃木

　２００５年１２月に小学１年の女児が下校途中に連れ去られ殺害された栃木県今市市（現日光市）の大沢小学校では、事件翌年から毎年、全校児童が「安全マップ」を作っている。

　保護者や地域住民と通学路を歩き、危険な場所を記入した地図を作る。大塚武夫校長は「身近な場所に危険が潜んでいることもある。教育の場で意識付けることが大切だ」と話す。

　事件後に、保護者が中心になって地域住民らで児童の登下校を見守る自主防犯組織「大沢ひまわり隊」を結成。現在は保護者やボランティア、教職員の３７５人が登録している。

　登校時は全校児童２５７人を４０班に分け、班の集合場所まで保護者が付き添う。そこからは、隊のメンバーが輪番で学校まで送る。毎日１００人以上が参加している。０９年には、保護者らが登下校時に自家用車に青色回転灯をつけて巡回する「青パト」の活動が始まった。

　隊長の長谷川光明さん（４３）によると、ボランティアの高齢化もあって毎日参加できる人は減っているという。「常に子どもを見守る意識が定着してきた」と思う一方で、「子どもの自由を制限しすぎないことも大切。バランスが難しい」と悩む。

　（岩佐友）
　■児童の安全を守る各地での取り組み例

　＜小学校名＞　取り組み

　　　　　＊

　＜北海道教育大学付属旭川小＞　警察官を講師に招き、不審者侵入を想定した避難訓練を毎年実施。正面玄関の様子は常時録画し、職員室でチェックできる

　＜北秋田市立鷹巣中央小（秋田）＞　地域住民や保護者らでつくる「子ども見守り隊」が朝夕、通学路の見通しが悪い場所などに立ち、不審者を警戒

　＜鶴岡市立温海小（山形）＞　保護者らが地域を回り、交通量の多い道や人通りが少ない所などの危険な場所を点検。地図に書き込み、児童に配る

　＜大阪教育大学付属平野小＞　「子どもを安全に逃がす」を最優先に、不審者侵入を想定した避難訓練を毎学期、付属中・高、幼稚園、特別支援学校と合同で実施

　＜福岡市立小田部小＞　朝夕の登下校時、地元の自主防犯団体のパトロールカーが校区内を巡回。交通安全や不審者警戒に努める

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11367965.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11367965
・「いやや」児童の心ＳＯＳ　神戸女児遺棄事件でケア急務（9月25日）
　神戸市長田区で小学１年生の女児の遺体が見つかった事件で、被害女児が通っていた市立名倉小学校の児童らが異変を訴えている。心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）から、子どもたちをどう守るか。教育現場で模索が続く。

特集：神戸女児遺体事件
　２５日朝、名倉小の周辺では、児童の登校に付き添う保護者の姿が目立った。低学年の子を持つ母親たちは手をつないで、校門をくぐるまでわが子を見送った。

　被害女児と遊んだことがある小学４年の次女（１０）の母親は、行方不明後、毎日送り迎えをしている。友達の家によく遊びに行っていた次女が、事件後は下校後すぐにニュースを見て、「（自分も）連れ去られるかも」とおびえ、家に閉じこもるようになった。

　「私がちょっとでも家から外出しようとすると、不安そうにする。今日も『帰りも迎えに来てね』とせがまれました」

　女児と同学年の娘を持つ母親（３５）は、「ニュースで女児が映るたび、『いやや、いやや』とわんわんと泣く」と明かす。容疑者が逮捕された２４日夜は泣き疲れたように眠ったといい、寝る前には「（女児が）天国で幸せになれますように」と自分を落ち着かせていたという。母親は事件について話したり、テレビを見させたりするべきかどうか、悩んでいる。

　現場近くの４０代の女性は、知的障害のある高校１年の次男（１５）が「遺体発見のニュースを見て震えたり、泡を吹いて倒れたりした」と話す。食欲が落ちて学校を休むなど精神的に不安定になっているという。

　小学３年の女児の母親（３８）は今春、犬の散歩中に、遺体が見つかった雑木林で容疑者とみられる男につばを吐きかけられたという。「娘と私にとって大きなショックになっている」と不安そうに語った。

■カウンセラー常駐を続行

　神戸市教委は、女児が行方不明になった後、月３回の派遣だったスクールカウンセラーを名倉小に常駐させてきた。遺体発見後の２４日の臨時教育委員会会議では、カウンセラーの常駐を当面続けることを決めた。

　同小や市教委によると、事件の影響による体調不良で２４、２５日に欠席した児童がいるほか、担任に「寝られない」と話す児童もいるという。今後、スクールカウンセラーが教室を巡回して児童の体調や言動の変化を観察するという。

　兵庫県は１９９５年の阪神大震災をきっかけに、子どもの心のケア対策としてスクールカウンセラーの派遣体制を拡大した。２００７年に加古川市で起きた女児刺殺事件では、カウンセラーの中でも最も専門性の高い「スーパーバイザー」を地元小学校に派遣した。

　兵庫県は０４年、ＰＴＳＤの研究や治療に当たる全国初の専門機関「兵庫県こころのケアセンター」を神戸市に開設。ＪＲ宝塚線脱線事故などで被害者らの心のケアにあたっている。

　　　　　◇

　《子どもの心のケアに詳しい上地安昭（うえちやすあき）・兵庫教育大名誉教授（臨床心理学）の話》

　今回の事件では、被害者が幼いことや遺体の状況から、特に女児の身近にいた子どもの心の傷は大きいと考えられる。事件後１カ月ほどは「急性ストレス反応」が起きる心配がある。夜、眠れなくなる▽幼児退行して親に甘える▽集中力がなくなる▽外出するのを怖がる――などの症状だ。

　保護者や教師は第一に、子どもに安心感を与えることが必要だ。家庭では子どもを抱きしめるなどの身体接触を増やし、外出を嫌がる時は無理に連れ出さない。事件の報道からもしばらくは遠ざけ、落ち着いてから話すべきだ。学校では、スクールカウンセラーを中心に教師全員で子どもが何に不安を感じているかをじっくりと聞き、安心できる環境を整えることだ。

　子どもの不安が長期間解消されないと、症状が持続するＰＴＳＤに陥る恐れがある。今のうちに子どもときちんと向き合い、まず日常の生活を取り戻すことを心がけてほしい。

■子どもの心の傷　サインと対処法

（学童期の子どもの主な反応）

・体験を繰り返し話す。関連することに恐怖を示す

・学校で集中力がなくなり成績が下がる

・指しゃぶり、おもらしなど赤ちゃん返りする

・無口になったり攻撃的になったりする

・不眠や悪夢などの睡眠障害

（大人ができる支援）

・「大丈夫」と伝えてあげる

・食事、遊びなど普段の普通の生活を大切にする

・お手伝いを頼むなど気分転換を図る

・ゆっくりと話ができる時間を夜につくる

・子どもの赤ちゃん返りをばかにしない

・症状が激しい場合は専門家に相談を

※日本小児科医会のリーフレットから

http://digital.asahi.com/articles/ASG9T2VW2G9TPTIL004.html?_requesturl=articles%2FASG9T2VW2G9TPTIL004.html&iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG9T2VW2G9TPTIL004
・（いま子どもたちは）福島を伝える：３　「異常が日常」僕らが語らねば(9月27日)
　◇Ｎｏ．７８７

　「福島は元気です」と手放しでは言えない。放射線量を測るモニタリングポストが学校や道ばたにあること。天気予報のように、線量予報が流れること。「異常が日常になっている福島を伝えたい」と磐城高校２年の芳賀（はが）亮太さん（１６）は話す。

　８月下旬に開かれた東北復幸祭では、エッフェル塔前に設置された舞台上からそんな福島の特殊さを語った。

　もともとは、復興していく姿を伝えようと思っていた。だが、はじめに書いた原稿はすぐに破った。「２０２０年の東京五輪の時には、福島も復興している。だから、東北にも足を運んで」。「お祭り」に便乗しているようで、福島を軽々しく扱っていると感じた。

　ならば、海外で活躍するスポーツ選手のトレーナーになりたい、という思いを語ろうか。一緒にパリで語る友人は「学校を作りたい」という未来を描く。自分は福島から世界を見たい。

　迷った末、答えが出たのは昨年１２月。復幸祭で紹介しようと、近所の幼稚園に写真を撮りに行ったときだ。園庭にあるモニタリングポストのことを「とけい、とけい」と笑う園児を見て不安になった。「僕自身、あってはならないものが目に入ってなかったというか、慣れてしまったんだと気づいたんです」

　その頃、復幸祭に参加する他県の高校生から「福島のテレビ、原発関連ばかりだね」と言われた。ニュースでは、必ず原発や中間貯蔵施設の映像が流れる。防護服が必要な地区までは車で１時間もかからない。あんなに怖かった地震が起きても、「またか」と軽く受け止めるようになっていた。

　原稿が仕上がったのは本番１週間前。「元の生活に戻りつつあるのかもしれない。けれど、福島は今でもやっぱり特殊なんです」。その事実をパリでしゃべった。「福島の果物を買わない人を、『心配しすぎだ』って福島ではいいますよね。でも、僕たちがあの日を忘れ、語ることをやめてしまえば意味がない」と話す。

　明日もしゃべり続けよう。モニタリングポストや放射線量予報が消える日を願って。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11371682.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11371682
・子ども守る、助っ人に関心　メールやＧＰＳ付き端末（９月２８日）
　「２５日午後３時３０分頃、つきまとい事案が発生しました」。兵庫県警が２６日に配信したメールの一つだ。

　１日平均１０件、昨年は約３６００件を配信した。登録者数は約１４万９千人。今回の行方不明事件が公表された１２日以降、新規登録が増え、現場がある長田署管内の情報を希望する人は２５日までに４７５人増の１万１３５６人になった。

　大阪府警は昨年、６９０９件の情報を配信した。そのうち「子ども被害情報」は約３割の１９４１件を占めた。登録者数は２５日現在で１６万４７１９人。１２日以降で２４６人増えた。担当者は「入学シーズンを除けば、これだけ急に増えることは珍しい」と話す。

　容疑者の摘発につながることもある。２６日午前９時ごろ、大阪市内で起きた公然わいせつ事件の犯人の特徴をメールで配信。５時間後、登録者から「メールの特徴とそっくりな男がいる」と１１０番通報があり、逮捕につながった。

　昨年１２月からはツイッターでも配信しており、フォロワーは約８６６０人。「保護者はもちろん、子ども自身が防犯意識を高めてほしい」と呼びかける。

　京都府警の登録者は約３万７千人、奈良県警は約６千人、和歌山県警は約１万５千人、滋賀県警は約３万４千人が登録する。警察庁は人気漫画「名探偵コナン」のキャラクターを使って防犯上の注意点を子ども向けに紹介し、ホームページで公開している。

■警備員が急行するサービスも

　「子どもの帰りが遅い」と思ったら、携帯電話やパソコンで居場所を確認できる。大手警備会社セコムは、全地球測位システム（ＧＰＳ）を使ったサービス「ココセコム」を２００１年から提供する。危険を感じたときに端末のボタンを押せば、保護者に連絡が入る。警備員を急行させるサービスもある。

　防犯グッズの中でも普及しているのが、大きな音で異常を知らせる防犯ブザー。文部科学省の１２年３月末時点のまとめでは、全国約２万１千の小学校のうち約８２％が児童に配布・貸与している。学校教材メーカー「アーテック」（大阪府八尾市）は、リストバンドタイプの防犯ブザーを製造販売している。

　神戸の事件で被害女児が通っていた名倉小学校に８歳と７歳の息子を通わせる父親（３１）は、２５日にＧＰＳ機能付き携帯電話を契約した。「年齢的にまだ早いと考えていたが、安心のために持たせることにした」と話す。

　事件現場の近くに住む女性（２３）は、来年小学校に上がる幼稚園の長女（６）がいる。「今は外出時も一緒にいられるが、入学後は１人の時間が増えるので、ＧＰＳ機能付きの携帯電話を持たせたい。近所で悲惨な事件が起き、防犯対策について真剣に考えるようになった」と話した。

　　　　　◇

　《危機管理教育研究所（横浜市）の国崎信江代表の話》　防犯メールの内容を分析すれば、危険な時間と場所を避けるよう子どもに伝えることができる。下校時に寄り道をしない、友達と遊べなくなったら家に帰るといったことを繰り返し注意し、危機を回避する力を身に着けさせることが大切だ。

http://digital.asahi.com/articles/ASG9V6GVSG9VPTIL02W.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG9V6GVSG9VPTIL02W
＊SYNODOS（シノドス）
・LGBTと健康――あなたのことも生きづらくする、ありふれた７つのこと　清水真央、山下奈緒子
（９月１３日）

「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が日本国憲法では保障されている、と小学校のときに習った。その「健康で文化的な最低限度の生活」が、下着何枚、靴下何組、シャツ何枚と定められている、とも聞いたことがあるが、本当だろうか。そう教えてくれたのは、『ほらふき男爵の冒険」（岩波文庫）を愛読していたコバヤシ先生だったから、ひょっとしたら担がれただけだったのかもしれない。
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詳細に定義しようとすればするほど、「健康」も「文化的」も「最低限度の生活」も、ふわふわと実体のつかめないものになっていく。いずれもが相対的かつ流動性を持ち、個人の状況や時代によって変化するものだから、かもしれない。

「健康」や「文化的」や「最低限度の生活」とはいったいなんなのか、というテーマは興味深いけれど、ここではその話題について深めることはせず、「LGBTと健康」についてお話していく。

(この記事においては以後、日本WHO協会の訳より、「健康」とは「病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」とします)

※LGBTとはなにか、ということについては「セクシュアルマイノリティ/LGBT基礎知識編」をぜひご参照ください。

 

健康の社会的決定要因　確かな事実の探求

WHO（世界保健機関）は1998年に、「Social Determinats of Health:The solid facts」(以下「The solid facts」)と題して貧困や差別、ライフスタイルなどの社会的要因が健康に与える影響についてまとめた出版物を刊行している。その最新版である2003年版「The solid facts」[*1]にそって、いまLGBTは健康が損なわれやすい状況に置かれているのではないか、ということについてお話したい。ちなみに「The solid facts」の邦題は「健康の社会的決定要因　確かな事実の探求」[*2]となっている。

[*1] WHO: Social determinants of health: The solid facts second edition (2014/03/31) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438/e81384.pdf

[*2] WHO: 健康の社会的決定要因 確かな事実の探求 第二版 (2014/03/31) http://www.tmd.ac.jp/med/hlth/whocc/pdf/solidfacts2nd.pdf

「The solid facts」の目次のページを開いてみると、以下の10項目が挙げられている。

1． 社会格差（The social gradient）

2． ストレス（Stress）

3． 幼少期（Early life）

4． 社会的排除（Social exclusion）

5． 労働（Work）

6． 失業（Unemployment）

7． 社会的支援（Social support）

8． 薬物依存（Addiction）

9． 食品（Food）

10. 交通（Transport）
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この項目のなかで、とくにLGBTの人たちに関係すると思われるものをピックアップしていく。

 

1．社会格差 

「社会格差」の項目は、経済的・社会的に不利な要素を持っていればいるほど健康を害しやすいということを説明したものだ。それを前提にこのあと、項目ごとに各要素について触れていくよ、という前ふりなのである。

社会的・経済的に不利であることは、一生を通じて人々の健康に影響を及ぼす。また、「全ての人が社会的・経済的・文化的な生活において有益な役割を十分に果たすことができる社会は、人々が不安定な立場に置かれ、社会から取り残され、喪失感にとらわれる社会に比べて、より健全な社会である」ということをふまえて、次にいこう。

2．ストレス

[image: image6.jpg]


どんな人にもストレスはあるだろうし、すべてのLGBTが精神的な苦しさで押しつぶされそうな暮らしをしているわけでもない。しかし、LGBTであることでこうむるストレスがあるのもまた確かだ。

イギリスの国営医療サービス事業であるNHSのwebサイト、NHS choicesによるとレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルの人たちはヘテロセクシュアルの人たちに比べ不安や鬱の傾向が強く、自殺したいと考えてしまいがちであるという[*3]。また、トランスジェンダーも鬱や自傷、自殺のリスクが高いと言われている[*4]。

[*3] NHS choices: Mental health issues if you're gay (2014/03/31) http://www.nhs.uk/Livewell/LGBhealth/Pages/Mentalhealth.aspx

[*4] NHS choices: Mental wellbeing and trans people (2014/03/31) http://www.nhs.uk/Livewell/Transhealth/Pages/Transmentalhealth.aspx
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生きづらさを抱えることは、心の健康に悪影響を与える。LGBTの生きづらさの原因となるものとして、家庭や友人関係、職場、医療現場における無理解、いじめ、なんでもない場面でのちょっとした同性愛嫌悪・トランス嫌悪的な発言、メディアでの否定的な扱われ方、外出時に嘲笑されるなどの差別が具体的に挙げられている。

日本国内でも、電通が2012年に行った調査[*5]では、「普段の生活で『生きづらい』と感じることがあるか」という設問に対し、「とても感じる」と回答した一般層（LGBTではない層）が15.3％であるのに対し、LGBT計では25.7％となっていた。「とても感じる」「どちらかといえば、感じる」との回答をあわせると、一般層では49.3％、LGBT計では62.6％となっており、LGBTは全体として生きづらさを感じやすい傾向にあると考えられる。

[*5] 電通総研LGBT調査2012(2014/03/31) http://dii.dentsu.jp/project/other/pdf/120701.pdf

ここで念押ししておきたいのは、LGBTであることで直面する生きづらさ、それこそが対処するべき問題であり、LGBTであること自体が問題なのではないということである。もちろん当事者が自身のセクシュアリティを疎ましく思うことはあるし、その気持ちは容易に否定してはならないのだが。

ストレスはこれから挙げていく他の社会的要因とも密接である。というよりも、他の要因のなかに組み込まれている。
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4．社会的排除、7．社会的支援

「社会生活から排除され、平等に扱われないことは健康を害し、死を早めることにつながる」と言われている。社会的排除の一因として「人種差別、蔑視、敵意、失業といったこと」が挙げられているが、これにはきっとここに書いてあるもの以外の差別も一緒に並びうるはずで、そこにはLGBT差別も含まれるだろう。

家庭は小さな社会ともいわれるが、LGBTは家庭のなかでも排斥されることがある。その影響は、家庭の外に自分の居場所をつくるのが難しい若年層において特に顕著ではないかと考えられる。

社会的排除が人の健康に悪影響を与える一方で、社会的支援と良好な人間関係は健康を増進する。社会的支援にも、法律や制度による公的なものから個人によってなされるものまで様々なものがある。「法律によって少数者グループや弱者を差別から守ることができる」というが、LGBTの生きづらさを解消するような法律や制度の整備は、今のところ十分になされてはいない。社会的支援に携わる人たちがLGBTの抱え得る「生きづらさ」について知ることは、きっとその「生きづらさ」の解消に遠からずつながるだろう。
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5．労働、6．失業

「職場の社会的組織、経営方針、職場での社会的人間関係といったこと全てが健康に関わってくる」そうだ。そして「仕事上のストレスが健康状態を大きく左右」するという。 

LGBTと職場環境については、こちらの鼎談「LGBTが生きやすい職場のために」に詳しい。

失業もまた、心身の健康に悪影響をもたらす。たとえ就労していても「満足感の得られない仕事や不安定な仕事は、失業状態と同様の影響があり、仕事を持っていることだけで、常に精神的・身体的健康を保持していけるとは限らないのである」というのは重要な事実である。

労働や失業について語るとき、忘れてはならないのは貧困の問題だ。LGBTのなかには上記の対談でも、LGBT（なかでもMTFトランスジェンダー）の転職率の高さ、ならびに転職を繰り返す層のなかには貧困の問題を抱える人たちが含まれている可能性が指摘されている。

LGBTとされる人たちのなかでも貧富の程度はさまざまだし、生きづらさをもつすべての人が貧困とともにあるわけではないが、貧困に苛まれることは生きづらさを抱えることと隣り合わせだ。

貧困とストレスは密に絡み合っているし、両方とも種々の生きづらさを引き起こしてはそれを増強していく。そして生きづらさはさらなる貧困とストレスを呼ぶ。

 

8．薬物依存 

[image: image10.jpg]


日本語版では「薬物依存」と題されているが、この「薬物」にはアルコールやたばこも含まれる。薬物依存は、ストレスと貧困の双方と親和性が高い。つまり、「生きづらさ」と親和性が高いとも言い換えられる。NHS choicesでは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルが薬物依存になるリスクが高いと述べられており、また同性愛嫌悪の存在と同性愛者のドラッグ使用とに大きな関連があることも示唆されている[*6]。

[*6] NHS choices:Gay health: drugs, alcohol and smoking (2014/03/31) http://www.nhs.uk/Livewell/LGBhealth/Pages/Addictionandalcohol.aspx

 トランスジェンダーと薬物依存については研究が進んでおらず、現在のところはっきりしていない。薬物依存に関するものに限らず、トランスジェンダーに関する研究は進みにくい。それは、「トランスジェンダー」をきっちりと定義するのが難しい、協力してくれる当事者をフォローし続けるのが難しくなり研究を中断することが少なくない、といった理由による。

 

他人事ではない、誰かの不健康

以上、「The solid facts」で挙げられた10項目のうち、「LGBTと健康」というテーマにとくに関連があると思われる7項目について触れた。

大声で罵られることや直接命を奪われるようなことがなくても、日常に潜んだ、他人から見ればときに些細にも思える棘で人は心身を擦り減らすことがある。現在LGBTが置かれているのはまさにそういう状況だ（ひょっとしたら、他のマイノリティも同様かもしれない）。

前述した通り「The solid facts」では、ストレスに関係する内容が大きな部分を占めており、また、ストレスによる体調の変化を薬でコントロールするよりも、「慢性的なストレスの根本原因を減らすこと」がより重要であると提言されている。

そのためには、LGBTへの差別や偏見は不当であり、各人のセクシュアリティは尊重されるべきだ、という考え方が、さまざまな生活の場で自然なものとして浸透していく必要があると言える。「さまざまな生活の場」のなかには職場や学校、家庭はもちろん、医療や福祉の現場も含まれるだろう。

貧富の格差と平均寿命とのあいだには相関があることがかねてから指摘されている[*7]。貧富の格差の小さい社会では平均寿命が長く、格差の大きい社会では平均寿命が短くなる。格差を是正することは、平均寿命の底上げにつながる。貧困とストレス、そして様々な生きづらさが互いに大きく関わりあっているのは、もうお伝えした通りだ。寿命が長い、すなわち健康である、とは安易には言い切れないが、知らない誰かの不健康は、実は他人事ではないのである。

[*7] 川上憲人, 橋本英樹, 小林廉毅. 社会格差と健康 社会疫学からのアプローチ. 2006. 東京大学出版会

(文章：清水真央/絵：山下奈緒子)

medicolor(メディコロル)

LGBTと医療についての情報発信を行っています。

URL: http://japanlgbthealth.jimdo.com/

Twitter: @medicolor

あわせて読みたい関連記事

・誰もが愛する人と安心して人生を送られる社会を目指して――体験談から法制度、ロビー活動まで

・LGBTと「社会的養護」――家庭を必要としている子どもたちのために

・LGBT旅行記――ニューヨークで出会ったたくさんの支援

・LGBTと就活――混乱、さらに極まれり？！

・LGBT就活――20人に1人の就活生の現状

・セクシャルマイノリティーと医療――誰でも受けやすい医療をめざして、思いを「カタチ」に

 

清水真央（しみず・まお）
medicolor共同代表
2014年現在、群馬大医学部医学科在学中。パートナーの山下とともに、「medicolor」( http://japanlgbthealth.jimdo.com )の共同代表を務めている。

山下奈緒子（やました・なおこ）
medicolor共同代表
1993年生まれ。2014年現在、聖路加国際大学看護学部看護学科在学中。自身が婦人科の問診で困惑した経験がきっかけとなり、LGBTと医療に関する情報を発信する団体「medicolor」を構想し、現在共同代表として運営に携わっている。

http://webronza.asahi.com/synodos/2014091300001.html
＊毎日新聞
・玉村の三男暴行死:児相や町、対応検証へ　要対協「見守り」も防げず　／群馬（9月1日）
　玉村町の自宅で保育園児の三男（３）を突き飛ばして暴行容疑で逮捕された母親（３２）は、２０１０年２月、当時生後約１カ月だった次男（その後病死）を投げつけたとして傷害容疑で逮捕されていた。次男は頭を強打して大けがをし、今回の三男も頭を強打後、死亡した。次男への暴行を受け、行政が取っていた対応はどうだったのか。児相や町は、対応を検証する意向を示している。

　各自治体には児相や警察、教育機関、保健所などが連携して児童虐待や非行少年に対応する「要保護児童対策地域協議会」（要対協）が設置されている。今回のケースでも玉村町の要対協の枠組みが利用され、母親の子どもたちを見守る活動が開始された。児相は自宅訪問や電話で、町は保育所を通じて見守り活動を実施。月１回、各機関が集まり、情報を共有してきた。

　しかし、児相によれば、面会は「すぐ帰ったり玄関先で済ませたりすることもあった」。今年４月、児相は訪問を母親に拒否された後、面会の再依頼を行わなかった。「母親は気持ちの浮き沈みがあり、積極的に関わるのは難しい」と判断したという。町は、保育所に通う三男や母親が保育所に連れてくる次女（０）の様子を確認し、「一時保護する状況ではなかった」との認識を持っていたが、事件は起きてしまった。民生委員からも虐待の兆候は上がってきていなかった。【尾崎修二】

http://mainichi.jp/area/gunma/news/20140901ddlk10040055000c.html
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:長崎・佐世保の同級生殺害　どう報じるか　現場に宿る真相へのカギ（9月1日）
　長崎県佐世保市で、高校１年の女子生徒が同級生に殺害された事件が発生して１カ月が過ぎた。不可解でやりきれない事件をどう取材し、どう報じるべきなのか。１０年前に同じ佐世保で起きた小学６年女児の同級生殺害事件を取材してきた記者と、事件の本質を考えながら週刊誌に記事を書いた記者とともに考えたい。
◇予定調和を超えて−−小６同級生殺害事件を取材　東京社会部・川名壮志

　残酷なニュースには慣れているつもりだが、今回は一報を聞いて特別にうろたえた。２００４年にも同じ佐世保で「小６同級生殺害事件」が発生し、駆け出し記者として取材したからだ。被害女児は上司である御手洗恭二・佐世保支局長（当時）の長女だった。私は事件を１０年にわたり追い続けた。

　たった一度の特殊な事件と思っていただけに「なぜ佐世保でまた」の思いがぬぐえず、発生から１週間たった現場に駆けつけた。「佐世保」「少女」「同級生」の構図こそ酷似しているが、特徴は異なっていると感じた。１０年前は加害者が小学６年生で、女の子同士の濃密な人間関係のもつれによって起きた事件だった。今回は思春期を迎えた高校生で、被害者との関係も少し希薄に映った。やはり少年事件は個別に見るのが大切だと改めて実感した。

　佐世保に行ってみると、情報が整理されておらず、生々しく感じた。少年事件では捜査当局からメディアが得られる情報は極めて少ない上、当局には大人とは違う子供の心の内まで掘り下げる役割は課せられていない。そのため、メディアは識者や専門家に「答え」を求めがちだ。だが現場を知らずに語られる言葉は、洗練され、整っていて一見分かりやすいが、本質を見誤る危うさもはらんでいる。

　例えば、１０年前には加害少女の文章やイラストが何度も引用され、少女の異常性を裏付けようとする機運があった。識者を巻き込んだ分析は、いわく「イラストは少女の攻撃性を示している」「大人びた巧みな文章は『子ども』の事件ではないことを示唆する」。

　取材すると、イラストは友達同士のまねごとで、少女の巧妙な文章も精神科医の鑑定で「ネタ本を基にしたパクリ」であることが分かった。加害少女は特に大人びた子供ではなかった。予定調和のような取材をしても、事件の本質に迫れないと思い知らされた。

　今回の少女がなぜ事件を起こしたのか。捜査や少年審判などの司法手続きでは、きっと合理的な答えが導き出されるだろう。だがそもそも子供は、未熟で、いつも合理的な行動を取るとは限らない。

　実は、現場にあふれる理屈では説明のつかない「ノイズ」（雑音）のような情報の中に、事件の真相に迫る要素が含まれていると感じている。そして、どの細部にニュースの本質が宿るのかは、現場を歩いた人にしか分からない。丁寧な取材から絞り出した情報をどう生かすか。それが今、メディアに問われているのだと思う

◇父親悪者論に違和感−−週刊誌に執筆　サンデー毎日編集部・大場弘行

　加害少女の実家を見上げて、思わずうなった。

　佐世保市を見下ろす高台にある豪邸。裏手に回ると近隣住民に開放した庭園があった。趣味も多彩で、ウインタースポーツに没頭し、少女にも特訓していた。個性的な父親を献身的に支え、家族をうまく調和させてきたという母親が昨秋急逝すると、父親は半年余りで２０歳年下の女性と再婚した。少女は再婚が決まる前後に父親の寝込みを金属バットで襲い、１人暮らしを始める。事件はその４カ月後に起きた。

　父親の知人ですら「娘さんは一番多感なころ。なんで初盆まで待てなかったのか」と眉をひそめた。週刊誌や女性誌はこんな見出しの記事を出し始める。「母の喪中に父婚活を憎んで」「殺しは、父親への仕返し」「少女Ａと父の愛憎１６年」「『少女Ａ』を街に放った父」−−。父親の行動が少女の凶行を誘発したというストーリー。が、何かおかしい。少女はネコの解剖を繰り返し、警察の調べに「人を殺して解剖してみたくなった」と供述。殺された少女は仲のよい友人だ。再婚など家庭環境の激変にさらされる子は他にもいる。なぜ少女がこれほど猟奇的な行為に及んだのかの説明がつかない。

サンデー毎日（８月１７日・２４日合併号）では「『名士』の家で“壊れていた”加害少女」などの見出しをつけ、少女と父親の関係や精神発達の遅れを指摘する専門家の声を紹介した。動機に踏み込む代わりに、父と娘の“ナマ”のやりとりを証言と資料などを基に詳細に再現した。事件の半年前、中学３年のお別れ会。少女は、同級生を「同窓会に呼んでください」「サバンナでシマウマに乗っているかもしれないけど」と笑わせ、教室の隅にいる父親に向き直る。「こんな僕ですけど、今まで育ててくれてありがとう」と涙声で言うと、声を詰まらせてしまう。

　少女の仕草や感情の発露、言葉遣いから、父への憎しみも、異常性も感じられなかった。だが、この少し前に金属バットで父の頭を殴る事件を起こしていた。父親に落ち度はないとは言い切れないだろうが、父親を悪者にするストーリーに引きずられると、本質を見誤るような気がしてならない。
◇少年事件専門家、慎重な調査要望

　７月２６日に発生した事件で、長崎地検佐世保支部は、殺人容疑で逮捕された少女（１６）について、１１月までの予定で専門医による精神鑑定を実施している。鑑定結果が出ると、地検は少女を家裁に送致。それを受けて、家裁が審判を開く。家裁は（１）少年院に送る（２）地検に逆送する−−などの選択をする。（２）の場合、逆送を受けた地検は成年同様の裁判員裁判にかけ、実刑判決が出れば少年刑務所に送られる。

　少年事件の専門家グループは８月、審判手続きに関して「安易に逆送して裁判員裁判にかけないよう」求める要望書を最高裁に提出した。

　要望をしたのは、家裁裁判官を主人公にした漫画「家栽の人」の原作者で佐世保市出身の毛利甚八さん（５６）、神戸連続児童殺傷事件を担当した元裁判官の井垣康弘弁護士（７４）ら「少年問題ネットワーク」の１９人。

　８月１４日付の要望書で毛利さんらは「司法に求められているのは、どのような事実関係のなかで事件が起こったかを徹底的に解明すること」だと指摘し、家裁の調査官が十分な時間をかけて調査し、解析するよう求めた。そのうえで、逆送して成人同様の裁判員による刑事裁判にかけられれば「少年が非行事実を振り返り、被害者に対する贖罪（しょくざい）の気持ちを育てるために必要な、内省する機会を奪う」と述べた。さらに、少年院と、成年と一緒になる少年刑務所との教育効果の違いを知ったうえで、立ち直りを促すための処遇を慎重に決めるよう訴えた。【青島顕】

http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20140901org00m040003000c.html
・論説の目:育児と介護に学ぶ非暴力＝落合博（9月2日）
　東京の下町を朝、２種類の送迎バスが走る。一方には幼稚園や保育園に通う子どもたち、もう一方には介護施設に通う高齢者が乗っている。ともにケアなしには生きていけない存在だ。この光景は、人は誰でも弱者として生まれ、弱者として最期を迎えることを教えてくれる。

　先日、「スポーツ文化としての暴力」というタイトルで話をする機会があり、最後に「ケア（子育てと介護）とは非暴力を学ぶ実践である」という言葉を紹介した。

　夏の全国高校野球選手権大会の開幕を控えた７月３１日、愛知県内の私立高野球部監督が傷害容疑で逮捕された。昨夏、部員の顔面や脇腹などを殴ったり蹴ったりして肋骨（ろっこつ）骨折の重傷を負わせたという。暴行罪で起訴された監督は「練習態度が良くなくて腹が立った」と殴打したことを認め「しつけであり、指導の範囲だった」と話しているという。

　子ども（部員）をケアするのは親（監督）の責任という「家族の論理」を持ち出して大目に見てもらいたいということだろうか。だが、私的な領域である「家庭／家族」にも「法の支配」は及ぶ。「ありふれたもの」として見過ごされていた部活動の暴力も処罰の対象だ。

　ところで、「指導」を名目にした暴力行為を「体罰」と呼ぶことに疑問を持ち続けている。

　学校教育法によれば「体罰」とは肉体的苦痛を伴う「懲戒」であり、禁止されている。子どもに教育上改めるべき点などがあり、それに対して教師が罰を与え、叱るのが「懲戒」だ。部活動で教師の思い通りにプレーしなかったなどの理由で生徒に肉体的苦痛を与える行為は懲戒でも指導でもなく、暴力でしかない。

　部活動のような支配・服従の関係（指導者と生徒、先輩と後輩）が意識されている環境では力を持つ側が暴力を行使する誘惑から逃れることは難しい。「しつけ」と言いながら愛知の野球部監督は感情を抑制できなかったということだろう。

　スポーツと暴力が問題となった昨年、山本徳郎さん（奈良女子大名誉教授）の論考「非暴力宣言！？」を読んだ。「同種同士が死にいたるまで暴力をふるう動物は人間という種だけ」「人間には他の動物に無い『狂い』『違い』『ズレ』があり、それが個性、性格を作り出している」と述べ、「このことを十分自覚して、我々は『非暴力』を宣言しなければならない」と結んでいる。

　私たちは「暴力根絶」と言って満足してはいないか。思い通りにいかないことにいら立ち、感情を抑えられず、「弱者」に対し暴力を振るうかもしれない。誰もが加害者になり得ると自覚した方がいい。

　「子育てと介護」に関わる人たちも同じ誘惑にさらされている。弱者と日々向き合っているからだ。上野千鶴子さん（東大名誉教授）の著書「生き延びるための思想新版」（岩波現代文庫）の一節が記憶に残る。ケアとは「長期にわたる、忍耐のいる相互関係」であり、ケアへの参加は「圧倒的な権力関係の非対称のもとで、非暴力を学ぶため」とある。

　ケアの実践からスポーツに関わる人たちが学ぶことがあるのではないか。どうすれば暴力を抑制できるか。「子育てと介護」にはそのための知恵が隠されていると思う。

http://mainichi.jp/shimen/news/20140902ddm004070012000c.html
・水説:子どもを見捨てるな＝中村秀明（9月3日）
　＜ｓｕｉ−ｓｅｔｓｕ＞

　「日本に絶対的な意味での貧困は存在しない」。ある閣僚がこんな発言をして１０年もたたず、「貧困」への取り組みが政府の大きな仕事として浮上している。先日きまった「子供の貧困対策大綱」である。

　子どもの６人に１人が貧困に苦しむ状況は降ってわいたわけではない。「自己責任じゃないか」という突き放す世の風潮が、「社会全体の問題だ」という受け止め方に変わり、認識を改めたせいだ。

　貧困の先進国・米国での分析を知れば、この問題の意味と解決策が見えてくる。

　ブルッキングス研究所によると、学校での落ちこぼれを防ぐために読解力を高め、社会的な学習を助けるさまざまな講義を受けることで、その子が生涯に手にする収入は２０万５２００ドル（約２１３０万円）増える。そのための費用は２万１１００ドルという。

　親の貧しさを子が受け継ぐ「貧困の連鎖」を生まないためには、子どもにお金をかけることが不可欠なのだ。とはいえ、貧困家庭の親にはそんな余力はない。だから公的な支えの出番である。政府の大綱にもそうした期待があった。

　奨学金といえば返済しなくていい「給付型」が世界の常識だが、日本は卒業後返す「貸与型」がほとんどだ。それは「学生ローン」と呼ぶべきであり、米国では重い負担が問題になっている。大綱で給付型の創設を求める声があったが、「国の財政は苦しい」と見送られた。ひとり親世帯への児童扶養手当の増額も実現しなかった。

　目新しいのは「保護者が高卒資格を得るよう支援する」といった対策だ。より収入のいい仕事に就いてもらうためだろうが、「親の責任」を強調し、子どもたちが直面している現実から目をそらしているようでもある。

　大綱ができ、子どもの貧困にスポットがあたったのは、下村博文・文部科学相の存在が大きいと言われる。９歳の時、交通事故で父親を亡くした。新聞配達をして、奨学金をもらって大学を出た。そんな下村氏が先頭に立っても、この程度だったことに政権の思い入れの薄さがにじむ。アベノミクスによる物価上昇と消費税増税で、貧困家庭の暮らしぶりは、ますます大変になっているのに……。

　株価対策としか映らない「成長戦略」に走ったり、「地方創生」のかけ声で公共事業を乱発したり、そんな場合なのだろうか。将来のこの国を担う人材に「あなたたちを見捨てはしない」と惜しまず投資することを、今一度まじめに考えてもらいたい。（論説副委員長）

http://mainichi.jp/shimen/news/20140903ddm003070147000c.html
・スポーツやめたいけど、やめられない　苦しむ子どもたち（９月３日）
[image: image11.jpg]


　中学生のアヤ（仮名）が「ママ、練習に行って欲しい？　でも、行けない」と泣きじゃくったのは、昨夏のことだった。玄関を出ようとすると過呼吸になり、食べたものを吐いてしまった。

　東京都のクラブチームで新体操をしていたアヤは深く傷ついていた。前日、足のけがでドクターストップがかかり、次の大会に出られないことを指導者に伝えると、けがしたこと自体をとがめられ、一緒にいた母親もののしられた。

　その前日には、指導者がチームメートを「あなたのミスで全国大会に行けなかった」と罵倒していた。その指導者はもともと保護者たちがいない場では、日常的にミスした子どもを平手打ちや足蹴にしていたが、アヤはこの日を境に、精いっぱいやったことが全く認められないことに悔しさと違和感を覚え始めていた。

　４歳からやってきた新体操は好きだった。クラブ側からは盛んに練習に来るよう連絡があり、何とか通った。だが、指導者の暴言は度重なった。「放課後に練習に行かなければ」と思うと、腹痛とめまいで学校でも保健室で横になるようになった。

　家庭から笑いが消えた。ある日、母親は「死んだ方がましかも」というメールを受けた。元気な姿をみるまでの一日がどれだけ長かったか。だが、母親も新体操をやめさせる、またはチームを移るという選択ができなかった。アヤがクラブから期待されているのがわかる。自分が学生時代に一つのスポーツを全うした経験も、やめることを積極的に勧められない要因になった。

　アヤが拒否感を訴え始めて数カ月。長期出張から帰った父親が「この子が壊れてしまう。おまえも壊れている。自分が『やめさせてくれ』と言いに行くぞ」と母親に告げた。なかなか「うん」と言えなかったアヤも、練習場の前に止めた車の中で、ようやく「わかった」とうなずいた。

　「もしかしたら日本代表も、という期待が捨てられなかった。冷静に考えれば、プロ野球選手だって地域から１人出るかどうかなのに」と母親は振り返る。「同じ悩みに直面している親子がいるなら、『まず笑顔なくしてスポーツはない』と伝えたい」

　今、アヤは学校で球技の部活動に入り、真っ黒に日焼けして走り回っている。仲間と肩を組み、はじけた笑顔で写真に写っている。（中小路徹、後藤太輔）

■親の期待が子どもを縛る

　スポーツをやめたいけど、やめられない。競技やチームを変わりたいけど、変われない。楽しいはずのスポーツで、なぜ子どもはがんじがらめになるのか。

　日本スポーツ精神医学会理事を務める早大教育・総合科学学術院の堀正士教授は「近年、子どものスポーツは将来を見越した競技志向が強まり、『小さい頃から特化して始めないとダメ』という風潮が、子どもを縛る」と背景を挙げる。

　「個性を重んじ、一つの才能を伸ばしてあげたいという一心で親がスポーツを勧め、子どもが従うことが多いが、『スポーツがダメなら自分には何もない』『親に認められるには、スポーツを続けないといけない』と子どもに思わせる両刃（もろは）の刃（やいば）でもある」と言う。

　精神科医として大学生アスリートを診察すると、周囲の期待を過度に解釈し、負担に感じているケースがあるという。「子どもも同じ。勝ち負けは二の次で、あなたの存在そのものが大事だと言ってあげてほしい」

http://digital.asahi.com/articles/ASG8N72XDG8NUTQP03B.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG8N72XDG8NUTQP03B
・毎日メディアカフェ:指導きっかけの子ども自殺防げ　／東京（9月5日）
　生徒指導をきっかけに子どもが自殺する「指導死」について考えるセミナー「指導死を知る、防ぐ」が４日、千代田区一ツ橋１の毎日新聞社内「毎日メディアカフェ」で開かれた。「指導死」親の会代表世話人の大貫隆志さんと、子どもの自殺問題を取材してきた本紙大阪社会部の亀田早苗記者が報告した。

　大貫さんの次男（当時中学２年生）は２０００年、「昼休みに菓子を食べた」として長時間の生徒指導を受け、翌日に自殺した。大貫さんはこうした自殺を「指導死」と名付け、「子どもの人権を侵害しない、教育的配慮に基づく指導」を求めて問題提起している。

　セミナーで、大貫さんは「指導死には、複数の教師が長時間指導する、暴力的な言葉を使う、生徒同士の密告を強要するという特徴がある。いじめによる自殺に比べて表面化しにくい」と述べた。亀田記者は「いじめの場合は子どもが見ていることが多いが、指導は誰も見ていない。内容が隠されてしまう恐れがある」と指摘した。【斗ケ沢秀俊】

http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20140905ddlk13040245000c.html
・九州バスジャック事件:再犯の悪循環　社会全体の課題（9月5日）
　福岡県の九州自動車道で７月２０日に起こったバスジャック事件で、人質強要処罰法違反などの容疑で送検された小林優之容疑者（２７）＝鑑定留置中＝は、過去にもバスジャックの予告事件などを起こし、福祉施設で社会復帰に向けて訓練を受けている最中だった。事件後、施設の他の入所者が就職の内定を取り消される影響も出ているという。専門家は「再犯の悪循環を止めるために社会全体で粘り強く支援を続ける必要がある」と指摘する。

　関係者によると、就労支援の訓練用に作業着を新調したばかりの小林容疑者は事件前日の７月１９日夜、入所する同県福智町のグループホームの職員とラーメンを食べながら少し誇らしげに話した。「これからも頑張ります」

　翌朝「ちょっと出かけてくる」と外出すると、同県直方市を出発した西鉄バスに乗りこんだ。九州道に入ってから運転手にペティナイフを示し「１１０番しろ。警察を呼べ」と乗客に叫んだ。

　小林容疑者は警察への虚偽通報などの問題行動を起こし、矯正施設への入所を繰り返していた。２０１１年にはＪＲ博多駅前のビルでバスジャックの予告文を張り、刃物を所持した銃刀法違反容疑で逮捕され、実刑判決を受けている。

　法務省によると、刑法犯のうち、再犯者が占める割合は１９９７年の２７％から１２年には４５％まで増加した。特に高齢や障害のために自立できない出所者の再犯が目立っており、厚生労働省は０９年から各都道府県に地域生活定着支援センターを設置し、自立困難な出所者を福祉施設につなぐ取り組みを始めた。

　小林容疑者も今年３月に仮出所した後、同センターの仲介で障害者の就労支援に取り組むグループホームに入所した。６人の入所者と共同生活を送りながら、除草や清掃などの訓練を受けていた。施設の責任者は「注意すれば背筋を伸ばして反省する。施設でトラブルはなく１人暮らしの訓練を始める予定だった」と残念がる。

　捜査関係者によると、小林容疑者はバスの中から警察との話し合いを求めていたが、不可解な点もあり、精神鑑定のため留置された。一方でバスから警察に電話した際「乗客は傷つけない」とも話したという。責任者は「成人してから２カ月以上同じ所に暮らせたことがなかったが、うちでは少なくとも４カ月暮らせた。受け皿がなければ、もっと深刻な事件を起こしていたかもしれない」と話す。

http://mainichi.jp/select/news/20140905k0000m040138000c.html
・愛媛・伊予の少女死体遺棄:継続的暴行、死因に　傷害致死容疑８人逮捕（9月6日）
　愛媛県伊予市の市営住宅で松山市の無職、大野裕香さん（１７）の遺体が見つかった事件で、県警捜査１課によると傷害致死容疑で再逮捕された住人の無職の女（３６）ら４人と、新たに同容疑で逮捕された４人は、全員が容疑を認めているという。県警は５日、「集団暴行による傷害致死事件特別捜査本部」（７０人）を伊予署に設置。引き続き事件の全容解明を図るとしている。
　新たに逮捕されたのは、女の子供２人と、家に出入りしていた少年２人で１５〜１７歳。逮捕容疑は８人は共謀し、先月１３日ごろ〜１４日ごろ、女宅で大野さんの言動に因縁をつけ、継続的に腹部に殴る蹴るなどの暴行を加え、１４日夕方ごろに腹腔（ふくくう）内多量出血で死亡させたとされる。

　関係者によると、家出状態だった大野さんは約１年前から逮捕された女の家で同居を始めたが、今年６月ごろから家族らと仲が険悪になり、日常的に暴行を受けるようになった。

　大野さんの遺体は先月１５日未明、通報を受けて駆け付けた県警伊予署員が見つけた。遺体には複数のあざや傷があったことから、関係者を追及していた。

　一方、松山地検は５日、女ら４人の死体遺棄容疑について処分保留とした。理由については「傷害致死容疑で再逮捕したため」としている。【橘建吾、黒川優】

　◇支配と依存、積極保護を

　愛媛県伊予市の傷害致死・死体遺棄事件で、死亡した大野裕香さん（１７）は、逮捕された女の家で家事を押しつけられ、暴行されるなど虐待行為を受けながらも「楽しいこともある」と話すなど、支配下に置かれながらも依存するような様子も見せていた。専門家は改めて、こうしたケースで児童相談所が積極的に介入することの重要性を強調している。

　県中央児童相談所は２００５年ごろから、逮捕された女に対し、実子の養育上の問題で指導を重ねており、この家庭に問題があることは把握していた。また児相は、死亡した大野さんの家族からも数回、「（女の家から）引き離したい」などと相談を受けていた。だが大野さん自身が保護に同意しなかった。児相は「（大野さんは）十分自己判断できる年齢であり、本人の同意なく強制的に連れ戻すことはできなかった」と説明する。

一方で大野さんは、女の家で度々、激しい暴行を受けていた。この点について伊予市は状況を把握しながら、児相に情報を伝えていなかった。児相も「暴行の情報があれば、緊急の介入もできたはず」と説明する。（
　大野さんは生前、友人に「（女の）家の人は優しくしてくれる時もあるし、楽しいこともあるから実家には帰らない」と語っていたという。児童虐待の問題に詳しい岩佐嘉彦弁護士は少女が保護に同意せずとどまったことについて、「生活の世話をされる一方で暴力で支配下に置かれると、被害者がその環境から逃げるのは難しくなる」と指摘。本人からのＳＯＳが難しいという前提に立った、踏み込んだ対応が必要だと訴えている。【中村敦茂、伝田賢史】

http://mainichi.jp/area/news/20140906ddn041040007000c.html
・児相ダイヤル:かけやすく３桁　虐待、早い発見促す　厚労省方針（9月7日）
　厚生労働省は虐待通報などを受け付ける「児童相談所（児相）全国共通ダイヤル」を、現行の１０桁から１１０番（警察）や１１９番（消防）と同じ３桁にする方針を決めた。安全が脅かされる子どもの早期発見を促すのが狙いで、来年度予算の概算要求に電話転送システムの開発費など３億７７００万円を計上した。

　児相の虐待対応は２０１３年度に７万３７６５件と最多を更新。０９年１０月に運用を開始した現行の共通ダイヤル（０５７０・０６４・０００）には、１３年度に１万６９７１件の電話があった。ダイヤルすると管轄の児相に転送されるが「番号が長く覚えにくい」との指摘も多く、虐待対応件数が過去４年連続で全国最多の大阪府などが３桁化を国に求めていた。

　今後、システム変更し、１５年度内にも警察や消防と同じ「１」から始まる３桁での運用を目指す。総務省によると、国による３桁の通報電話開設は海上保安庁の海難事故などの通報（１１８、００年運用開始）以来。ただ、１１０、１１９、１１８は緊急通報として無料だが、「児相ダイヤル」は子育て相談なども含まれるため同じ位置づけとはならず、通話料は現行通りかかる見込み。

　３桁化に伴う通報数増加などへの対応として厚労省は来年度、全国２０７カ所の児童相談所の、非常勤職員の人件費助成について、夜間は現行の２人分から４人分へ、休日も１人分から２人分へ増やす方針。【野倉恵】
http://mainichi.jp/shimen/news/20140907ddm041040057000c.html
・スマホ:２２時以降の児童らの使用制限…福岡市教委が方針(９月９日)
　福岡市教育委員会は、市立小中学校の児童、生徒を対象に、スマートフォン（スマホ）や携帯電話の午後１０時以降の使用を制限する方針を決めた。スマホ普及に伴う子供同士のトラブルなどが問題化しているためで、近く各学校に通知する。対象は２１２校で、１１万人を超える。

　強制力はないが、学校側から深夜の使用制限を呼びかけることで、家庭での取り組みを促す狙い。朝までの制限を想定している。

　同様の取り組みとして、北九州市で４月、市立小中学校のＰＴＡでつくる協議会が携帯電話の電源を切って深夜利用を制限する運動を展開。福岡県春日市でも７月から市教委やＰＴＡなどが、市内の全６中学校の生徒を対象に深夜使用制限などに取り組んでいる。

　福岡市では、８月に開いた「いじめゼロサミット」で、携帯電話のメールによるトラブルがいじめにつながっているとの指摘があり、参加した小中学生が「午後１０時以降の使用制限」を努力目標に決めていた。９日の福岡市議会一般質問で酒井龍彦教育長は「子供たちの決議に基づきルールを浸透させる」と述べた。【下原知広】

http://mainichi.jp/select/news/20140909k0000e040182000c.html
・ＳＮＳ:いじめ、トラブル防ごう　ネット利用、小中高生が実態調査　ＰＴＡに現状報告　／滋賀（9月9日）
　◇同世代目線で解決策を

　スマートフォン（スマホ）で利用できる無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」など、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）を使ったいじめやトラブルを防ごうと、県内の小中高生がインターネット利用の実態調査に乗り出した。県内の小中高校でアンケート調査を実施し、県ＰＴＡ連絡協議会に現状を報告して、同世代の目線で予防策を提案する。【加藤明子】

　連絡協から「ＳＮＳ上のトラブルやいじめは周囲の大人には見つけにくい」と調査依頼を受け、県内の小中高校生約２０人が実行委を結成した。アンケートは夏休み明け、県内の小中高校各５校程度（児童生徒計約１５００人）で実施。１２月、彦根市で開かれる連絡協の大会で、アンケ結果と現状分析を発表して、スマホ依存解消策などを提案する。

　実行委の会議では、ＳＮＳには世界中の利用者と交流できるなどの利点がある一方、友人同士の会話に遅れまいと、常にスマホを手放せず、勉強に集中できないなどのデメリットも指摘された。アンケートでスマホの利用時間と睡眠の関係、ネット上の友人の数などを調べようと決めた。

　実行委の近江兄弟社高２年、松浦葵さん（１７）は「知人が『うざい』とツイッターで書き込まれた。顔が見えない気軽さから徐々にエスカレートする。友だちとはできるだけ会って話したい」と話した。コーディネーターの竹内和雄・兵庫県立大准教授は「大人にない視点での、新たな課題や解決策が見つかるのでは」と期待している。

http://mainichi.jp/area/shiga/news/20140909ddlk25040513000c.html
・そこが聞きたい:世界一多忙な日本の教員　増田修治氏（9月10日）
国際的な調査で、日本の中学校の教員は世界一多忙であることが明らかになった。なぜそれほど忙しいのか。ＮＰＯ法人「日本標準教育研究所」理事の増田修治・白梅学園大教授（５６）に現状や状況改善への提言を聞いた。【聞き手・三木陽介】
−−６月に公表された国際教員指導環境調査（ＴＡＬＩＳ）＝１＝の結果、日本の中学教員の多忙ぶりが突出していました。

　中学校だけではありません。日本標準教育研究所は一昨年から今年にかけて全国の小学校教員延べ１５００人にアンケートをしました。法令上の標準勤務時間は８時間半ですが、平均勤務時間は１１時間１８分、「過労死ライン」といわれる１２時間以上は約３割に上りました。学校にいる間は休憩時間もほとんどありません。授業の合間の休み時間も生徒指導などに追われますし、多くの先生が帰宅後も仕事をし、約７割が平均月２・２回の休日出勤をしています。「結婚して続けられる仕事ではない」という女性教師の声もありました。寝袋持参で学校に泊まり込む先生もいます。危機的状況です。

−−なぜそこまで多忙なのですか。

　授業以外の仕事が多いのです。その典型が事務作業です。国や県による実態調査への回答が年間２００件に上ることもあると聞きます。同じいじめの調査でも国と県と市町村から別々に来ることもあるそうです。私が現役の教員だった７年前より明らかに増えています。会議も多い。放課後は全教職員が参加する職員会議に学年会議、教科別の主任会議や生徒指導など校務分掌ごとの会議もあります。小規模校だと兼務も多いので、会議が終わったらもう夜８時ということも珍しくありません。形式だけになっている会議も少なくないのですが。

−−状況改善にはどうしたらいいのでしょうか。

　事務作業の効率化や会議の見直しは当然必要ですが、やはり教員の数を増やすべきです。財務省は「子供が減っているのだから教員も減らすべきだ」としていますが、実態が見えていません。貧困率が上がり、家庭の経済格差が子供の学力格差に深刻な影響を及ぼしています。発達障害で特別支援が必要な子供もクラスに６％程度います。難しい家庭背景を抱えた子供も増えています。貧困、虐待、ギャンブル依存、家庭内暴力。我々の教員アンケートで悩みを挙げてもらったところ、上位三つは「自分の時間が持てない」「保護者との関係」「特別支援が必要な子への対応」でした。学級規模の上限を現行の４０人から引き下げ、３０人以下に改めるべきです。

　先生たちの意識改革も必要です。どうしても先生というのは自分で何でも抱え込んでしまいがちです。例えば、年度が変わって受け持つ学年が変わる時に後任に教材を引き継ぐだけでも負担はかなり軽減されます。教員が働きやすい環境作りなど校長ら管理職のマネジメント力を向上させる必要もあると思います。

−−少子化で学級規模は自然と小さくなるのではないですか。

1. 財務省の試算では、少子化によって教員１人あたりの児童生徒数は２０１６年に小学校で１６・８人、中学校で１３・５人になるそうですが、それはあくまで平均値です。都市部では３５人以上の学級はまだまだあります。これからは知識の詰め込みではなく、課題解決型学習や自ら学ぶ「主体的学び」といった新たな指導方法が求められています。今はいい高校、いい大学に入れば将来が約束されるという時代ではありません。小学校の高学年くらいになると、児童たちになぜ学ぶのか実感を伴って理解させないと、授業についてきません。教師が一方的に話す一斉授業はもう通用しないのです。でも肝心の先生にそうした新しい指導方法を身につける余裕がないのが現状です。

−−国際教員指導環境調査では、日本の先生は自己肯定感が低いという傾向も表れました。

　かつては職員室で教員同士が指導法を教え合ったり、愚痴を言い合ったり、ほめあったり、という雰囲気がありましたが、今はそれどころではありません。こうした「同僚性」の喪失も背景にあると思います。毎年、精神疾患で休職している先生は５０００人前後にも上ります。その一方で、学校に次々と新しい課題が持ち込まれ、小中学校では道徳が早ければ１５年度から、小学５、６年生では英語が１８年度からそれぞれ段階的に教科化される見通しです。教員はこうした新教科の指導方法を身につける必要があります。休日をつぶして自己研さんを積んでいる先生も少なくありません。国は子供のために良かれと思っているのでしょうが、基盤となる指導体制が追いついていないのです。

−−文部科学省は教員の負担軽減のため、来年度から「チーム学校」＝２＝という方針を打ち出しました。

　専門家が一体となって諸問題に取り組もうということです。専門的な知見を持った人材が学校に入ってくること自体は良いことです。ただ、そうした人たちと打ち合わせをする時間が必要となり、さらに多忙となることは避けねばなりません。

　◇聞いて一言

　増田教授によると、最近は教職課程を修了しても教員を志望しない学生がどの大学でも増えているらしい。「きつい」勤務実態を知り、敬遠してしまうのだという。都市部では、団塊世代教員の大量退職で採用を増やそうとしても志望者が集まらず、採用試験の倍率が１５年前の３分の１程度の３倍台というケースも出ている。教員の質低下が懸念されるし、何よりも直接影響を受けるのは子供たちだ。教員の置かれた環境を改善しない限り、この「負」の流れを止めることはできない。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇１　国際教員指導環境調査

　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が２０１３年に３４カ国・地域の中学校教員を対象に実施。日本は、１週間の勤務時間が最長の５３．９時間で平均（３８．３時間）の１．４倍だった。事務作業の時間（５．５時間）は約２倍。課外活動指導（７．７時間）は３倍超だった。「生徒に勉強ができると自信を持たせることができるか」との問いに、「非常によく」と「かなり」を合わせて「できている」としたのは約１８％で、平均（８６％）を大きく下回り、日本の教員の自信のなさが浮き彫りになった。

　◇２　チーム学校

　いじめ、不登校、貧困、暴力行為、発達障害など学校が直面する課題に、教員だけではなく各分野の専門家が「チーム」となって対応しようという考え方。メンバーは、社会福祉士など福祉の専門家、スクールソーシャルワーカー、特別支援教育のための看護師らが想定されている。

http://mainichi.jp/shimen/news/20140910ddm004070011000c.html
・他人を暴力で支配する人・される人:【基礎知識】監禁・虐待事件に見る「人が逃げられなくなる理由」（9月10日）
◇逃げるのは簡単ではない
　2014年8月15日、愛媛県伊予市の市営住宅の押し入れから、17歳の少女の遺体が見つかった。事件の調べが進むなかで、その部屋に住む36歳の女が、複数の少年たちを自宅に入り浸らせ、少女を暴力で服従させていた事実が明らかになってきた。少女は家出中の身で、家事などを強要されていたが、身体を拘束されていたわけではなかった。少女が暴力を振るわれる場面は、近所の住民たちにたびたび目撃されていた。警察もそれを把握していた。にもかかわらず、なぜ少女は逃げることをせずに殺されてしまったのか。

　こうした事件が起きるたびに、脳裏をよぎるのが「殺される前に、なぜ逃げなかったのか」という疑問だ。しかし現実には、多くの監禁・虐待事件が「逃げるのは簡単ではない」という事実を示している。

　たとえば、2013年2月に堺市で起きた傷害致死・死体遺棄事件だ。当時69歳の北川睦子さんが、岩本孝子（63）・池田和恵（57）両被告に殴る蹴るの暴行を受けて死亡、遺体はごみバケツにコンクリート詰めにされ、奈良県の山中に遺棄された。3人が出会ったのは、事件をさかのぼる3年ほど前、北川さんが夫を亡くした頃である。当初、3人は仲のよい飲み仲間だったが、あるとき北川さんがふざけて岩本被告の頭を叩いたのをきっかけに、関係が一変した。

　◇「後遺症が出た。慰謝料を払え」

　北川さんは岩本被告に恫喝されるようになった。土下座させられては殴られ、ときには猫の糞を食べさせられたこともあった。年金が振り込まれる預金通帳とキャッシュカードも取りあげられた。

　北川さんは岩本・池田両被告のいいなりになった。住民の通報を受けて警察官が訪れ、腫れあがった顔を指摘すると、「自分で転んだ」と言い訳した。見かねた知人が救いの手を差し伸べても「岩本さんに怒られる」と断っていた。助かるチャンスは何度もあったが、被害者自身がそれを潰していたのである。

　共犯の池田被告も、じつは岩本被告の暴力と恐喝の被害者だった。北川さんの不審な“失踪”がマスコミで取り沙汰されるようになった2013年5月頃、池田被告はテレビ局の取材に対して、過去の暴行が岩本被告の命令によるものだったことを告白、しきりに「怖いねん」「岩本のイの字も出すなと脅された」と、報復を恐れていることを明らかにした。岩本被告は、この告白を知るや、池田被告の自宅に押しかけ、テレビカメラの前で「池田！　開けやコラー！」と玄関のドアを蹴るなどしている。暴力による支配の構図を垣間見せた瞬間だった。

　結局、6月には死体遺棄にかかわった男たちを含めて4人が逮捕され、事件の全容が解明されることになった。2014年3月、大阪地裁堺支部でおこなわれた裁判員裁判で、主犯の岩本被告には懲役12年の判決が出た。

　◇尼崎連続変死事件における脅迫の手口

　暴力による支配が1対1の関係で起きるケース−−典型的なのは、ＤＶのような一方的な暴力による支配と服従の関係である。だが、ＤＶ以上に「逃げる」ことが容易でないのは、関係する人間が複数いるケースだ。加害者たちの間には、上下の共犯関係が成立し、容易に抜けられなくなるのである。下位の者は、自分よりさらに下位の者を虐待することによって自分への暴力を避けようとする。前掲の堺事件の池田被告がそれに当たる。ピラミッドの頂点に立つ人間にとって、都合のいいシステムがつくられるのである。

　ピラミッドの頂点に立つのは、他人の心理を読み、操ることに長けた人物だ。そして支配者は、このシステムをさらに強固にしていく。2011年11月に発覚した尼崎連続変死事件の主犯、角田美代子（12年12月に拘置所で自殺）はその一人といってよい。

　角田美代子は尼崎市の複雑な家庭に生まれた。その反動だったか、自分のまわりに血縁のない人間を集め、自らが君臨する“ファミリー”を築いた。そして、金のありそうな家族を標的にしては、脅迫し金銭を搾り取った。被害家族の中で自分に従う者、気に入った者は自分のファミリーに取り込む一方、従わない者、邪魔になった者に対しては、容赦なく命を奪った。

　たとえば、初期の標的となった高松市の谷本家は、父母と娘2人の4人家族。母の実家が尼崎にあったというだけで、次のような悲劇に見舞われることになった。

　2003年初め、尼崎の実家から、母の兄の元妻の連れ子（谷本家の娘にとっては義理の元従兄弟）を預かってほしいといわれ、送り込まれてきたのが、じつは角田美代子の“手下”の粗暴な男だった。この男は何かと難癖をつけては家族に暴力を振るい、金をせびった。元親戚とはいえ、困惑した谷本家は、男を尼崎に送り返した。すると今度は、角田美代子がヤクザふうの男たちを引き連れて高松に乗り込んできた。そして一家を暴力で支配し、一族から金を搾り取った。父母を全裸にして近所に金策に走らせることもあった。

　この両親は娘たちを守れない−−情けない両親の姿を見せつけて、娘を自分のほうに取り込むのが角田美代子の狙いの一つだった。娘たちは、いわれるままに親を殴った。

　ファミリーはイナゴの群れのように谷本一族を喰いつくし、谷本家の2人の娘と伯父（父の兄）を連れて尼崎に戻っていった。当時高校生だった次女はのちに角田美代子の次男と結婚、ファミリーの重鎮におさまる。しかし長女と伯父、尼崎にいた祖母は無残に殺され、遺棄された。母は角田から逃げようとしたが、結局、病院で死亡することになる。唯一、警察にも駆け込まず、尼崎に潜伏していた父だけが無事だった。

　◇家族で殺し合う−−北九州連続監禁殺人事件

　尼崎連続変死事件の角田美代子は、逮捕後、ファミリーの面々が次々と殺人や死体遺棄を自供したのを知って、抑うつ的になり、拘置所で長袖のＴシャツの袖を首に巻き、自ら締めて窒息死するという特異な方法で自殺した。企みの敗北を自覚しての死だった。

　一方、似たような事件を起こしながら、逮捕後もまったく敗北を認めなかった男がいる。北九州連続監禁殺人事件の主犯、松永太死刑囚だ。日本の犯罪史上、まれにみる詐欺師といってよい。

　2002年3月、17歳の少女が監禁先から脱出、祖父母のもとに逃げ込んで警察に通報。悲惨な事件が発覚した。

　少女は10歳のとき、松永とその内妻、緒方純子受刑者のもとに預けられ、以来、7年近く、何人もの人間が2人に監禁され、殺され、遺体が解体されていくのを目撃（最初の犠牲者は、不動産業者だった彼女の父親だった）、ときには殺人や死体処理を手伝わされた。最後は、このままでは自分も殺されると脱走したが、見つかって引き戻された。その制裁として松永にペンチを渡され、「自分の足の親指の爪をはがせ」と命じられ、泣きながらそれを実行したという。

　1997年、松永が金づるとして選んだのは、内妻の実家、緒方家である。実家は一族の本家筋にあたり、父親は農協関連団体の役員を務める地元の名士だった。松永は「おたくの娘は不動産業者を殺して死体を遺棄した。自由にさせるとまた凶行を働く。自分が面倒をみてやるから、それなりの費用を払え」と要求した。内妻の緒方純子受刑者には、以前から実家や知人に電話をかけさせ、相手を罵倒するよう仕向けていた。実家は、まじめだった娘がとんでもない厄介者になったと思い込み、娘の犯罪を公にしないために松永を頼った。

　内妻の純子受刑者は、じつは松永のＤＶの被害者であった。何度も逃げようとして捕まっては暴力を振るわれていた。しかも、実家や知人を罵倒するようなことを松永にさせられていたため、頼るところはすでになかった。

　やがて、松永に貢ぐために巨額の借金を背負って返済のめども立たなくなった緒方家は、父、母、同居していた妹夫婦、その2人の子供ともども、松永のいうがままにマンションの一室で松永たちと同居するようになる。待っていたのは、監禁と虐待だった。

　そしてもはや一銭も貢ぐことができなくなると、半年ほどかけて一人ずつ殺されていった。遺体は解体され、内臓はミキサーにかけてトイレに、その他は鍋で煮て海に流されたという。

　主犯の松永は、犯行に際して指示をほとんど出さなかった。「口のきき方が悪い」とか「態度が悪い」といったささいな理由で誰か一人に難癖をつけ、「どうすべきか家族で話し合え」と下駄を預ける。

　激しい暴力や食事制限、排泄制限などによって松永の奴隷と化していた彼らは、「殺せということだろう」と松永の意図を察し、忠実にそれを実行した。そうしなければ、自分に対するさらにひどい虐待が待っているからである。殺害・解体の主導的役割を果たしたのは緒方純子受刑者だった。松永は、自らは手を汚さず、身内同士で殺し合いをするように仕向けたのである。

　◇服従を強いる「通電」という拷問

　松永はたぐいまれな話術の持ち主だった。初対面の人間には快活で善良なキャラクターを装った。人に気持ちよくしゃべらせ、不満や他人への悪口が出たら記憶しておき、ここぞというとき、「あいつはお前のことをこう言っていたぞ」というように、人間関係を操る道具に使った。緒方家は、そうした分断工作を仕掛けられた。互いが監視し合うという人間関係がつくられたのである。松永は逆らう者は容赦なく虐待したから、誰もが松永の歓心を買おうと努めた。

　松永の人心操作術と両輪をなしていたのが暴力による支配−−よく使われたのが、彼らが「通電」と呼んだ虐待である。監禁された被害者たちは、むき出しにした電気コードの先端に金属製のクリップをつけたものを使って、手足や胸、顔、陰部などに繰り返し通電された。彼らはしだいに思考能力が衰え、正気を失っていった。緒方家の父親が死亡したのも、娘である純子受刑者が過剰に通電したことによるショック死だった。

　1960年代に米イェール大学で、人に電気ショックを与える心理実験がおこなわれたことがある。通称「アイヒマン実験」と呼ばれるこの実験は、「電撃を命じる科学者」「スイッチを入れる人」「電撃を受ける人」の3人一組でおこなわれた。被験者は「スイッチを入れる人」で、一般から募集された。

「電撃を受ける人」が簡単な設問に対して間違った答えをいうたびに、被験者は電撃のスイッチを押さなければならない。しかも、電撃のレベルは15ボルトから始まり、押すたびに上がっていく。レベルが上がれば、「電撃を受ける人」の苦痛も増す。最大は450ボルトで、死を招くレベルである。他人に通電を命じられた人が、どこまでその命令に忠実に従うかを調べるというのが、この実験の目的なのである（じつは「電撃を受ける人」は俳優が演じており、実際には通電されていないが、被験者はそれを知らされていない）。

　これとは別に、心理学者や学生、一般の人々を対象に、「あなたが被験者だったら、どのくらいのレベルでスイッチが押せなくなると思うか」という問いに答えるアンケートをとった。多くの人が150ボルトあたりで押せなくなり、実験の中断を申し出るだろうと回答しているのだが、実験の結果は意外なものだった。「電撃を受ける人」が悲鳴をあげたり、気絶したりする姿を見ているにもかかわらず、最大の450ボルトになるまでスイッチを押しつづけた人が30％もいたのである。相手の姿が見えず、声しか聞こえないようにした実験では、最大ボルトまでつづけた人が60％を超えた（スタンレー・ミルグラム『服従の心理』河出書房新社）。

　原因は「電撃を命じる科学者」の台詞だった。被験者がためらいを示すと、「続けてもらわないと実験が成り立ちません」「絶対につづけてください」などと促すのである。被験者は、ためらいながらもそれに従った。「電撃を受ける人」の生命よりも権威者の命令のほうを優先したのである。

　当時、ホロコーストの責任者の一人だったナチスのアイヒマンが逃亡先の南米で逮捕されて裁判にかけられ、ユダヤ人虐殺がはたして“異常者”たちによる犯罪だったのか否かが論争になっていた。イェール大学のこの実験が「アイヒマン実験」と呼ばれたのも、この実験結果が、アイヒマンは職務に忠実な公務員にすぎず、人は誰でも「権威者」の命令に従って非人道的な行為に手を染める可能性をもっている例証の一つとして使われたからである。

　北九州連続監禁殺人事件でいえば、松永こそこの「権威者」だった。緒方純子受刑者は、いや、監禁されていた者全員が松永の命令に忠実であろうとした。松永が「死んでほしい」と示唆する人間は殺さねばならないのだった。それどころか、これから殺されるであろうことがわかっている当人でさえ逆らおうとしなかった。緒方家最後の死者となった妹夫婦の長女は、電気コードで絞殺される際、台所の床に静かに横たわり、コードを首の下に通しやすくするため自ら頭を持ち上げたという。彼女はわずか10歳だった。

　◇殺さなければ、自分が殺される

　死亡者が7人に及ぶ凄惨な事件が終わり、松永・緒方両被告の裁判が福岡地裁小倉支部で始まったのは2005年9月。松永は得意の弁舌で、緒方の証言とはまったく違う事件の筋書きを語った。すべては緒方のやったことで、「自分は巻き込まれて大変迷惑している」というストーリーである。遺体の解体・遺棄の方法については、「自分がプロデュースした」と認め、「私の解体方法はオリジナルです。魚料理の本を読んで応用し、つくだ煮を作る要領でやりました」と、法廷で笑いをとろうとまでしたのである。

　一審は両被告とも死刑。だが二審では、緒方が20年にわたるＤＶによって松永の支配下にあったことが認められ、無期懲役に減刑、最高裁で確定した。松永のほうは弁舌の甲斐なく死刑が確定した。

　精神科医の岩波明氏は、松永を「間違いなくサイコパス」としたうえで、監禁された緒方家の人々が「情動麻痺」と呼ばれる状態に陥り、通常の感情や、自分が生きているという感覚が失われていたと指摘する。

「情動麻痺が起こりやすいケースは、残忍な手段による『暴力』や『死』の目撃者や被害者となった時である。（中略）家族の無残な『死』を演出することによって、松永は緒方家の人々を精神的に支配した。彼らは精神的にも肉体的にも松永の奴隷となった」（豊田正義『消された一家』所収解説）

　自分も加害者にならなければ逆に殺されてしまうというのは、連合赤軍事件において主犯の永田洋子がつくりあげた状況によく似ている、というのが岩波氏の分析である。

　こうした犯罪の歴史をさかのぼってみると、同様の状況はいつの時代にも、どの場所にも存在した。先述の尼崎連続変死事件もそうだし、少年事件史に残る凶悪事件といわれた1989年の女子高生コンクリート詰め殺人事件も同じである。

　一人の少女が不良少年たちに誘拐されて41日間監禁され、虐待死したこの事件では、少年たちの間に、「やらなければ、自分がやられる」という緊張関係があったことが明らかになっている。この事件は、監禁場所となった家に少年の両親が同居していたこともあり、「逃げられなかったはずはない」という“少女の自己責任”論が浮上して論争にもなった。しかし、物理的な死の前に「精神の死」が訪れるのが監禁・虐待事件の通例である。人が逃げられなくなるのは逃げ道がないからではない。精神の死こそが本当の理由なのである。（日本の論点編集部）

http://mainichi.jp/ronten/news/20140910dyo00m010010000c.html
・ことば:子ども・被災者生活支援法　／秋田（9月12日）
　◇子ども・被災者生活支援法

　福島第１原発事故で被災した人々の健康不安の解消と生活支援などを目的に、２０１２年６月に成立。「避難」「帰還」「移住（他県へ定住、永住）」のいずれの選択も尊重する理念が掲げられた。だが、昨年１０月政府が示した基本方針では、支援対象地域を福島県内で放射線量が高い３３市町村に限定。対象地域外からの「自主避難者」の支援は見送られた。支援の内容は、▽子どもへのスクールカウンセラー派遣▽公営賃貸住宅への入居の円滑化▽学校給食の放射性物質検査を充実▽就労支援拡充−−など。避難者や支援者から「新鮮味に乏しく、内容も形骸的だ」と批判されている。県によると、福島県からの避難者（７３２人）のうち支援対象となる３３市町村から避難している人は、５９４人とみられる。

http://mainichi.jp/area/akita/news/20140912ddlk05040146000c.html
・待機児童:２万人超　４年連続減、自治体格差は拡大（9月13日）
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　厚生労働省は１２日、認可保育所に申し込んでも満員で入所できない待機児童の数が今年４月１日時点で２万１３７１人だったと発表した。１年前より１３７０人少なく、減少は４年連続ながら、依然２万人を超す高い水準が続いている。

　保育所の総定員数は２３３万５７２４人。１年で４万６９０５人分増加し、入所できた児童数も２２６万６８１３人と４万７２３２人増えた。ただし、枠が広がると、預けるのを諦めていた保護者も申し込むようになる例が多く、地域によっては入所希望者が定員を上回る状況が続いている。

　待機児童のいる自治体は３３８市区町村で２カ所減少。最多は東京都世田谷区の１１０９人（前年同期比２２５人増）で、次いで同大田区が６１３人（同１７５人増）と首都圏や近畿圏、政令市に集中している。

　一方、昨年６９５人とワースト２位だった福岡市は定員を前年より１８２０人増やしたこともあって待機児童ゼロを達成。川崎市も３７６人減の６２人に改善するなど、自治体の間で差が生じている。

　◇「受け皿２０万人」　目標へあと９０００人

　また厚労省は同日、２０１３〜１７年度末までの５年間に４０万人分の受け入れ枠を確保する「待機児童解消加速化プラン」に関し、２０万人分を整備するという１４年度末までの目標に対しては、約１９万１０００人分を確保できるとした。

　待機児童数が２万人台なのに４０万人分の枠を確保するのは、入所を諦めている「隠れ待機児童」が、データ上の待機児童数より１ケタ多いとみられるためだ。厚労省は「このペースを維持すれば４０万人の目標達成も可能」（保育課）とみている。

　ただ、１５年度からの新たな子ども・子育て支援制度は、求職中の人にも保育所の利用権があることを明記している。「４０万人」の試算には求職中の人の需要が十分反映されていない。さらに、新制度には１兆円超の財源が必要なのに対し、確保できているのは７０００億円。それも来年１０月の消費税率１０％への引き上げが前提で、税率アップが見送られると計画は根底から崩れる。深刻な保育士不足を解消できるめども立っていない。【中島和哉】

http://mainichi.jp/shimen/news/20140913ddm003100102000c.html
・記者の目:「子供の貧困対策大綱」閣議決定＝遠藤拓（東京社会部）（9月23日）

◇政権の本気、感じられず
　やはり、安倍政権は本気ではなかった−−。政府が８月２９日に閣議決定した「子供の貧困対策大綱」への、偽らざる感想だ。「日本の将来を担う子供たちは国の一番の宝」だとし、対策の重要性を強調したことには一定の意義がある。だが、崇高な理念に見合う実効性を担保できたかは、残念ながら疑わしい。

　平均的な年収の半分を下回る世帯で暮らす１７歳以下の子供の割合を示す「子供の貧困率」は、２０１２年に１６・３％と過去最悪になった。困窮家庭の子供や親の養育を受けられない子供は、経済面をはじめさまざまな苦境にさらされる。大綱には１月に施行された「子どもの貧困対策法」に基づき、国の具体策や理念が盛り込まれた。

　策定にあたり、子供を支援する専門家や当事者らは、返済の必要がない給付型奨学金などの現金給付を充実させ、国としていつまでにどれほど貧困を解消するか数値目標を定めるよう声を上げ続けた。だが、政府は財源不足などを理由に、提案をことごとく退けた。並んだのは従来の施策やその延長線上の事業ばかりで、大胆さに欠けていた。

　◇本音隠す官僚と後ろ向き財務省

　一連の取材で最初に違和感を感じたのは、対策を主に受け持つ内閣府、文部科学、厚生労働両省の官僚の姿勢だ。大綱づくりに役立てようと内閣府に設置された検討会は教育、福祉など幅広い分野の専門家らで構成された。各界の第一人者が、現在の課題と大綱への希望を力説した。

　会合に同席した官僚たちは、専門家らの訴えを神妙な表情で聞いた。だが、彼らは一度その場を離れると「財源確保は困難」と一様に小難しい顔をするのだ。なぜ会合で発言しないのか。ある官僚は「現実をぶつけると議論がつまらなくなる」と説明した。

　居並ぶ官僚が本音を隠し、関係者に言いたいことを吐き出させる構図はどこか異様で、誠実さに欠ける。限りある財源を有効に使うため、官民で知恵を出し合えばよかったのではないか。「要するにガス抜きですね」。ある傍聴者の見立てが、あながち外れていないと思えてくる。

　財務省からの横やりも、政権の「本気度」を疑わせた。３月末、財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会。子がいる世帯が受け取る生活保護費は、年収３００万円未満の低所得世帯の消費水準を上回るとして、同省は生活保護の母子加算を削減するよう主張した。この事実が５月中旬、社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会で紹介されると、委員からは「母子加算削減と子供の貧困対策を一度にするのはブレーキとアクセルを同時に踏むようなもの」と反対の声が噴出した。田村憲久厚労相（当時）ら関係閣僚からも、財務省をけん制する発言が相次いだ。

　財務省は結局、生活保護の別の扶助や加算の削減を主張する立場へと転じた。だが、一連の経緯は「貧困問題になるべくカネを出したくない」という財務省の本音だけでなく、政府が一枚岩ではなかったことまで露呈させたといっていい。

　◇首相のアピール、中身なく失望

　私は安倍晋三首相の「本気度」も怪しいと思っている。首相は子どもの貧困対策法に基づいて設置された「子どもの貧困対策会議」の会長でもある。どんなに官僚が渋っても、首相が仕向ければ重点的に予算が投入されるはずだ。でも、そうした指導力を発揮した様子は、残念ながら見受けられない。

　がっかりさせられる出来事があった。大綱の閣議決定直前に開かれた子どもの貧困対策会議。首相は前日に検討会メンバーと懇談したことに触れ「（大綱は）私自身も昨日有識者から直接お話をうかがったうえでとりまとめた」と述べたのだ。あたかも大綱の充実に首相が一役買ったような言いぶりだったが、内容は関係省庁や与党の調整を経て既に固まっていた。

　懇談は首相側の要請で実現した。積極姿勢をアピールすることはあるのかもしれないが、懇談後に内容が拡充されたわけではない。誇張が過ぎると、子供たちの失望につながる。少なくとも、首相にとって子供の貧困対策は、特定秘密保護法や集団的自衛権の行使容認のように、反対を押し切ってまで断行する政治課題でなかったことは確かだ。

　子供の貧困は長い間、その存在すら認知されない問題だった。生半可な対策では、人知れず己の運命に涙する子を減らすことにはならないだろう。数値目標を掲げて優先的に予算を配分し、現金給付などの施策を実現させる必要がある。安倍政権は今後、本気で問題に取り組むのか。取材を続けたい。

http://mainichi.jp/shimen/news/20140923ddm005070008000c.html
・神戸・小１女児遺棄:狙われる登下校時　女児被害、男児の倍　昨年・警察庁まとめ（9月26日）
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　神戸市長田区の草むらで市立名倉小１年、生田美玲（みれい）さん（６）の遺体が見つかった死体遺棄事件。警察庁によると、美玲さんのように１３歳未満の子どもが連れ去られたと警察が認知した事案は２０１３年だけで９４件（うち２４件はわいせつ目的）だった。奈良市で下校途中の小学１年の女児（当時７歳）が誘拐・殺害されるなど過去１０年間で最多だった０４年の１４１件からは減ったが、被害は高止まりしている。

　同庁が９４件を分析したところ、被害者の年齢は０〜５歳が３２件、６〜１２歳が６２件で、男女比はほぼ１対２だった。発生時間帯は、「不明」の３２件を除けば、最多は「午後４〜６時」（１９件）。続いて「午後２〜４時」（１０件）▽「午前８〜１０時」（８件）▽「午後６〜８時」「午前１０時〜正午」（７件）−−など。登下校の時間帯が狙われているとみられ、こうした傾向は０４年と同じだった。

　一方、容疑者と被害者との関係には違いが浮かんだ。０４年に摘発された１００人の容疑者から見た関係性は「面識なし」が７０人と圧倒的に多く、別居中などによる「親族」が１８人▽「知人・友人」５人−−など。これに対し、昨年摘発された７５人について同様に調べたところ、面識なしは３１人で▽親族３０人▽知人・友人５人−−などだった。

　警察庁は０５年、栃木県日光市（旧今市市）で女児が殺害されるなど子どもを巡る凶悪事件が相次いだことを受け、全国の警察に学校周辺や公園などの見回りの徹底を指示。０９年には全国の警察に「子供女性安全対策班」が設置されたほか、防犯ボランティア団体（１３年末）も０４年の約６倍の４万７０８４団体まで増え、安全への取り組みは進んだように映る。

　同庁犯罪抑止対策室の青山彩子室長は「最も大切なのは子ども自身に危険性を知ってもらうこと。保護者は子どもに強く言い聞かせてほしい」と話す。【長谷川豊】

http://mainichi.jp/shimen/news/20140926ddm041040231000c.html
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜ありのままで＞性的マイノリティーと学校　選べぬ中学、苦痛分かって（９月２９日）[image: image14.jpg](A PREETLIEIRFHO
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　制服やトイレ、体育の授業といった「男か女」に分けられることが多い学校で、性同一性障害、同性愛（非異性愛）などの性的マイノリティー（ＬＧＢＴ）の子や教員は、誰にも打ち明けられずに悩みを抱えているケースが多い。２０人に１人はいるとされる当事者の体験や周囲の理解の広がりを今回から３回にわたって連載し、学校での対応を考える。初回は、当事者の学校時代の体験から、彼らの思いをお伝えする。

　＜関東地方の高校１年　ユウキさん（仮名、１６歳）＞

　ユウキさんは、体は男性だが、自らは女性と感じている。小学生の頃、体育の授業の着替えで男子グループに入れられ、違和感があった。中学で男子の制服を着ることが苦痛だった。心を殺し、下校時は校門を出ると団地の建物の陰で制服を脱いでから帰宅した。

　立って用を足すことがどうしてもできなかった。トイレの個室を使っていると、同級生がドアをよじ登ってのぞこうとしたり、上から水や殺虫剤をかけられたりした。

　●トイレでいじめ
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　担任教師はいじめを知りつつ見て見ぬふりをした。思い切って相談すると「お前が校則を守らないからだ」と怒られた。「いじめからかばってくれた友人がいじめられ、学校に姿を見せなくなった。つらくて償うために死のうとも思ったが『男』のまま死にたくはなかった」

　上半身裸になる水泳の授業。「プールに入りたくない」と言ったら体育教師から「入るのが当たり前」と一蹴された。修学旅行では、同級生のいない時間に、ひとりシャワーを浴びた。
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　高校で転機が訪れた。制服のない学校を選んだ。事情を学校に伝えると「今までも５、６人同じような生徒がいた」と受け入れてくれた。女子生徒として通学することになった。今ではダンス部で活躍。トイレは「身障者用を使っていい」と言われている。「中学時代の先生にもっと受け入れてほしかった。『困ってることある？』と聞いてくれたら、どれだけ救われたか」

　＜神奈川県の高校１年　ジュンさん（仮名、１６歳）＞

　ジュンさんは、体の性は女だが自認する性は男だ。中学時代、制服のスカートがはけなかった。体育や音楽、そして教室の席まで男女別。学校に行けなくなった。インターネットで調べると、ＬＧＢＴや「ＦＴＭ（女性として生まれ、性自認が男性の人）」という言葉があることを知った。「これだ」と確信した。

　●服装希望かなわず

　不登校の理由を聞く担任教諭に「スカートの下にジャージーをはきたい」と希望した。性同一性障害は理解しているようだったが「そんなの正当な理由じゃない。学校ではどうにもできない」。結局、定期テストの日だけジャージー姿で別室登校し、卒業した。

　高校は制服がない学校を選んだ。合格が決まると、学年主任と養護教諭に事情を話した。教師全員に説明済みで、本名ではなく希望した男っぽい通称で呼ばれている。体育は男女一緒で着替える場所も自由だ。将来はスクールカウンセラーになって、自分のような子の相談に乗ってあげたいと思う。「高校は選べても中学は地元で通うので選べない。少しでも違いを認めてくれたら」

　◇先生のフォローあれば、周囲は変わる

　ＬＧＢＴの自殺防止に取り組む民間団体「いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」は昨年、ＬＧＢＴの若者約６００人に初めて学校生活調査を実施した。約７割がいじめや暴力を受けた経験があり、そのうち約３割が「自殺を考えた」と答えた。深刻な実態が明らかになった。

　２００４年に特例法が施行されたことを背景に、文部科学省は１０年、性同一性障害の児童・生徒について、教育相談を徹底し本人の心情に十分配慮した対応をするよう都道府県教育委員会などに通知した。しかし、全国の小中高校などを対象に昨年実施した実態調査では、学校が把握した事例に限っても、特別な配慮をしている割合は６割にとどまった。性同一性障害以外の性的マイノリティーは通知や調査の対象になっていないが、配慮が必要なのは当然だ。

　東京都の男性（２３）には忘れられぬ記憶がある。ゲイで、中学時代から男子だけの場に苦痛を感じた。中学２年での内科検診。上半身裸で待つのが嫌で担任教諭に相談した。「男らしくないこと言うな」。職員室中の教員に笑われた。養護教諭を目指している男性はこう思う。「学校も『異性が好き』が基本になっているが、そうじゃない子もいる。一言でもフォローしてくれる先生が増えてほしい」

　一方で、高校の授業で「救われた気がした」というレズビアンの東京都の会社員（２２）。家庭科で結婚がテーマになった時、教諭が「世の中には同性をパートナーにする人もいる」と説明してくれたのだ。「先生は、同性愛を笑いのネタにせず、からかう生徒がいたら『差別だよ』と注意してほしい。ちょっとしたことから周囲の意識は変わるはずだから」【藤沢美由紀】

………………………………………………………………………………………………………

　◇性的マイノリティー（ＬＧＢＴ）

　性を構成する要素の、生物学的な性▽自らの性別の考え方▽どの性別が恋愛対象か−−といった要素が多数と異なる人を指す。レズビアン（女性同性愛者）▽ゲイ（男性同性愛者）▽バイセクシュアル（両性愛者）▽トランスジェンダー（性別越境者。性同一性障害を含む体と心の性が一致しない人）などで、その頭文字から「ＬＧＢＴ」と称されることもある。ホモ、レズといった呼称は、当事者以外が使うと差別的表現になる可能性がある。日本精神神経学会は今年、「性同一性障害」を「性別違和」と名称を変えた。

………………………………………………………………………………………………………

　＜ＬＧＢＴの子供が困る可能性が多いこと＞

　◇男女で分けられているもの

トイレ、着替え、制服、健康診断、宿泊行事、音楽のパート分け、体育、敬称（さん、君）、一人称（僕、私、俺）、持ち物の色、名簿、席順

　◇男女で二分したり、異性愛を前提としたもの

保健・性教育、家庭科、道徳、男らしさ・女らしさを押しつけること、恋愛の話、進路指導や人生設計

　＜教員が相談を受けた際のポイント＞

・セクシュアリティーを決めつけない。

・「話してくれてありがとう」と伝える。

・何に困っているのか聞く。

・誰かに話しているか、話していいかを確認する。

（本人の同意なく第三者に伝えない）

・支援・相談機関などにつながる情報を伝える。

・最適な対応は一人一人違うため、子供との対話の中で対応を考えていく。

　＜教員が今日からできること＞

・ＬＧＢＴに関する本を学級文庫や図書室に置いたり、ニュースについて教室で話したりする。

・学級通信など配布物や掲示物で情報発信する。

・身近にいるＬＧＢＴの人のことを話す。

　（ＮＰＯ法人「ＲｅＢｉｔ」作成の資料より要約）

………………………………………………………………………………………………………

　◇無料電話相談窓口　よりそいホットライン

０１２０・２７９・３３８（２４時間）

　※ＬＧＢＴのための専門回線がある。

http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20140929org00m040006000c.html
＊産経新聞
・「多様な性」伝えるパネル（９月３日）
　性的マイノリティーに対する偏見をなくし、いじめや自殺を防ぐ活動「いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」では、「多様な性、知っていますか？」と題したパネル＝写真＝を制作し、貸し出しを行っている。パネルは東京都地域自殺対策緊急強化補助事業として制作されたもの。

　多様な性についての基礎知識のほか、当事者や家族の声も盛り込み、親しみやすいデザインが好評だ。大学や高校の文化祭、自治体のイベントなどで展示されている。データをダウンロードして好みのサイズで展示したり、授業で配布したりすることも可能。（一般社団法人「Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈ」編集部／ＳＡＮＫＥＩ　ＥＸＰＲＥＳＳ）
【ガイド】
問い合わせはメール（ｒｅｓｐｅｃｔｗｈｉｔｅｒｉｂｂｏｎ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ）まで。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140903/trd14090318050014-n1.htm
・先生の若返りは進むけれど……学校が抱える「年齢構成」問題　斎藤剛史（９月８日）
文部科学省が発表した２０１３（平成２５）年度「学校教員統計調査」（中間報告）の結果、国公私立学校全体の教員の平均年齢が下がっていることがわかりました。これまで教員平均年齢は上昇傾向を続けていましたが、いよいよ若返りに転じたようです。先生全体の若返りは、子どもたちの教育にも少なからず影響があるようです。

調査は３年ごとに実施しているもので、２０１３（平成２５）年１０月１日現在、非常勤や臨時任用などを除く本務教員の平均年齢は、公立幼稚園が４１．６歳（前回調査の２０１０＜平成２２＞年度は４２．４歳）、私立幼稚園が３４．７歳（同３３．９歳）、公立小学校が４４．０歳（同４４．４歳）、公立中学校が４４．１歳（同４４．２歳）、公立高校が４５．８歳（同４５．８歳）、私立高校が４４．１歳（同４４．４歳）となっています。私立幼稚園はやや上昇していますが、小学校と中学校は低下、高校も公立は前回と同じですが、公私立全体では平均年齢が低下しました。小学校から高校までのすべての学校段階で平均年齢が下がったのは１９７７（昭和５２）年度の調査開始以来、初めてです。

現在、新規採用教員数は増加しているため、これからどんどん教員の平均年齢は若返っていくと思われます。しかし、教育関係者などの間では学校教育への影響を懸念する声があります。一体、どういうことなのでしょうか。

問題は、平均年齢の低下自体ではなく、教員年齢構成の不均衡にあります。第２次ベビーブーム世代が学齢期に達した１９８０年前後、児童生徒の増加に対応するため大量の教員が採用されました。この大量採用層がずっと教員平均年齢を押し上げてきたのですが、現在この層が定年退職時期を迎えており、その穴埋めのため新規採用者が大幅に増えています。つまり小学校から高校の教員は、大量採用の分厚い５０代のベテラン層、そのあおりで極端に数が少ない４０代と３０代後半の中堅層、再び増えている３０代前半から２０代の若手層という「ひょうたん型」のアンバランスな構成になっているのです。

民間企業も含めて組織の中堅層には、業務の実質的中心を担うだけでなく、世代間ギャップの大きいベテランと若手の間を仲介する役割があります。ところが学校現場では、中堅層が主任クラスになって非常に多忙なうえに数が少ないため、若手の面倒を見たり、ベテランと若手の橋渡しをしたりすることに手が回らず、その結果、「若手教員の孤立」という状況が一部で起きているとも指摘されています。

また指導力のある教員は、視線やしぐさだけで騒いでいる子どもたちを鎮めることができますが、このような指導技術はある意味「職人技」とも言えます。講義などで伝えることは難しく、現場の長い経験の中で上から下の世代へと受け継がれていくような種類の技術です。しかし、ベテラン層の一斉退職により、これらの日常的な指導技術が若手教員に継承されないまま、失われる可能性があると教育関係者の間で懸念され始めています。

教員平均年齢の若返りの裏側には、このような課題があることを知っておくことも大切でしょう。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140908/edc14090815000002-n1.htm
・子供のネット、総務省・業界が安全対策強化（９月９日）
　■サイト閲覧制限の徹底　運営に関する情報公開

　スマートフォンや会員制交流サイト（ＳＮＳ）をきっかけに、子供が性犯罪やいじめに巻き込まれるケースが増えており、総務省や通信業界団体が安全対策の強化に乗り出した。有害サイトの閲覧制限の徹底や、サイト運営に関する情報公開の促進が柱となる。

　総務省の有識者会議は７月、青少年を保護するために「民間主導による最大限の取り組み」を業界に求める提言をまとめた。提言は、有害サイトの閲覧を制限する「フィルタリング」が十分機能していないと警告。携帯電話会社が利用側の求めに応じて、容易に閲覧制限を解除していることが問題の原因になっていると指摘した。

　総務省は提言を踏まえ、容易に閲覧制限を解除しないよう携帯電話会社に要請した。動画の説明で解除に伴う危険を認識させることも求めた。

　民間企業では、スマホ向け無料通信アプリ（応用ソフト）を提供するＬＩＮＥ（ライン、東京都渋谷区）が、１８歳未満のユーザーを判別して、電話番号を知らない相手にも連絡できるＩＤ検索機能の利用を停止する機能を設けた。ソーシャルゲーム大手のグリー（港区）は犯罪や自殺などにつながるメールなどを禁止し、２４時間体制で投稿内容を監視している。

　提言は、サイトやアプリの安全性を利用者が判断しやすくするための評価制度の導入も打ち出した。民間の第三者機関「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構」（同）が、安全性を分析したリポートを近く試験的に公開する。情報セキュリティー会社のデジタルアーツ（千代田区）はスマホを通じた被害を疑似体験できるアプリを無償提供している。同社は「子供が小さい段階からネットに関する知識を習得することが重要だ」と指摘する。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140909/trd14090909300005-n1.htm
・子供の「怒り」を制御する「怒り日記・温度計」付け、自分で知る（9月10日）
　何かがあるとすぐに怒りだしてしまったり、物を投げたりしてしまう…。そんな感情のコントロールが難しくみえる子供にどう対処したらいいのか。日本アンガーマネジメント協会（東京都港区）のキッズインストラクタートレーナーで、子供への指導を行っている菅野昭子さんに聞いた。（日野稚子）

◇　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆空から降ってくる
　子供は言葉を覚えて「楽しい」「うれしい」と感情表現するようになるが、大人同様に正確に感情を認識できるようになるのは小学校低学年からだ。それまでは感情（気持ち）を自分の中に１つしか認識できず、複数の感情が別々に存在するとは思っていない。「自分がなぜ怒ってしまうのかを小学校２年生に考えてもらったら、『怒るのは空から降ってくる』と答えた。小学校低学年や未就学児では、周りの環境が自分を怒らせているから、どうにもならないものだと思っている」と菅野さんは指摘する。

　例えば、遊びたいと思ったおもちゃを友達が貸してくれなかったり、大好きな菓子を自分が望む分だけ食べられなかったりして「周りに怒らされている」と感じる。怒りは子供にとって、目に見えない、えたいが知れないものだ。

怒りは第二次感情と呼ばれる感情で、寂しさや悲しさ、不安、空腹感や眠さなど、日々の生活のストレスや疲れといった、怒る原因となる第一次感情が隠れている。だが、「喜怒哀楽という言葉があるように、人間の感情の中で怒りは大切な感情の一つ」（菅野さん）なので怒りを抹殺する必要はない。「怒っては駄目」という指導ではなく、根底にある第一次感情に親子とも目を向けることが大切だ。
◆悪いことではない
　では、怒りにどのように対処すればいいのか。

　最初に、「怒るのは悪いことではない」「怒ることを自分で決めている」－の２つを理解させよう。例えば、食べたい菓子を友達が食べたという状況を想定させる。「他の物を食べるという選択肢があり、それは怒らなくても実行できる。だから怒るタイミングは自分で決めていて、怒らないこともできる。それが分かれば腑に落ちて納得する」と菅野さん。

　どんな時に自分が怒るのかを子供自身が知るのも重要だ。そのために、「怒り日記」や「怒りの温度計」を付けることを勧める。

　「怒り日記」では、（１）いつ、どんなことがあったか（２）どう思ったか（３）どんな行動をとったか（どうしたか）（４）どうしてほしかったのか－の４項目を順番に書いていく。怒ったときのことを振り返り、起きた事柄への対処や根底にあった第一次感情を可視化するための方法だ。自分で書けない年齢なら親が聞き取ろう。

「怒りの温度計」は平常時（０点）～怒り爆発（１０点）の心境を、１０段階で表す作業だ。感情には幅があり、どんな事柄でどの程度の怒りを感じるのかが分かる。未就学児なら「赤・黄・青」のように信号機表示に置き換えてもいい。親も子供と別に怒りの点数を付ける。
　怒りを客観的にとらえることで感情的に怒ることは減るという。菅野さんも２人の娘の子育て中に実行し、「点数化することで親として子供に無駄に強く怒っていたことが分かった。怒りやすかった次女も落ち着いた」と話す。怒りの露出で希望がかなう事柄は、家庭の外ではほとんどない。「手を付けられない子供」と諦める前に、自己感情を理解させ、表現させてみることが肝心だ。

◇

　■前兆感じて「魔法の呪文」唱える
　学校や幼稚園など集団の中で周囲に当たり散らしたり、友達を突き飛ばしたりしてしまう。そんな子供への対処法は－。

　まず、怒るときの約束を決めよう。菅野さんは（１）人を傷つけない（２）自分を傷つけない（３）物を壊さない－の３つを挙げる。「やっては駄目」ではなく「これはお約束」という表現なら低年齢でも守れる子供は多い。

次に、怒る前兆となる体の変化を気づかせる。口が「へ」の字に曲がる、体が震える、頭が熱く感じたなど、怒り日記に書き添えさせると実感しやすい。
　怒る前兆が出たときの対応方法で簡単なのは「６秒待つ」と「深呼吸」だ。いずれも反射的に起きる怒りから意識を避難させるためで、そこを越えると別の選択肢を考えられるようになる。心の中で６秒数えるのが難しい年齢なら、「心が落ち着く魔法の呪文を唱える」と教え、唱える言葉を親が授けよう。

　怒っていい場面は「例えば、一生懸命描いた絵や大切な人をけなされたとき」と菅野さん。どうして怒っているのか「けなされて悲しい」など根底の感情を表現できるようになれば、無駄な怒りから解放され、子供も落ち着くという。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140910/edc14091009250003-n4.htm
・不登校児童生徒が６年ぶり増加　懸念される今後の動向　斎藤剛史（9月11日）
最近５年間は減少傾向にあった小中学校の不登校が２０１３（平成２５）年度に６年ぶりに増加したことが、文部科学省の１４（同２６）年度「学校基本調査」（速報）の結果からわかりました。人数的には中学校での不登校の増加が目立ちますが、全児童生徒に占める不登校児の割合では小学校も０．３６％と過去最高水準に戻ってしまいました。なぜ不登校が増えたのか、今後の分析とその対策が待たれるところです。

文科省は、「病気」と「経済的理由」以外の原因で「年間３０日以上」の長期欠席をした児童生徒を「不登校」と定義しています。２０１３（平成２５）年度中に不登校だった小中学校（中等教育学校前期課程を含む）の児童生徒は１１万９，６１７人（前年度比６，９２８人増）で、全児童生徒数に占める割合は１．１７％（同０．０８ポイント増）となっています。小中学生の８６人に１人が不登校という計算です。最近の小中学校の不登校の割合は、２００７（平成１９）年度の１．２０％をピークに５年連続で減少していましたが、それが６年ぶりに増加に転じたことになります。

学校段階別に見ると、小学生が２万４，１７５人（同２，９３２人増）、全児童に占める割合は０．３６％（同０．０５ポイント増）で児童２７６人に１人、中学校が９万５，１８１人（同３，９３２人増）、２．６９％（同０．１２ポイント増）で生徒３７人に１人、中等教育学校前期課程が２６１人（同６４人増）、１．６０％（同０．３９ポイント増）で生徒６２人に１人となっています。

小学校と中学校の両方で不登校が増加したこと、特に中学校での増加幅が大きいのが特徴です。中学校では４０人学級の場合、クラスに１人は不登校の生徒がいる計算になります。また、小学校は中学校に比べると人数・割合ともに低いものの、少子化により児童の全体数が減少していることもあって、全児童数に占める不登校の割合は、これまで最高だった２０００～０２（平成１２～１４）年度の０．３６％に並んで過去最高の水準に戻りました。

不登校の増加について教育関係者などの間では、いじめ自殺事件や体罰自殺事件などが相次いだことにより、子どもの安全のため不登校を容認する保護者が増えたことが原因の一つと見る向きもあるようです。これに対して文科省は、「調査は不登校の理由まで聞いていないので、なぜ増えたかはわからない」と困惑しており、今後発表予定で不登校の理由まで調べている「問題行動調査」の結果を持って、詳しい対策を打ち出す方針です。

これまで不登校は何度も社会的問題となっていましたが、ここ５年間は連続して減少していたため、全国的な話題になることは少なくなっていました。しかし、６年ぶりに不登校が増加したことで、再び対策の強化などが求められることになりそうです。

また、中学校での不登校の増加では、小学校から中学校進学時の急激な変化になじめない「中１ギャップ」なども原因の一つと指摘されており、今後、学制改革の一環として検討されている「小中一貫教育学校」（仮称）の創設などの議論に大きな影響を及ぼすことも予想されます。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140911/edc14091115000002-n1.htm
・「若年層ホームレス」という新現象、「ビッグイシュー」１０年目に見えた現実…労働経験少なく「立ちっ放し販売」続かない（９月１６日）
雑誌販売をホームレスに任せて自立を支援する「ビッグイシュー日本」（大阪市北区）が新たな問題に直面している。平成１５（２００３）年に創刊した当初は中高年がほとんどだったホームレスの様相が変容し、２０年のリーマンショック前後から、３０代以下の若者が増えているのだ。こうした若者たちは毎日立ち続ける雑誌販売の仕事を続けられないことが多く、若者を支援する他の市民グループとの連携が不可欠となっている。（加納裕子）

屋根ある家に住みたいけど…コンビニ、ＦＦ店はしごの夜

　「ビッグイシューが好きで続けている。若い人が買ってくれるとうれしい」

　奈良県出身の入島輝夫さん（５１）は、３０代で親元を離れ、建築関係の仕事に就いていたが、そこでの人間関係に疲れてホームレスに。２年ほど神戸市内で段ボールや空き缶を集める仕事をしていたが、将来に不安を感じて２２年１１月からビッグイシューの販売員になった。

　毎日午前１０時から午後９時までＪＲ高槻駅近くで販売を続けるが、食費や販売場所までの交通費、雑誌の仕入れなどを除くと、たまにネットカフェに宿泊するのがやっと。住居を構えるようになるのは容易ではないが、いつか悩める大人が集う「大人の駄菓子店」を開きたいとの夢を描く。

　阪急塚口駅南口で販売する大阪府出身の吉田茂さん（５３）は以前、仕事で右手に大けがをして生活保護を受給していた。保護を自ら絶ってホームレスになり、今年４月からビッグイシュー販売員に。現在は販売員仲間２～３人と野外で寝泊まりする。

　「これで良かったと思う。屋根のある家に住みたいとは思うが、今は仲間もいるから楽しい」と日焼けした顔をほころばせた。

　販売員の多くは中高年だが、比較的若い人もいる。そのうちの１人、４０代前半の男性は勤務していた会社の合併に伴う人員整理で解雇され、家を失った。昨年秋から販売の仕事を始めて約１年、最近アパートを借りることができたという。

　「天気が悪いと仕事ができないのが悩み。今はとにかく、ビッグイシューの販売者として頑張りたい」

販売員希望者の半数が３０代以下　リーマンショック前年の異変
　雑誌「ビッグイシュー日本版」は１５年９月に大阪で創刊。毎月１日と１５日に発売し、販売をホームレスに独占させて仕事を提供する。最初の１０冊は販売員に無料で提供、この売上金をもとに１冊１７０円で仕入れてもらう。定価３５０円で、１冊売れるごとに１８０円が収入となり、アパートを借りて自立を目指すための資金にできる。

　今年４月末までの販売登録者はのべ１５４３人、１７０人が自立して“卒業”した。仕事の提供以外にも支援を広げようとＮＰＯ法人「ビッグイシュー基金」を設立し、路上生活をしている人たちが活用できるサービスを紹介する「路上脱出ガイド」の配布も続けている。

　ビッグイシュー日本の佐野章二代表（７２）が異変に気づいたのは、リーマンショック前年の１９年３月。仕事を求めて事務所を訪れた１３人のうち、７人が３０代以下だった。それまでに関わった人たちの大半はかつて建設などの現場で働いていた中高年だったが、その類型に当てはまらない人ばかりだった。

　「びっくりした。きちんと調べなければと２年半がかりで、若者５０人からヒアリング調査をしました」。そして浮かび上がったのが、路上で寝るのを避け、２４時間営業のファストフード店やコンビニをはしごしながら夜を明かす若者たちの姿だった。

ひとくくりにできない若いホームレス

　ビッグイシュー日本が３０代以下のホームレス５０人に聞き取り調査した結果によると、路上のみで過ごす人は２４％。大半の人が終夜営業店舗と路上を行き来していた。貧困家庭に育った人が多く、７割を超える人が家族と連絡が取れない。抑鬱傾向にある人が４２％、アルコールやギャンブルなどへの依存傾向がある人も３６％にのぼった。

　これまで多かった中高年のホームレスの多くは製造や建設、土木の元現場作業員。自分のしてきた仕事に誇りを持ち、路上に毎日立ち続ける雑誌販売の仕事にも耐えられる人が多いという。対して若者は労働経験自体が少なく、ビッグイシューの販売を続けられる人は少数だ。虐待を受けた経験や障害、依存症などさまざまな問題を複合的に抱えた若者も多く、ひとくくりにできない。

　「だからといって見過ごすわけにはいかない。他の支援策を考えなければ」。他の民間団体との連携を深め、今年３月に「若者応援プログラム集」を作成。雑誌販売の仕事だけでは自立に向かえない若者たちに、個別の事情に合わせた支援の場を紹介している。

佐野さんは「失業して収入をなくし、家賃を払えなくなり住居をなくすだけでは人はホームレスにはならない。友人や家族などの身近な絆を失い、独りぼっちになり希望をなくしてホームレスになる」と訴える。社会的に孤立する人を減らし、「ホームレス予備軍」を路上に出させないために何ができるか、次の支援策も模索しているという。
◇

　【用語解説】ホームレス
　国は特別措置法で、公園、河川、道路、駅舎などで生活する人と定義。こうした人はシェルター事業や生活保護の活用で減少を続けており、国の全国調査では、平成１５（２００３）年の２万５２９６人から今年１月には７５０８人に減った。ビッグイシュー日本では野宿状態に加え、施設やネットカフェ、個室ビデオ店、友人宅などに滞在している人もホームレス状態と定義しているが、こうした人々が何人いるかは分かっていない。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140916/wlf14091607000002-n1.htm
・子供を狙う犯罪続出　「地域社会をいかに安全にするか…」（9月16日）
　神戸市長田区の市立名倉小１年、生田美玲（みれい）さん（６）が行方不明になって６日。兵庫県警は１６日、同小を含む周辺８小学校で登校する児童らの見守り活動を始めるとともに、約２００人態勢で捜索した。小学生が下校中に行方不明になったり、不審者に声を掛けられるなど、事件に巻き込まれるケースが今年に入って相次いでおり、専門家は「地域をいかに安全にしていくかを考える必要がある」と指摘する。

　今年１月、札幌市で小学３年の女児が学校から帰宅後に自宅近くに買い物に出掛けたまま行方不明になった。北海道警は２月、札幌市のアパートで面識のない男に監禁されていた女児を保護した。

　７月には岡山県倉敷市で、小学５年の女児が下校中に行方不明となった。女児は以前から、不審な車につきまとわれるなどしており、岡山県警は５日後、監禁容疑で男を逮捕、女児を保護した。母親が不審車のナンバーを覚えていたことが逮捕の決め手となった。

警察庁の統計によると、平成２４年の略取誘拐事件の８３％は子供が被害者。犯罪被害に遭う場所としては住宅、道路、駐車場が多く、小学生では公園が被害場所になる例が未就学児や中学生などに比べ高かった。
　東京都瑞穂町では７月、公園でひとりで遊んでいた小３女児に、男が「あめを食べないか」と声をかけ、あめと飲み物を口にした女児が意識を失う事件も起きている。

　子供の安全に詳しい千葉大の中村攻（おさむ）名誉教授は「子供は地域の学校や公園に行き、地域の友達と遊ぶ。地域社会で生きる子供を守るには、地域社会をいかに安全にしていくかを考える必要がある」と指摘する。

　中村氏によると、地域の生活空間は犯罪が起きることを前提に作られていないうえ、昼間は大人の姿がないなど「空洞化」も進む。地域のコミュニティーも弱体化しており、中村氏は「子供たちがどこでどんな危険な目に遭っているのかを調査することが最優先だ」と助言する。調査に基づき街灯の設置や樹木の刈り込み、パトロール強化などの改善計画を立て、実行することが大事だという。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140916/trd14091623020009-n1.htm
・（１）自己肯定感　子供の言い分聞き、生き方を否定しない（9月22日）
　「学校に行きたくない」。東京都北区の浦野了琴（りょうこ）さん（１８）は小学３年生の冬休み明け、母親（４９）にそう訴えた。

　クラスの女の子からずっと陰口を言われていたこと。それを教師に相談すると、当事者から話を聴かないまま２人を引き合わせ、お互いに謝らせて終わりにしたこと。母は浦野さんの話を最後まで聴いた。

　そして、「迷っているなら行かなくていいんじゃない？」。選択を委ねた。「途中で遮らず、最後まで聴いてくれてうれしかった」

　◆最後まで聴いて

　不登校は比較的すんなり認めてくれたが、母との関係は常に良好だったわけではない。イライラをぶつけ合った時期もあった。家は狭く、お互いの生活は丸見え。家の片付けや夕飯などささいなことでけんかになった。「おはよう」「行ってらっしゃい」。当たり前の会話がなかった。

　けんかに疲れ、次第に関係は改善した。しかし、「今思うと、私が家にいることで母の時間を前より奪っていた。私も家にいることに罪悪感があって積極的にコミュニケーションが取れなかった。もっと普通に接することができたらよかった」。

　プレッシャーを感じたこともあった。「今日はどうやって過ごすの？」「どこに行くの？」。心配からきている言葉。しかし、「いつまでこのまま学校に行かないでいるの？」と言われているように思えた。

不登校が始まって１０年。浦野さんは現在、高卒認定試験に向け、勉強をしている。さまざまな出会いや経験を経て、母に対する思いは変わってきた。
　「不登校やフリースクール通学という特殊な道を選んだ自分を、ほどほどに黙って尊重してくれた。私の生き方を否定しないでくれたことに感謝しています」

　◆理由はいらない

　ＮＰＯ法人「フリースクール全国ネットワーク」の事務局長、松島裕之さん（３２）は小学５年から不登校になった。

　３、４年ほど引きこもっていたが、１６歳になり、焦りと不安からアルバイトを探し始めた。しかし、どのアルバイトも不合格。１０ほど落ちたとき、「バイトくらいしなきゃいけないのは分かっているけれど、雇ってくれる所がない。１８歳まで猶予をください」。父親（６３）に話した。

　父の言葉は予想外のものだった。「中学生とか高校生とか、働いていなくちゃいけないとか、この家にいるのに理由はいらない」。父は「この家にいることにひけ目を感じさせていたとしたら悲しいことだ」と考えていたという。

　不登校の子供は「自己肯定感」が満たされていないケースが多い。「父の言葉に本当に救われた。いろいろなことが少しずつ楽になりました」

　「将来どうするの？」。つい、子供に聞いてしまう例は少なくないだろう。だが、子供は子供なりに「学校に行かないとどうなるのか」を真剣に考えている。

親子であっても、考え方も生きる道も人それぞれだ。「不登校になった人でも多くは時期が来れば学歴を得たり、企業で働いたりしている。そういった道を選ばなくても、それぞれのやり方で生きている人の例もたくさん見てきました。まずは休むことが大事なんです」（松島さん）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　「子育てに失敗した」「子供のことが分からない」。子供が不登校になると罪悪感を抱え、関係をこじらせてしまう保護者は多い。保護者は子供にどう寄り添えばいいのか。当事者の声から探る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　■６年ぶり増の１１万９６１７人

　文部科学省が８月に発表した平成２６年度学校基本調査（速報値）によると、平成２５年度に学校を長期欠席（３０日以上）した小中学生のうち、「不登校」が理由だったのは計１１万９６１７人に上った。前年度より約７０００人増え、６年ぶりに増加した。

　不登校の内訳は、小学生２万４１７５人（前年度比２９３２人増）、中学生９万５１８１人（同３９３２人増）で、中等教育学校（前期課程）に通う生徒２６１人（同６４人増）だった。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140922/edc14092208000002-n1.htm
（２）葛藤する親　あふれる情報に振り回された（9月23日）
　中学校の門の前で、体を硬直させて動けなくなる息子。小学校の頃は学校が大好きで、不登校になるとは思わなかった。「まるで別人みたいで怖い」。愛する息子をそう思ったこともショックだった。

　賛否両論
　東京都三鷹市の看護師、鈴木美子さん（４８）＝仮名＝の次男、慎治君（１４）＝同＝は中１の秋から不登校が始まった。担任教師から連絡を受け慎治君を問い詰めたが、泣きながら黙るだけだ。

　鈴木さんはパニック状態になり、インターネットで不登校の情報を調べ、専門書を購入。支援機関にも相談に行った。「不登校支援はいろんな情報がある。登校刺激にしても賛否両論だった」。何が正しくて、何をすべきか。自分の気持ちも定まらない。

　学校に行かせようとすると、慎治君は日に日に憔悴（しょうすい）していった。「明日こそ、勇気を出して行くから」。しかし、朝になると体が動かず、布団をかぶったまま。鈴木さんの行動にも敏感になる。仕事で疲れ、ため息をついただけで、「僕が学校に行けないから疲れるんだよね」と謝る。

　不登校の理由が分かったのは、その数週間後。学校でいじめられていることを告白した。鈴木さんは担任にすぐに連絡。担任が対応を約束してくれたこともあり、慎治君は学校に戻った。しかし、数日で再び、行けなくなった。「今思うと、友達との間で起きたことを親と教師が解決しようとして、余計にぐちゃぐちゃになったんですよね」

出口が見えない
　「子育てに失敗した」という罪悪感にとらわれる日々。中学生の姿を見ると目をそらした。通勤電車で毎日泣いた。

　半年以上たった頃、目にしたのが、不登校・引きこもりの経験者、丸山康彦さんのメールマガジン「ごかいの部屋」。息子の気持ちや状態を知る手掛かりがあった。例えるなら、不登校の子供は出口の見えない暗いトンネルにいる状態だという。途中で引っ張り出すのではなく、出口まで歩く応援をする“後方支援”の大切さが当事者目線でつづられていた。

　「学校に行かない自分は駄目だ」。息子は社会の常識にがんじがらめになり、自分を肯定できなくなっていると思えた。「周囲が学校に行かないと駄目だ、という常識を捨てないと慎治は楽になれないって分かりました」

　「無理して学校に行かなくていいよ」。ある朝、心の底から慎治君に告げた。こわばっていた表情が和らぎ、慎治君は鈴木さんの目を見つめた。「お母さん、ありがとう」

　日に日に慎治君は元気になった。だが、今も不登校だ。「慎治が今後どうするか考えられるようになるまで、もう２、３年かかるかもしれない。でも、それを考えられるような居場所づくりをしたい」

　鈴木さんの気持ちも楽になった。「振り回されて自分の人生を見失うんじゃない。自分らしく生きる姿を見せたら、それが慎治が前に進む意欲につながる」

　情報があふれているからこそ生まれる悩みもある。「何が正しいかは人それぞれ。子供がどんな状態で何を求めているのか。自分の都合で子供を変えようとしないのが大事だと思う」

多様な生き方、助け合って
　不登校に詳しい児童精神科医、石川憲彦さんの話「不登校の子供には行かない理由が何かある。本当の課題は何か、個別に確認することが重要。保護者は自分の体験をもとに考えがちだが、子供は子供なりに学校に行く意味を考えている。それが、学校に戻る選択肢のときもあれば違う場合もある。人間は失敗もたくさんする。でも、命に関わるようなことでなければ必ずやり直せる。今の日本社会は柔軟性を失い、ルートを外れると別の選択肢が乏しくなった。多様な生き方を、助け合って活力に変える風土をつくっていく時期に来ているのではないか」

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140923/edc14092313000001-n1.htm
・（３）親の会　共感、支え　悩みを分かち合う（9月24日）
　８月２０日午後２時過ぎ、長野市障害者福祉センターの一室に女性たちが集まってきた。持ち寄った漬物やお菓子がテーブルに並ぶ。ゆったりした雰囲気の中、一人一人が悩みや思いを打ち明けていく。

　「自分がイライラしているときって、子供を受け入れられていないんです」「良かれと思ってしたことだったんですけれど」

　

親も安心できる場

　長野市を拠点に活動する、不登校について考える民間団体「ブルースカイ」の親の会。平成２年の発足以来、不登校や引きこもりの子供の居場所をつくろうと活動してきた。

　代表、松田恵子さん（６３）の長男（３６）は小学校３年生のとき、不登校になった。松田さんは、児童相談所で同じ立場の保護者と出会ったことをきっかけに当事者同士でつながる大切さを知り、会を発足させた。今では長男は都内で働くが、活動は続けている。

　松田さんは「苦しむ親の状況は私のときと変わっていない。相談に行く場所が分からなかったり、子供とのやり取りで悩んだり。不登校の子が生きていくうえで何が大事なのかを一緒に考えたい。親が安心できる居場所であり続けたい」と話す。

親の会は毎月１回、開催している。子供の不登校が始まったばかりで葛藤のさなかにいる人、不登校を受け入れて落ち着いている人、子供が就学時期を過ぎた人などさまざまだ。親の会に通う山下久代さん（５７）＝仮名＝は「ブルースカイに来るといろんな人がいる。子供は落ち着けば、また動き出せるんだって安心できる。私自身を受け入れてもらえる。どんな生き方をしても大丈夫なんだと思えるんです」。
　不登校の保護者が集まる親の会は全国に存在する。悩みを分かち合える場は少しずつだが増えている。

　

同じ立場で

　全国不登校新聞社（東京都北区、（電）０３・５９６３・５５２６）は創刊直後から、読者限定で保護者を対象にしたメーリングリストを運用。親の会のオンライン版としての位置付けだ。参加者は２８０人に上り、石井志昂（しこう）編集長（３２）は「不登校という同じ悩みを持つ人は周囲にいないことが多い。教師や医師は立場が違い、相談時間も限られる。メーリングリストは親の会よりも参加のハードルが低く、つながりを求めて参加する人が増えているようだ」。

　メーリングリストに投稿されるのは学校とのつきあい方や夏休みの過ごし方、オフ会の開催相談や愚痴など具体的な内容ばかり。小児科医など専門家も参加し、必要に応じてアドバイスを送っている。

インターネット上にも掲示板や悩み相談サイトはあるが、誰からどんな回答が来るのかも分からない。偏見や差別で傷つけられる可能性もある。「メーリングリストは同じ立場の人が集まるクローズな場。だからこそ心をオープンにできるのではないか」（石井編集長）
　不安や無理解に苦しむ保護者が求めているのは「共感」と「支え」だ。石井編集長は「保護者が苦しい状況から脱することは子供が笑顔に近づく一歩になるんです」と話している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　■自分を責める必要はない
　心理カウンセラーの内田良子さんの話「不登校の子供の保護者は『親の育て方がまずい』という世間の目に苦しんでいる。保護者も心の中で同じように思ってしまい、葛藤している。不登校は誰にでも起こる可能性がある。自分を責める必要はない。保護者が苦しんでいると、不登校の子供の現状を否定していることにもなる。子供は誰か一人でも自分の状態を理解してくれる人がいれば、そこが居場所になる。安心して休み、心の傷が回復したら動き出す瞬間は来る。まずは孤立感から脱し、保護者同士支えあってほしい

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140924/edc14092412150002-n1.htm
・児童虐待通告１万３千人　上半期、３年前の２・５倍　死者１０人、警察庁まとめ（9月25日）

　今年１～６月、虐待を受けている疑いがあるとして、全国の警察が児童相談所に通告した１８歳未満の子供の数は１万３０３７人で、昨年同期より２９・６％（２９７６人）増加し、過去最多になったことが２５日、警察庁のまとめで分かった。

　通告は児童虐待防止法に基づくもので、半期ごとの統計の集計を始めた平成２３年上半期の２・４７倍。摘発も最多の３１７件だったが、被害者の子供３２０人のうち、死亡したのは過去最少の１０人になった。

　警察庁の担当者は、社会的関心が高まり、近隣住民などからの通報が増えているとした上で「ストーカーやドメスティックバイオレンス（ＤＶ）対策と同様に警察が積極的に介入するようにした結果、通告・摘発増と死者減につながった」とみている。

　一方、今年上半期の児童ポルノの製造や流通での摘発は昨年同期比２３件増の７８８件で過去最多となった。判明した被害者は３２５人。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140925/crm14092511450001-n1.htm
・（４）進路選択　「子供の決断尊重」が大切（9月25日）
　不登校の子供の保護者にとって大きな関心事は子供の進路。子供の意思を無視し、学校や適応指導教室などに行かせようとすると逆効果のことが多い。大切なのは子供の選択を尊重することだ。

　高知大学教育学部の加藤誠之准教授（生徒指導論）は「無理に学校に復帰させるより、ゆっくり待ってやる時期が必要な子が多い。本人がやる気にならないと学校もフリースクールも続かない」と指摘する。

　学校に行けないのは子供にとってもつらい。安心して休み、心の傷が回復すれば自然と進路や将来について考えられるようになることが多いという。文部科学省が７月に発表した調査によると、平成１８年度に不登校のまま中学を卒業した人のうち、２０歳時点で進学も就業もしていない人は１８・１％にとどまる。

　高卒認定試験

　不登校でも勉強し、学歴を取得することはできる。その一つが通信制高校。ＮＨＫ学園高校（東京都国立市）の通信制普通科には全国で約４千人が籍を置き、不登校の経験者も多い。不登校の生徒向けに特化した「Ｄｏ　ｉｔコース」も東京本校を含む４会場で設けている。インターネット授業を導入し、初年度の通学は数回で、年次ごとに登校回数が増える。費用は年間約２６万円程度。放送とネットを活用し、年間４日の登校で済む「ｅコース」もある。新井一騎副教頭は「自分の子供が不登校になるのは親にとって不安。通信制は多種多様なコースがあり、状況に応じて選べる。きちんとした学力はつく」と話す。

学校に通わず、高卒認定試験を目指すこともできる。この試験は、高校を卒業できなかった人の学習成果を評価し、高校を卒業した人と同等以上の学力があることを認定する。合格者は大学や短大などへの受験資格が得られるほか、就職や資格試験に活用できる。ただ、進路を選択し、生き方を決めるのはあくまでも子供だ。学歴を得ずに働く人もいる。
　

立ち止まる時期

　不登校の子供は立ち止まっているように見えるかもしれない。しかし、不登校の経験者で長年、不登校の取材をしてきたＮＰＯ法人「全国不登校新聞社」の石井志昂編集長（３２）は「今の社会では立ち止まる必要がないとされているが、立ち止まって葛藤して得た経験は自分の人生で生きてくる」と指摘。そのうえで、「心の浮き沈みや死にたくなる気持ちになっても、そんな気分というだけで、命に関わるわけじゃないと分かっている。不登校の経験は自分のお守りになった」と自らを振り返る。

　傷ついた子供は自分を認めることができたとき、新たな一歩を踏み出すことができる。そのためには周囲の人間が、学校に行っていない現状を含め、子供の存在を認めることが必要だ。不登校は誰にでも起こりうることで、子供の不登校で葛藤し、悩むのは親として自然なこと。石井編集長は「子供も親も自分１人だけで自分を肯定し、認めることはできない」。親自身も「気持ちが揺らぎ、悩む自分を否定しない」ことが子供の未来につながる。＝おわり（油原聡子が担当しました）

■まずは安心できる居場所をつくる
　不登校・ひきこもりの経験者で相談機関ヒューマン・スタジオ代表の丸山康彦さんの話「不登校の子供は自分を否定する。心配だからと家族が対応を変えると自己否定が証明された、と受け止める。家での生活が充実し、安心できれば子供は自分のことを考えられる。進路が心配なら子供の心と生活のサポートが大切だ。今の社会では『学校に行くのが人生の表通り、不登校は裏通り』というのが常識となっている。人生に表通りも裏通りもない。生きる道は１人に１本ずつで、自分の道をひたすら歩むだけだ」

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140925/edc14092509000001-n1.htm
＊読売新聞
・発達障害の子ども、ＩＴが学習支援（9月1日）
問題文読み上げソフト／キーボードで解答入力
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　ＩＴ機器の発達で、発達障害の子どもの学習機会が広がっている。

　この夏も東京都内で、全国の発達障害などの小中高校生を集めた学習指導が行われた。こうした子がテストでＩＴ機器を使うと、成績が上がるという検証結果も出ており、入試での使用をどこまで配慮すべきかが、議論になりそうだ。

　今月６日、東京都目黒区の東京大学先端科学技術研究センター。読み書きに困難を伴う小中学生９人がパソコンなどを使い、国語のテストに取り組んでいた。

　問題文を選択すると、音声ソフトが読み上げてくれたり、解答を手書きで記入する代わりにキーボードで入力できたり。「こうしたテクノロジーは、読み書き障害（ディスレクシア）の子どもにとって大きな助けとなり、学ぶ機会の保障にもつながる」と、同センター学術支援専門職員の新谷清香さんが説明する。

「配慮あり」で得点２倍に

　東大は日本マイクロソフト（東京都）などと協力し、障害のある子の進学を支援する「ＤＯ―ＩＴ　Ｊａｐａｎ」プログラムに２００７年から取り組んでいる。入試でも活用しやすいよう、今年は指定した学年の漢字しか変換できないソフトなどが準備された。この日、ＩＴ機器を使った「配慮ありテスト」を受けた児童たちはその直前、紙と鉛筆の「配慮なしテスト」も受けていた。難易度は同じだが、「配慮あり」の得点が「なし」の２倍だった子もいた。

　人間関係を築くのが困難な広汎性発達障害の男子（中学１年）は、鉛筆で書くのが遅く、漢字も苦手だ。学校の定期試験では時間延長の配慮を受けているが、パソコン使用は認められていない。「キーボードを使うと、たくさんの文章をすばやく書き込むことができた」と感想を語った。

　アスペルガー症候群で読み書きに困難がある女子（小学４年）は「読み上げソフトがあると助かる。学校のテストでも使えればいいのに」と話した。

「公平性」理由に許可されない例も

　このプログラムにかかわる近藤武夫・東大准教授によると、発達障害の生徒の場合、学校の試験や高校、大学入試で配慮を認められないケースが多いという。「授業を録音したり、黒板を撮影したりするだけでも違う。それなのに、他の生徒との公平性などの理由で許可されないケースが多い」と指摘する。

　政府は今年、国連障害者権利条約を批准した。１６年春からは障害者差別解消法が施行され、教育場面での合理的配慮の提供が義務づけられる。大学入試センター試験では１１年から、発達障害の生徒も受験での特別措置を申請できるようになった。審査に通れば、試験時間を１・３倍に延長する措置などが認められる。

　近藤准教授によると、来春のセンター試験では、プログラムに参加した読み書き障害のある高校３年の男子が、問題文を代読してもらう配慮を申請する予定。これまで認められた受験生はいないが、「この生徒は、高校の定期試験でも代読の配慮を受けている。大学入試センターの判断が注目される」と近藤准教授は話している。（保井隆之）

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/campus/cfront/20140825-OYT8T50056.html
・子供の貧困対策　世代間の連鎖を断ち切りたい（9月1日）
　すべての子供が、親の経済状況に関わりなく、将来を切り開いていける社会を実現したい。

　政府が、子供の貧困対策の具体的内容を定めた大綱を閣議決定した。１月に施行された「子どもの貧困対策法」に基づき、今後５年間の重点施策を示したものだ。

　日本の子供の貧困率は、２０１２年に過去最悪の１６・３％に達した。所得が標準的な水準の半分に満たない世帯で暮らす子供の割合で、ほぼ６人に１人にあたる。先進国の中では高い水準だ。

　貧困家庭の子供は、成長した後、自らも経済的に困窮しやすい。大綱が「貧困の連鎖」の解消を基本理念としたのは妥当である。

　特に力点を置いたのが、教育の支援だ。無利子奨学金やボランティアによる学習支援の拡充などを挙げた。学校を支援の窓口と位置づけ、福祉機関とのつなぎ役となるスクールソーシャルワーカーを大幅に増員する。

　実態を把握するための指標として、生活保護世帯の子供の進学率や就職率など２５項目を選び、対策の効果の検証に用いる。

　既存の施策が多く、目新しさには乏しいものの、政府が初めて総合的な対策を策定した意義は小さくない。国と自治体が連携し、着実に実施する必要がある。

　子供の貧困を巡っては、進学を断念したり、修学旅行や部活動に参加できなかったりするケースが目立つ。３食を満足に食べられない、必要な医療を受けられないといった深刻な例もある。

　とりわけ苦境にあるのが、ひとり親世帯で、貧困率は５４・６％に上る。その大半は母子家庭だ。

　シングルマザーの８割は働いているが、なかなか貧困から抜け出せない。子供がいると正社員になりにくく、低賃金の非正規雇用で働く人が多いためだ。母子世帯の就労による年収は、平均１８１万円にとどまる。

　親の所得アップは欠かせない。大綱に盛り込まれたシングルマザーなどへの就労支援を一層、充実させることが求められよう。非正規雇用の処遇改善はもちろん、正社員への転換促進など、雇用全体の見直しも必要だ。

　大綱では、子供の貧困に関わる数値目標を設定しなかった。対策の実効性を高めるうえで、今後の検討課題だろう。

　貧困のため、子供が能力を発揮する機会を奪われるようでは、日本の将来にとって損失だ。貧困の解消は、社会全体で取り組まねばならない問題である。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20140831-OYT1T50110.html
・少女の１割、性行為強要される…ユニセフ報告（9月5日）
　【ニューヨーク＝水野哲也】国連児童基金（ユニセフ）は４日、世界の子供に対する暴力の実態をまとめた初の報告書を発表した。

　世界の２０歳未満の少女の約１０％にあたる約１億２０００万人が性行為を強制された経験があり、２～１４歳の子供の６割が保護者から日常的に体罰を受けている実態が明らかになった。ユニセフは各国に真剣な取り組みを促している。

　報告書は国際機関や各国のデータを集計し、殺人や性暴力、いじめや体罰など子供への暴力の傾向を包括的にまとめた。

　報告書によると、２０１２年に世界で殺害された２０歳未満の子供・未成年者は約９万５０００人に上り、すべての殺人事件の被害者の２割を占める。また、体罰については、大人の３割がしつけのために必要だと考えていることも判明した。

http://www.yomiuri.co.jp/world/20140905-OYT1T50078.html?from=ytop_main5
・虐待死を防ぐ　下(9月8日)
　２０１２年度に起きた３件の虐待死事例について、県は、児童虐待防止法に基づいて行政機関の対応などを検証した。６人の有識者が昨春から約１年間、議論を重ねてまとめた報告書には、関係機関の対応の問題点や課題などが列挙されている。県内の児童相談所と市町が受けた虐待の相談は１２年度に１４７１件だったが、１３年度は１５６６件に増えている。再発防止のために何が必要かを考えたい。（本文中の年齢は事件当時）

◇孤立の母在宅支援のみ／

■２歳女児　

子育てを始めて２年。その母親（２９）からの電話相談は、約２週間後の事件の予兆と言えた。「娘がかわいいと思えない」

　２０１２年１１月、栃木市で２歳の女児が母親に首を絞められ、殺害された。育児ノイローゼが指摘された事件だが、宇都宮地検は刑事責任能力を問えると判断し、殺人罪で起訴。母親は宇都宮地裁で今年１月、懲役４年６月の実刑判決を受けている。

　事件前の１０月２６日、母親は児童相談所に電話相談をしていた。長女を預けたいとの希望を伝え、「（自身が）統合失調症の診断を受けた」とも話した。

　だが、その訴えは一般的な育児の悩みの一つだと判断された。夫婦そろって来るはずだったこの日の面談がキャンセルされ、詳細を聞き取れなかったせいもある。児相は面談日程を再調整しないまま、在宅支援が適当だとし、市の母子保健担当に引き継いだ。

　女児を預けたいという母親の希望は、市も電話で聞いていた。だが、これに対応した支援は検討しなかった。１１月２日に保健師が家庭訪問したが、預けることに反対する父親（３３）の意向を優先させた。自殺願望を聞いた市が「翌日の訪問」を母親と決めた７日の夜、女児は亡くなった。

　在宅支援でいいと判断した児相。可能な支援をきちんと検討しなかった市。検証報告書は、両者とも対応に問題があるとした。

　児相には「（判断するための）調査が不足していた」とし、育児相談に思える事例でも、虐待と同様の積極的な対応を求めている。市に対しては、精神不安があったり、家族の協力が得られなかったりする案件は、困難なケースに対応する児相で扱うよう求めることも検討すべきだとしている。

　母親が１人で育児に専念し、孤立感を抱えて関係機関に相談するケースは多い。特に初めての育児は負担が大きい。報告書は、訪問による家事・育児の支援や、託児サービスなどの充実も提言している。

◇児相大家族の抑止力過信／

■４か月男児　

祖父母が同居する家庭でも、虐待死は防げなかった。

　１２年６月２４日、芳賀町で父親（２２）が生後４か月の男児の頭を激しく揺するなどして障害を負わせた。男児はその後死亡した。

　この３日前。児童相談所は２１日の時点で、男児の家庭を「虐待事例」と認識していた。男児の右ほおのあざに、兄（３）の通う保育園の保育士が気づき、町を通して通報していたからだ。あざが見つかるのは３度目だった。

　だが、児相は、あざの程度や、大家族で「抑止力が働く」ことなどを理由に「緊急を要するケースではない」と判断。訪問予定を２５日としていた。

　「児相は責任をもって確認すべきだった」。報告書はそう指摘したうえで、表面的な家族構成やあざの程度で、安易に家族関係や事態を評価すべきでないと提言している。

　一方、育児が難しいという母親（２２）の相談を最初に受けた町の対応も、検証の中で問題視された。

　父親から母親への暴力もあり、男児が生まれる前から、町は「ハイリスク家庭」だと見なしていた。あざの原因についても、真実を伝えられない母親の状況を踏まえれば、さらに踏み込んだ聞き取りをすべきだったからだ。

　ただ、市町村で支援に関わる職員も同じ地域社会で暮らしている。虐待の疑いが理由とはいえ、その職員が家庭に介入することは、簡単ではない。報告書はこのことを認めつつ、実践的な研修を重ねて職員の能力向上を図るよう、関係者に促している。

◇異変は察知連携後手に／

■１４歳少女　

１３年２月、小山市の中学２年の少女（１４）が精神疾患を抱えた母親（３７）に包丁で切りつけられて死亡した。母子家庭で、その異常を中学校が察知したのは事件の３日前。事態の急激な悪化に対応できなかった。

　少女は土曜日だった２月２日の部活動を休んだ。その夕方、母親が「相談がある」と学校を訪ねた。しかし、落ち着きはなく、何も相談せずに帰った。心配した教諭が翌日に家庭を訪問したが、母親が面談を拒んだ。

　週明けの４日、少女は学校を欠席。家庭訪問にも応答はなく、学校は警察に加え、児童相談所にも連絡した。離婚した父親（３７）からの情報で、児相は、母親が精神的に不安定だと把握したが、「追い込まないように」と、父親に状況確認を委ねた。

　だが、母親は元夫の訪問も拒否。事件は翌朝、起きた。

　「母親が面会を拒否するなら、警察に援助を依頼すべきだった」。児相の判断に対する報告書の指摘だ。

　精神疾患が絡んだ虐待は少なくない。家庭だけならもちろん、児相だけでの対応も困難だ。報告書は、保健所や病院などの専門機関とも連携し、初期の相談時から支援していくことを提言している。

http://www.yomiuri.co.jp/local/tochigi/feature/CO004134/20140908-OYTAT50000.html
・土砂災害　子どものケアは思い表現させて（9月12日）
　◇県臨床心理士会　塩山二郎会長に聞く

　土砂災害で被災した子どもたちの心のケアにあたるため、県は精神科医、臨床心理士らによる「県子ども支援チーム」を避難所に派遣し、１１日までに、子どもやその家族ら延べ５９人から相談を受けた。授業が再開して＜日常＞が戻った今後、何が求められるのか。現場でカウンセリングにあたる、県臨床心理士会の塩山二郎会長（７１）に聞いた。（聞き手・内田郁恵）

　被災時の強い恐怖心が不眠などの症状として出てくるのが今の時期です。変化に気付いた保護者や保健師、スクールカウンセラーの要請を受け、我々が面談しますが、今は深く踏み込まないようにしています。思い返すことが二次災害となりうるからです。

　自宅に土砂は流れ込んだけれど倒壊はしなかった、助けに来てくれた人がいた、などつらい体験の中で少しでも「よかった」と思える部分にスポットを当てるようにしています。そうすることで、恐怖が少しでも和らぐからです。

　今回の災害は非常に局地的で、教室の中に被災した子とそうでない子がいることになる。互いにどう接すればいいか、友人関係の変化などの影響が心配されます。発生から１か月の対応で、その後の心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を防ぐことが重要となります。

　大切なのは、子どもたちの思いを表現させること。会話や文字だけでなく、甘えたがるなどの行動で表すかもしれません。共感し、受け入れてくれる存在が、心の傷を回復させられるのです。

　しかし、帰宅後に症状が見られることも多い。避難所では保護者以外にも、保健師が気付くことができましたが、仮住まいに移り、保護者に余裕がないと、サインを見落とすかもしれません。

　そのため、子どものケアにあたる保護者や教師のフォローも必要です。胸の内をはき出し、共有できる場がなければ、子どもの不安を受け止めていけない。今後、グループディスカッションの機会なども必要と考えています。

http://www.yomiuri.co.jp/local/hiroshima/news/20140911-OYTNT50208.html
・不登校中学生だった自分がいた場で学び、支える（９月１６日）
江川貴浩（えがわ・たかひろ／ＮＰＯ法人北陸青少年自立援助センター・Ｐｅａｃｅｆｕｌ　Ｈｏｕｓｅはぐれ雲リーダー）
　「疑似家族として作り直せる世界が共同生活にはある」とＮＰＯ法人北陸青少年自立援助センター・Ｐｅａｃｅｆｕｌ　Ｈｏｕｓｅはぐれ雲のリーダー江川貴浩（３５歳）は話す。
小６の夏休み明け、学校に行けなくなった
　製造業界で働く父親と専業主婦の母親のもと、神奈川県逗子市に生まれた。父親は転勤族で、幼少期から転校を繰り返した。友達と野球に明け暮れる闊達な少年であったが、小学６年生の夏休み明け、突如、学校に行けなくなる。理由は「なんとなく」と江川自身も明確な答えを持ち合わせていない。慌てた両親は江川を病院に連れていく。内科や神経科だけでなく、脳検査も行ったが異常は見つからなかった。

　中学生となり、入学式だけは出席したものの翌日から登校できなくなった。１か月様子をみたものの状況は変わらず、母親から「少し環境を変えてみては」との提案を受け、横浜の祖父母のもとで過ごすことにした。江川自身も「何かを変えなければいけない。変わりたい」と願っていた。

　大きな変化はなかったが、「何か勉強をしないといけないのではないか」と焦っていた江川に、祖母は「あなたの好きな世界地図を眺めていればいいよ」と声をかけた。「これも勉強をしていることになるんだ」と救われた気持ちになった。
「変わりたい」意を決して飛び込んだ「はぐれ雲」
　月に数回、嫌々ではあったが特に抵抗することもなくクリニックでカウンセリングを受けた。あるとき、主治医から「君は変わりたいの？」と聞かれ、素直に「はい」と答えた。全国から学校や社会に居場所のない１０代、２０代の若者が集まり、共同生活を通じた自立支援を行う「はぐれ雲（現ＮＰＯ法人北陸青少年自立援助センター　Ｐｅａｃｅｆｕｌ　Ｈｏｕｓｅはぐれ雲）」を紹介された。

　変わりたい自分と、知らない場所に行くことへの不安。悩んだ末に、江川は入寮を両親に願いでる。「自分には選択肢がなかった」という。富山県にある「はぐれ雲」の前に到着したとき、怖くて車から降りられなかった。しかし、最後は意を決して自らドアを開けた。１９９１年７月の暑い日だった。
地元の中学校に通い始める
　「はぐれ雲」での共同生活は楽しかった。やんちゃなお兄さんたちに囲まれ、農業に従事したり、地元のお祭りに参加したりした。寮から学校に通っている仲間が夏休みだったため、毎晩が修学旅行や合宿のようだった。「ひととの触れ合い、関わり合いがEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(うれ),嬉)しかった。でも、笑顔の裏側で寂しさから帰りたいとも思っていた」と江川は振り返る。血のつながらないお兄さん、お姉さんたちが学校に通う姿を見て、江川は自然と「通いたいな」と思うようになる。「はぐれ雲」に来てEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(４かげっ),４か月)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(た),経)った１１月、寮から地元の中学校に登校することを決意する。「初日はめちゃくちゃ緊張しました。負のイメージしかない。ただ、寮生のみんなが先輩としている安心感があった」という。
大学休学で知った勉強の面白さ
　陸上部に入り、友人らと騒ぐ。そんな中学生らしい中学校生活を取り戻した江川は、卒寮し、両親とともに東京で暮らし始める。大きな問題もなく高校を卒業し、１年の浪人生活を経て専修大学法学部法律学科に進学した。しかし、授業に面白みを見いだせず、惰性でサークルやバイトを繰り返す日々。２回生を終えた時点でほとんど単位を取っていなかったため留年が決定する。

　なんとなく過ぎていく毎日に、「一度立ち止まって考える時間がほしかった。何かに疲れていたのかもしれない」と江川は大学を休学する。アルバイトで貯めた資金を取り崩しながらアジアを旅行したり、のんびりと時間を過ごしたりした。「休学の１年で何かすごくリラックスできた気がした」と江川。復学後は真面目に授業に出た。すると勉強が面白くなってきた。安易に決めた大学進学、学びに目が向いていなかった自分、大学が有意義な学び舎に変わった。
「はぐれ雲」で若者たちを応援する側へ
　卒業後は警察官を志望する。「転勤を繰り返す父親のようなサラリーマン生活は考えられなかった」という江川には、高校時代にバイク違反で捕まったとき、地元交番の警察官が口にした「お前は警察官に向いているんじゃないか」という何気ない一言が心に残っていたからだ。しかし、１次試験は通過したが面接に受からなかった。

　警察官への道が絶たれた江川。ひとのためになれる仕事は何かと思案していたところ、父親から「はぐれ雲」の代表である川又直氏に相談してみたらいいと助言を受けた。何年かぶりに電話をすると、川又氏から「遊びに来いよ」と言われ、すぐに富山へ向かった。第二の故郷である富山。夏休みだったこともあり、そのままボランティアで２か月滞在した。そこには江川がお世話になっていた頃と変わらない若者たちがいた。一時的に本来の力を出せない状態の彼らを見て、素直に応援したいと思った。「この仕事で食いたいです」と川又氏に伝えたところ、卒業後の就職先が決まった。２００３年４月１日、江川は「はぐれ雲」の職員として富山の地に根を張る。
ひととかかわることを教えてくれた若者
　寮生を応援しようとEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(いき),意気)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(けんこう),軒昂)な江川だったが、いきなり若者と衝突する。畑の草取りの作業中、「俺はやらない」とふてくされる１９歳の男性と激しい口論となる。周囲の制止によりその場は収まったが、「あのままだったらどうなったかわからなかった」と江川は話す。

　数時間後、冷静になった２人は畑に座って話し合った。「両親のもとから離れた寂しさからでしょうね。何とか力になりたかったが、まだ信頼関係が結びきれていないなかで、自分自身がこれでうまくいったという思い上がりがあった。彼はそれを感じたのでしょう。大人の気持ちを敏感に感じられる若者ばかりですから」。以来、江川は同じ目線に立ちながらも、言葉より行動する背中で信頼を得ていけるよう努めている。その男性は無事に自立していった。いまも連絡を取り合う仲だ。ひとにかかわるとは何かを学び、ひとと向かい合う心を忘れてはいけないことを江川に教えてくれた恩人だという。
異なる大人の背中を見せられる世界で
　共同生活型支援を行う「はぐれ雲」には、いまも中学生から３０代までの幅広い年代層が全国から来ている。理由はさまざまだが、「親元を離れて生活するということ自体が大きな価値であり、自立である」というのが江川の考えだ。

　生活をともにする現場で寮生から学び、支援者としての自分を成長させてきた江川だが、理論的な学びにも関心を持ち、２０１３年４月から精神保健福祉士の資格取得のため通信制の専門学校に通っている。「あくまでも現場、実践が主であり、その補完としての理論と位置付けています。逆はあり得ません」と持論を語る。来年１月の試験に向け、支援活動の合間に勉強を続けている。

　支援の土台は共同生活。食卓を囲み、ともに作業する。笑い合い、ぶつかり合う。一緒に生きる。限られた時間のなかでのかかわりではなく、すべての時間がかかわりの世界であり、異なる大人の背中を見せられる世界で、江川は若者たちを支え続けている。

http://www.yomiuri.co.jp/job/navi/kudo/20140916-OYT8T50056.html
・子の習い事　働くママの技（９月１６日）
　働くママの悩みの一つは、「子どもの習い事」。

　仕事をしていると、我が子への付き添いや送迎は大変。でも、自分が働いていることで子どもに不自由をさせたくないという思いがあり、無理をしがちだ。
土曜日に集中
　都内在住の弁護士、古賀礼子さん（３５）は週に２日、午後５時過ぎに、息子の水着やタオルが入ったバッグを持って職場を出る。小１の息子のスイミングスクールへの送迎のためだ。５時半に学童保育から出てくる息子と合流、そのまま２人で午後６時から始まるスイミングスクールに向かう。「５時までに終わらなかった仕事は家に持ち帰ってやっています。息子には集中力や競い合う力を学んでほしいので、続けさせたい」

　仕事と、子どもの習い事を両立させるための作戦も必要だ。

　会社員の片岡牧子さん（３４）は、平日の帰宅は深夜になることも多く、小１の息子と保育園年中組の娘の習い事はすべて土曜日に集中させている。

　午前中から順番に２人を音楽教室に連れて行き、昼食を食べさせてから、息子のパソコンのプログラミング教室に向かう。家に帰り着く頃にはもう夕方。「時間があれば、スイミングやバレエにも行かせたいが、これが精いっぱい」と話す。

　働くママが子どもの習い事に一生懸命になる背景には、「自分の仕事のために、子どもの可能性をつぶしたくない」という思いがある。でも、習い事は子どもにとってストレスになることもある。
やめて一安心
　ＩＴ企業に勤める母親（３８）は今年、小１の娘が、保育園児の頃から続けてきたスイミングスクールと学習教室をすべてやめさせた。慣れない学校生活で疲れたためか、「行きたくない」と言い出すようになったという。

　母親も、帰宅後の短い時間に習い事の送迎や夕食作りをしなければならず、大忙しだった。「振り返れば、周りの子がやっているからという理由で始めた習い事ばかりでした。やめたことで、娘も私もほっとした」と話す。
「幾つも」は負担
　子どもの才能について研究している関西大学文学部教授の松村暢隆さんは、「幾つも習い事をさせるのは、幼い子どもにとって負担」と話す。スポーツや芸術など、親がいいと思って習わせるが、子どもによって興味を持つ分野、才能のある分野は大きく異なる。「子どもの可能性を試すにしても、一度にあれもこれもやらせるのは無理です」

　子育てに悩む母親たちに向けた講座を開いているコーチング講師の谷あゆみさんは「周りの子と自分の子を比べるのをやめてください」とアドバイスする。専業主婦の家庭など、周りの家庭と同じように習い事をさせようとして疲れてしまったり、悩んだり。そういう姿を子どもに見せるのはよくない。

　むしろ、母親が自信をもって、生き生きと働く姿を子どもに見せた方がいい。「能力を生かして働くことは立派なことだと、学びとるはず。それが、子どもにとって一番の教育になります」
民間学童保育、盛ん
　子どもの習い事に忙しい働くママのために、「習い事対応」の民間学童保育が盛んになっている。

　東京や神奈川で株式会社が運営する学童保育「キッズベースキャンプ」には、スタッフが習い事の教室まで送迎する有料サービスがあり、小学校低学年の子どもを持つ親に好評という。このサービスを利用しない子にも、習い事に行くのを忘れないよう時間になると声をかけており、習い事が終わったら、学童保育に戻ることもできる。

　フィットネスクラブ「ティップネス」が一部の施設内で運営する学童保育では、スイミングやダンスなどの習い事ができる。

　大手学習塾が、学習指導も行う学童保育を運営するなど、習い事と学童保育の組み合わせは、ここ５年ほどの間に広がりを見せている。

　共働き家庭の小学生が放課後を過ごす学童保育は、自治体などが設置することが多い。子どもが習い事で一度退出すると、再び戻ることができないなど、習い事には対応しないのが一般的。そんな中、民間の学童保育は高額だが、習い事をさせたい親の希望をすくい取っている。（宮木優美）

http://www.yomiuri.co.jp/job/women/topic/20140909-OYT8T50170.html
・交流サイト、中学生の被害２割増…性犯罪など（9月18日）
　見知らぬ相手と情報交換する交流サイトを利用した後、性犯罪などの被害に遭った１８歳未満の子どもは今年上半期、６９８人（昨年同期比１７％増）で、２００８年の調査開始以来、最悪となったことが１８日、警察庁のまとめでわかった。

　中学生の被害者が、高校生とほぼ同じ人数にまで増加。警察庁は「スマートフォンの普及もあり、低年齢層への被害が拡大している」と分析し、警戒を強めている。

　警察庁によると、被害者のうち女子が６８５人で、９８％を占めた。被害者の９３％にあたる６４９人は、スマホなど携帯電話を使用。中学生の被害者は２９２人（同２１％増）。これに対し、高校生は３１０人（同１１％増）で、中学生の被害の拡大が目立つ。小学生の被害者も１５人いた。

　交流サイトには、ゲームなど趣味の情報を交換するサイトのほかに、「ＬＩＮＥ（ライン）」や「カカオトーク」などで通話やメッセージをやりとりするために必要な「利用者ＩＤ」を交換する場として開設された掲示板もある。

　被害者のうち２６２人は、こうした掲示板でＩＤを交換。通話やメッセージを交わすうちに相手と会うようになり、児童買春や児童ポルノなどの犯罪に巻き込まれていた。昨年同期の１１７人から急増しており、警察庁は、「保護者は子どものスマホにフィルタリングを設定し、有害なサイトやアプリの利用を制限してほしい」と呼びかけている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20140918-OYT1T50130.html
・子供虐待死５１人…０歳児４割、出生直後１１人（9月19日）
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　厚生労働省は１９日、２０１２年度に虐待を受けて死亡した子供は５１人（前年度比７人減）だったと発表した。

　０歳児が全体の４割を占め、生後間もない新生児が犠牲になるケースも依然として多い。幼い命を守ろうと、自治体や民間団体では、出産前から妊婦を支援する動きが広がりつつある。

　◆１１人は出生直後

　厚労省の発表によると、虐待死した５１人のうち、０歳児は２２人（４３％）で、半数の１１人は生後２４時間以内に自宅などで死亡していた。このほか、無理心中で３９人（前年度比２人減）の子供が亡くなった。

　虐待死での加害者は、実母が３８人（７５％）で最も多く、実父が３人（６％）で続いた。頭を殴るなどの身体的虐待が６３％、自宅に放置するなどのネグレクトが２８％だった。

　全体の３割のケースでは、児童相談所（児相）が事前に相談を受けていたが、防げなかった。

　虐待原因などを分析した厚労省の専門委員会は、児相や市町村の態勢強化や、出産前からの支援の充実が必要だと指摘。また、乳幼児健診を受けさせずに転居を繰り返す家庭での虐待死が複数起きたことから、子供の所在を把握しやすくするため、自治体間で所在不明児に関する情報を共有できるルールを作るよう国に求めた。

　◆不安な妊婦を訪問

　過去の調査でも、新生児が虐待の犠牲になるケースが目立っている。１３年３月までの約９年半の間に虐待死した５４６人のうち、２割の１１１人は生後１か月未満の新生児だった。望まない妊娠だったケースが多く、自宅での出産が半数を超え、医療機関での出産は１割に満たなかった。

　新生児の虐待死に歯止めをかけるため、名古屋市では今年度から、望まない妊娠などで育児に不安を抱く妊婦のもとを、助産師が訪ねるモデル事業を始めた。出産の約２か月前から週１回程度、家庭訪問し、妊婦や胎児の健康状態をチェックしながら、育児の不安について無料で相談に乗る。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20140919-OYT1T50067.html
・道徳教育、数値評価せず…中教審部会が答申案 （9月22日）
中央教育審議会（中教審）の道徳教育専門部会は１９日、現在正規の教科ではない小中学校の道徳について、検定教科書を導入する一方で、数値などによる評価をしない「特別の教科」とする答申案をまとめた。

　中教審の総会で正式決定後、下村文部科学相に答申され、学習指導要領が改定される。教科書を用いた授業は、早ければ２０１８年度から実施される。

　答申案では、授業時間は現在と同様に年間３５時間（小学１年は３４時間）とし、学習状況や成長の様子を文章で記述して評価するとした。ネットを利用する際の情報モラルや生命倫理などの扱いを充実させ、いじめ問題を児童生徒が主体的に考えられるような内容とするよう求めた。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20140922-OYT8T50032.html
・佐世保事件、少女の殺人願望を県教委に伝えず（9月25日）
　長崎県佐世保市で７月下旬に起きた高１女子生徒殺害事件で、逮捕された同級生の少女（１６）（鑑定留置中）が３月に父親を金属バットで殴ったことについて、殴打の６日後、面談した教職員に「人を殺してみたかったので、父親でなくてもよかった。あなたでもいい」などと打ち明けていたことがわかった。

　教職員が校長に報告したのは４月下旬で、校長も深刻な状況と受け止めず、県教委に報告していなかった。

　県教委が教職員らから事情を聞くなどして判明し、２６日の県議会文教厚生委員会で報告する予定だ。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20140925-OYT1T50025.html
＊日本経済新聞
・子育て支援員、食事など研修　厚労省（9月1日）
厚生労働省は１日、保育士不足を補うために来年度から始める「子育て支援員制度」の詳細の検討に入った。主婦が子育て支援員として働く際には、子どもの食事や健康状態について専門家の講義を受ける。合計15～25時間の研修を受けることが条件になる。

　子育て支援員は保育士の資格をもっていなくても補助員として企業内保育所やミニ保育所で働ける。放課後児童クラブや児童養護施設で働く人向けの研修コースも作り、11月末までに取りまとめる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS01H1E_R00C14A9PP8000/
・学校の安全、国際基準で　ＷＨＯ認証取得広がる（9月4日）
　学校の安全対策を評価する世界保健機関（ＷＨＯ）の国際認証制度「インターナショナル・セーフスクール（ＩＳＳ）」の取得を目指す動きが徐々に広がっている。校内や通学路での事故、子供を狙った事件が相次ぐなか、事故の予防策や防犯体制を検証し、有効な対策につなげるのが狙い。学校側は「子供が自ら危険を予測し、回避できる力を育てたい」としている。

　「中休みに『あわてず歩こう調査員』が出動します」――。今年５月、東京都豊島区立の富士見台小学校の廊下に張り出された「セーフスクール新聞」にこんな告知が載った。「調査員」の児童が校内を巡回。階段を駆け下りたり、廊下を走ったりした教員や児童にイエローカードを出し、０枚のクラスには「みんなで守ったで賞」を贈る。

　同校は４月、豊島区のモデル校として来年秋のＩＳＳ取得を目指す計画を発表。７月には３年生が地域住民と共に地域の危険な場所などを記した「地域安全マップ」を作製した。

　校内で事故の発生した場所を印した図を掲示したところ、一学期の事故が昨年の３分の１に減少する成果も。渡辺和子校長は「何をすればケガが減るのか。子供自らアイデアを出すようになった」と目を細める。

　国内のＩＳＳ認証校は現在、児童８人の命が奪われた校内児童殺傷事件が起きた大阪教育大付属池田小学校（大阪府池田市）など計３校。現在、新たに21の小中高校や保育園が取得を目指している。

　認証を支援する一般社団法人「日本セーフコミュニティ推進機構」（大阪市）の今井久人事務局長は「子供の命に関わる深刻な事故や事件が後を絶たず、現場の危機感は強い。何をどこまでやればいいのか分からずに悩む学校が多いなか、ＩＳＳが一つの目標として注目されている」と語る。

　京都府亀岡市は、2012年に集団登校の児童らの列に車が突っ込んで10人が死傷した事故を受け、学校や通学路の安全対策を強化。その一環として、市内の１小学校と９保育園でＩＳＳ取得を目指し、児童や園児がけがをした場所のデータを集めるなどしている。

　「認証を受けた学校をモデルにした安全対策を市内各校に広げたい」（市安全安心町づくり課）

　東京学芸大の渡辺正樹教授（安全教育学）は「ＩＳＳは認証の要件が厳しく、取得を目指す学校が増えることは評価できる」とする一方、「日本では教員が数年で異動してしまうため、対策の継続には課題もある」と指摘。「全国の学校の安全水準を引き上げるには国の関与が欠かせない」としている。

　▼インターナショナル・セーフスクール（ＩＳＳ）認証　ＷＨＯ地域安全推進協働センター（スウェーデン）が2001年に創設した国際認証制度。認証条件には▽学校や保護者、地域が協力して安全向上に取り組む体制の整備▽交通事故など地域の実情に応じたハイリスク課題への対応▽事故や暴力などによるけがの原因や頻度のデータ収集と分析――などがある。

　認証を目指す学校は18カ月以上の活動の後、訪問審査などを受ける。３年ごとの更新制で８月現在、世界に約130の認証校がある。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H13_U4A900C1CC0000/
・子供の６割に日常的体罰　ユニセフ国際統計（9月5日） 
　【ニューヨーク＝共同】国連児童基金（ユニセフ）は４日、子供に対する広範な暴力の実態について、国際的なデータをまとめた報告書を公表した。2～14歳の約６割（約10億人）が両親などから日常的に体罰を受けていると推定している。

　体罰について、世界の大人の約３割が「子供のしつけには必要だと信じている」とも指摘し、「最も普及した暴力の形態」だと警鐘を鳴らした。アフリカや中東で、より厳しい体罰が行われる傾向があるとしている。

　また、20歳未満の女性の約１割が性行為を強いられたことがあり、15～19歳の女性の３人に１人は夫や交際相手から心理的、肉体的、性的な暴力の被害に遭ったことがあると推定している。
　報告書は「あまりに多くの子供たちが、暴力からの適切な保護を受けていないことが示された」と結論付け、「子供への暴力を終わらせることは（大人にとって）共同責任だ」と訴えている。

　統計は各年齢層の人口の半数以上をカバーするよう、既存の調査結果などを集めた上で推計した。日本についてのデータは掲載されていない。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG0402N_U4A900C1CR8000/
・子ども追い詰める「ＬＩＮＥいじめ」の陰湿さ（９月９日）
ソーシャル新人類の不夜城（18）
　「LINEいじめ」。ただでさえ事実を把握しにくい「いじめ」が、ソーシャルメディアによってさらに陰湿に子どもたちを追い詰める。今や「不夜城」と化したソーシャルメディアから、子どもたちを守るにはどうしたらいいのか。その処方箋を、元小学校教員でIT（情報通信）ジャーナリストの高橋暁子氏が解説する。今回は、LINEなどを通じて起きるいじめ問題と、その対策について考えていく。

　2014年7月、青森県八戸市の高校2年生女子（17）が遺体で発見された。報道によると、この女子生徒はLINEでのやり取りで友人とトラブルがあり、「いじめを苦に自殺した」可能性が高いという。

　同月には山口県下関市で中学2年生男子（13）が、同級生らから下半身を露出した動画や画像を撮影され、LINEやメールでほかの同級生に送信されたという事件も起きた。動画はLINEに投稿され、グループに属する8人が閲覧できる状態となっていた。

　LINEを使ったいじめや、LINEでのいじめに端を発した事件が相次いで報道されている。それだけLINEが広く浸透しているということだが、中高生たちは「LINEでのいじめはきつい」と口々に言う。LINEを使ったいじめはなぜ子どもを追い詰めるのか。その特徴と危険性について考えていく。

■「すべてが敵」「孤立感」を実感
　この夏、LINEいじめを体験できるというサイト「チャットログ」が出現した。このサイトでは、LINEを模した画面上でトークのやり取りが続く。


ジョークサイト「チャットログ」の画面。LINEを使った集団いじめをのぞき見している錯覚を与える

グループ内の一人（女子）にほかのメンバーたちから「一緒にいるだけで迷惑」「消えてほしい」というトークが届き、なじり追い詰める様子は、LINEいじめの現場をのぞき見しているような錯覚を与える。最後は読者を驚かせる仕組みもあるため、閲覧する際には心してほしい。
　このサイトを見ると、LINEを通じて集団でいじめられるきつさを理解できるかもしれない。LINEいじめは主にグループ内で起こっており、グループのメンバーが集団で1人をいじめている構図になることが多い。

　複数人から次々といじめの書き込を受けると、画面上はそれらでいっぱいになり、言葉が次々と押し寄せてくるという印象を受ける。自分の書き込み以外はすべて自分を否定する言葉のため、世界全てが敵に感じられるような孤独感にさいなまれる。

　さらに、書き込まれた後でもその内容は読み返せる。このため、当人はよりいっそういじめを受けたことにダメージを感じるわけだ。

　子どもの世界は狭く、「学校の友だち」＝「社会」となってしまう場合が少なくない。その社会に拒絶されてしまった場合、行き所がなくなってしまい、疎外感を抱き、追い詰められてしまう。

■「誰も味方してくれない」「みんなに見られた」

　グループでのいじめは、みんなが積極的にかかわったのではなくても、いじめられた当人に強いダメージを与える。「自分がいじめられていても、誰もかばってくれない」「味方をしてくれない」と感じるためだ。

　自分のいじめられている状況は見えているはずなのに誰も反応をしないということは、グループの全メンバーが同じ考えのように感じてしまう。

　さらに服を脱がされた姿やいじめられている姿など他人に見られたくない動画や画像を共有されることも、当人にはとても厳しく感じられる。かつてはこうした動画や画像の共有は難しかったが、スマートフォン（スマホ）やソーシャルメディアが普及した今は、いとも簡単に伝わってしまう。

　中学生高校生の年代は、自分が属するクラスや部活動の中でのポジションを大切にする。周囲の目や評価も強く意識している。グループでいじめられたり、公開されたくない情報を公開されたりすると、思春期の子どもたちは学校に行きたくないと感じるくらいの強いダメージを受けてしまう。

　「みんなに見られた」ことと「自分がいじめられていても誰も味方をしてくれない」ことがデジタル化によりさらに増幅され、当事者を痛めつける。

■外から見えない、履歴を消させる…

　もう一つLINEいじめの特徴としてあるのが、グループの外からその実態が見えないことだ。あくまで特定のグループによるメッセージ交換のため検索対象にはならず、グループに招待されていない人や友だちでないに人は見られない。ある一人がグループの中でいじめられていることは、グループの外からは分かりづらくなっている。

　そのうえLINEでは、過去のトーク履歴を削除できる。自分の端末に残ったトーク履歴だけに限られるが、いじめられた当事者にも履歴を消させることで、過去のトークの内容をたどれないようにできる。

　中学生1年生女子のA子は、「クラスにいじめられている子がいたけど、（いじめた子から）『トーク履歴を削除しろ』って言われたので削除した。（いじめた子が）画面で削除したのを確認していたらしいけど、そこまでするかって思った」という。トーク履歴を削除すると、いじめの証拠は残らないことを理解しているのだ。

　先日LINEは米国で、タイマー設定するとあらかじめ設定した時間内のみ送信内容を閲覧できる「Hidden Chats」という機能を、iPhoneとAndroid（アンドロイド）アプリに追加した。

　指定した制限時間が経過すると過去に送信したトークや写真などが、自動的に削除される仕組みだ。米国で若者に人気のSnapchatと同様、その場限りのコミュニケーションを求める若者層に向けた機能と考えられる。

　この機能は日本のLINEではまだ利用できず、今後も利用できるようになるかどうかは不明だ。ただしこの機能が悪用されると、履歴を残さずにいじめの対象を追い詰めるトークを送りつけられるようになる。

　ユーザーのニーズがあっての機能なので悪い側面ばかりではないが、いじめを増幅しかねない側面には配慮や注意が必要だろう。

■どこまでも追ってくるソーシャル時代のいじめ
　前述した中学1年生のA子は、「仲良しグループで怒りっぽい子がいる。（その子を自分が）怒らせた時は酷かった。グループのみんなに声をかけて、一斉に悪口を送ってきた。誤解だったからよかったけれど、次々に悪口が送られてくるとへこむ。しばらくLINEやスマホには触りたくなくなったし、人間不信になった」と振り返っていた。友だちに対する目が変わったし、友だちを怒らせないよう気をつけるようになったという。

　さらにLINEを含めたネットいじめは、学校から自宅に帰ってもついて回り、夏休みなど長期休暇などでも途切れることなく、たとえ転校をしても新しい人間関係に影響を及ぼすことさえある。

　いじめの材料となる画像や過去のトークの履歴などは転送が容易で、それらが出回ってしまうと当事者には取り返しのつかないことになる。学校にいる間だけだった従来のいじめより、継続性と破壊力が数段上回っているのだ。
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　10代の中高生を追い詰めるLINEを含めたネットいじめは、あくまでメッセージの一種でありフィルタリングなどでは防げない。自分の子どもについては、いつ当事者になるかもしれないことを頭に置き、日頃からその様子や変化を見守り、問題があれば早期に対応すべきだろう。

　子どもには、「何があっても味方」であることを伝え、子どもから相談できるような環境を作っておこう。家族に言いづらい場合もあるため、電話やネットなどの相談機関をそれとなく教えておくのもいいだろう。

文部科学省で紹介されているいじめ相談窓口。URLはhttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

　一番大切なのは、子どもが追い詰められて、問題が悪化する前に食い止めることだ。学校や塾などとも連携して、情報を密に交換することを心がけてほしい。

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO75549560S4A810C1000000/
・２学期始動　どう守る、共働き家庭の子どもの安全(9月10日)
　連れ去り事件など子どもを狙った犯罪が目立ち、親たちが不安を募らせている。とりわけ共働き家庭は子が一人になる場面が多く、心配は尽きない。日暮れが早くなる２学期は、子が通学に慣れ防犯意識が緩みがちでもある。子を守るため、どう備えればよいのか。

　平日の夕方、会社員の片山美子さん（仮名、47）の携帯電話に、小学４年の娘が電話をかけてきた。とにかく泣きじゃくっている。

　聞けば、下校途中に「Ａ駅まで一緒に行かないか」と男性が声をかけてきたという。Ａ駅は最寄り駅ではなく、娘が通う音楽教室がある。「もしかして私を知っているの」。娘は逃げて家に駆け込み、電話してきたのだ。
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　片山さんは即座に近所の友人に連絡。娘を預かってもらったが、勤務中で駆けつけられない自分を責めた。「仕事を続ける上で、今は娘の安全が一番の心配ごと」と悩む。

　警察白書によると、殺人や強姦、強制わいせつなど13歳未満の子が犯罪被害にあった件数は、2013年で２万6939件。04年以降は減少傾向だったが13年は前年比で５％増えた。今年も子どもの連れ去りが相次いでいる。仕事で不在の時、帰宅し留守番する子をどう守るか、親の悩みは深い。

　「息子が家の鍵を見せびらかしていたと聞きぞっとした」。会社員の瀬川香さん（仮名、38）は振り返る。小１の息子が学童保育から帰り、留守番した時のこと。公園で「鍵を持っているんだ」と友達に見せていたのだ。一人で留守番をしていることが一目でわかってしまう。

　不安を解消するには、子に防犯の意識を持たせることが重要。試みは広がっている。

　「イケメンで優しそうな知らないお兄さん。ついていっていいですか」。鍵メーカーの美和ロック（東京・港）は保育園や小学校などを対象に、防犯教室を開いている。防犯知識をクイズで教えたり、施錠の大切さを紙芝居で説いたりしている。教室は11年に始め、年７、８回のペースで開催。８月には紙芝居の内容を防犯絵本「おウチをまもれ！　ロックとキーチャ」にまとめ、首都圏の公立図書館約750館に寄贈した。

　紙芝居や絵本では「鍵は人に見せない」「帰宅したら誰もいなくても『ただいま』と言う」など、留守番をする子ども向けの注意点を多く盛り込んだ。「共働きが増え、一人で家で過ごす子の啓発活動が必要と考えた」（同社）

防犯パトロールや防犯マップづくりなど、地域ぐるみで子どもを守ろうとの機運も高まっている。大阪府箕面市は市立の小中学校の全通学路に防犯カメラを設置する予定だ。約70メートルおきにカメラを備え付け、死角をなくす。
　親が働きながらできることもたくさんある。「子どもが犯罪に遭うのは一人のときが圧倒的に多い」と指摘するのは、安全生活アドバイザーの佐伯幸子さん。共働きの場合、まず、家に子どもが一人でいるのをさとられないようにする。妻が多忙時は夫が迎えに行くなど、子どもが一人になる時間を極力なくすことも大事だという。加えて、家庭での防犯教育の大切さを説く。特に勧めるのが「我が子の弱点を知ること」だ。

　佐伯さんによると、悪意ある人が子を誘い出す言葉にはパターンがある。「○○をあげるからおいで」とモノで釣る賄賂型、「ボクの犬知らない？　一緒に探して」といった直接要求型などだ。我が子がゲーム好きなら「新しいソフトを一緒にやろう」との誘い文句に乗るかもしれない。「どんな言葉や場面に弱いかを把握し、我が子にあったオーダーメードの対策を練るとよい」（佐伯さん）

　最近は多くの小学生が防犯ブザーを持つ。しかし「ブザーがあるからと安心してしまう親は少なくない」と話すのは、セコムＩＳ研究所の主務研究員、舟生岳夫さん。電池が切れていたり、手が届かない場所にぶらさげたりするなど、盲点はいくつもある。

　警察や自治体が提供している不審者情報をメールで知らせる「防犯情報メール」への登録も、親がしておきたいことの一つと舟生さんは言う。漠然と「危ない人に注意しなさい」と言っても子どもの心には響かない。メールでは、発生場所や不審者の特徴を詳細に知らせてくれるケースが多い。具体的事例を知れば、対策も立てやすい。

　舟生さんは、労働災害で用いられる確率論から、１件の子どもの連れ去りなど重大事件の裏には、不審者に遭遇するなどの小さな事件が29件、ごみがあるなど意識しない異変が300件起きているとみる。「大事件と日常のささいな異変は密接につながっている。親子のコミュニケーションを密にして、環境の変化を見逃さないでほしい」（舟生さん）

　新学期を機に、家庭で防犯対策を点検しておこう。（編集委員　武類祥子）

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFE05H0F_W4A900C1NNMP00/?df=2
・児童相談ダイヤル３桁に　虐待防止へ覚やすく、厚労省方針 （9月18日）
　厚生労働省は17日、市民から児童虐待の通報などを受け付ける「児童相談所全国共通ダイヤル」の電話番号を、現行の10桁から警察の110番や消防の119番などと同じ３桁にする方針を決めた。相次ぐ児童虐待を早期に把握するため、覚えやすい番号にすることで相談しやすい体制を整える。

　同省は来年度予算の概算要求で約３億７千万円を計上。「より覚えやすい短い番号にして窓口を普及させ、虐待防止につなげたい」（同省担当者）としている。

　新しい３桁の番号は「１」から始まる予定で下２桁は検討中。通信会社のシステム改修や実施試験などを経て、来年度内にも導入する。

　2009年10月に始まった現在の窓口の電話番号は、0570・064・000。ダイヤルすると自動転送や、居住地の郵便番号をプッシュして所管の児童相談所につながる。児童虐待の通報のほか、育児や障害児への対応といった相談にも応じる。12年は約１万５千件、13年は約１万６千件の電話があった。

　00年に施行された児童虐待防止法は、学校や近隣住民などに対して、子供が虐待を受けたと疑われる段階でも児相へ通報するよう義務付けている。しかし自治体や児童虐待の防止に取り組む団体などから「相談所ダイヤルの番号が長く十分に認知されていない」といった指摘や３桁化の要望があがっていたため、同省はより簡便な番号の検討を決めた。

　３桁の通報電話は警察や消防のほか、海難事故や海上での緊急通報を受け付ける海上保安庁の「118番」がある。緊急通報に特化したこれらは通話料が無料だが、「児相ダイヤル」は子育て相談にも応じるため、３桁に変更後も現在と同じく有料となる。

　相談窓口の３桁化を巡っては、消費者庁も悪徳商法や契約トラブルなどの被害相談を受け付ける「消費者ホットライン」の番号変更を検討している。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16H1J_X10C14A9CR8000/
・「長い目で注意深く」子供の心のケア続く　広島土砂災害（9月20日） 
　広島市の被災地では、学校関係者や医師らによる子供たちの心のケアが続けられている。大災害が原因で心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を抱える可能性があり、専門家は「長い目で子供の様子を注意深く見守っていきたい」と話す。

　精神科医や臨床心理士らで構成する広島県の「こども支援チーム」は８月25日の発足以来、のべ65人の子供や保護者をカウンセリングした。避難所や自宅に足を運び、悩みに耳を傾けた。

　県こども家庭課などによると、子供が「母親のそばを離れない」「雨を怖がる」というケースや、不眠を訴える事例があるという。直接被災していなくても、大人たちの会話や報道の写真などをきっかけに不安を膨らませる子供もいる。

　同チームの一人、県臨床心理士会の塩山二郎会長は「子供はストレスを言葉で表せず、体や心の不調に出てくる。注意深く読み取ることが大切。今後２年間は活動を続ける」と話す。

　被災地の小中学校ではスクールカウンセラーが学校での待機時間を普段より延ばす「緊急派遣」を実施。市教育委員会の担当者は「２～３カ月たち、生活が元に戻ったころに問題が出る恐れもある。これからが大切な時期だ」。来年３月までは緊急派遣を続ける。

　今月10日には被害が大きい安佐南区で教員や保育士らの研修会が開かれ、約100人が参加。児童精神科医が「子供の不安定な様子を受け入れ、できる限り安心させてほしい」などと呼びかけた。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG1902F_Q4A920C1CC0000/
・預けられた子供、１割に障害あり　「こうのとりのゆりかご」 （9月27日）
フォームの終わり

　親が育てられない子供を匿名で受け入れる慈恵病院（熊本市）の「こうのとりのゆりかご」に2007年５月の運用開始から約７年間に預けられた計101人のうち、約１割の11人に何らかの障害があったことが26日、熊本市の有識者委員会が公表した検証報告書で分かった。

　有識者委の山県文治部会長（関西大教授）は、記者団に「障害児の割合は明らかに高い。障害を理由に預けられた可能性があり問題」と指摘。一方、記者会見した慈恵病院の蓮田太二理事長は「社会的支援を受けられずに預けた例もあり、背景分析が必要」と述べた。

　検証は３回目で、今回は11年10月から14年３月までの２年半が対象。預け入れられたのは20人で、うち３人に障害があり、運用開始からの合計は11人になった。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26035_W4A920C1CR8000/
・「子供の感情」研究を本格化　文科省、いじめ・暴力深刻化で (9月28日)
フォームの終わり

　いじめ問題や校内暴力が深刻化していることを受け、文部科学省は問題行動につながる「子供の感情」についての研究を本格化させる。脳科学や精神医学、心理学などの複数の分野で研究を進める専門機関を選定し、成果を集めてデータベースを構築する。蓄積した情報は学校教員が閲覧できる仕組みにし、指導に生かす狙いという。

　文科省の問題行動調査によると、2012年度に全国の国公私立の小中高校などが把握したいじめは過去最多の約19万８千件に上った。

　学校内で同年度中に発生した暴力行為は、小中高全体では約５万件で前年度から横ばいだが、小学校だけでみると約７千件で過去最多だ。

　児童生徒の問題行動について、教員からは「感情を制御するための科学的な仕組みを知りたい」という声が多い。しかし、研究が各学問分野ごとの縦割りで行われているうえ、成果が教員に提供される機会も少ない。同省の有識者会議は「研究者や教育関係者で情報を共有できるプラットフォームの設置が必要だ」と提言している。

　このため、文科省は15年度予算の概算要求に関連事業を盛り込んだ。子供の感情と行動の関係などについて、各分野を横断して調査・研究できる機関を１カ所選び、教員や教育分野の有識者とも連携した総合的な研究を委託する。

　成果を集めたデータベースは全国の教員に公開する。

　有識者会議は今後の研究課題として、ストレスが発達段階の脳に与える影響の解明や、ストレスから心理的に回復する能力が発達する要因の特定などを挙げている。同省は「学校現場で広く活用できるよう、しっかり持続する仕組みを整えたい」としている。

　有識者会議で座長を務めた小林登東大名誉教授は「感情の動きが子供の成長に与える影響は大きく、調査研究体制の拡充は不可欠だ。研究で得られた成果を問題行動への対処だけでなく、日常の学校教育にも生かしてほしい」と話している。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27028_X20C14A9CR8000/
・虐待から子どもを守りたい（9月29日） 
フォームの終わり

　子どもへの虐待が後を絶たない。全国の児童相談所が対応した件数は2013年度、７万件を超え、過去最多を記録した。警察が摘発した児童虐待事件も14年上半期は過去最高の317件だった。

　政府は、年内をめどに総合的な対策を打ち出すという。子どもは社会の宝だ。健やかな育ちを支えていけるよう、あらゆる手を尽くしてほしい。

　厚労省の専門家会議は年１回、児童虐待の報告書をまとめている。このほどまとまった報告書によると、心中以外の死亡事例の半数近くを、０歳児が占めた。こうした悲劇を防ぐためには、妊娠中から継続的に支援していく体制づくりが欠かせない。

　望まない妊娠などで、出産前から不安や悩みを抱えているケースは少なくない。いかに相談しやすい体制を築き、手をさしのべていくか。親子を孤立させず、必要なサービスにつなげていくことは、虐待の予防はもちろん広く育児不安の軽減などにも役立つだろう。

　体にあざがある、乳幼児健診に来ていない……。過去には、周囲が疑念を抱きながら、そのシグナルを生かせなかったケースも少なくない。早期発見に向け、児童相談所や市町村、医療機関、学校など、関係機関が緊密に連携することも不可欠だ。

　多くの自治体は、関係機関が参加する協議会を設けている。だが件数の多さに対応しきれなかったり、協議会が形骸化していたりするケースもある。十分な機能が果たせるよう、事務局のあり方を含め、運営の工夫を求めたい。

　もちろん、対策の中核を担う児童相談所の役割は大きい。件数が急増するなか、どう機動的に対応できる体制を整え、職員一人ひとりの専門性を高めていくか。大きな課題だ。

　児童虐待防止法は、国民一人ひとりに、虐待が疑われる子どもがいたら児童相談所などに通告するよう求めている。児童虐待を防ぐために、何ができるか。誰もが関心を持っていきたい。

http://www.nikkei.com/article/DGXDZO77669970Z20C14A9PE8000/
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